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○ 委員長（千葉幹雄） ただ今から庁舎建設に関する調査特別委員会を開催いたします。  

  本日の運びでありますけれど、まず最初に幕別町新庁舎建設基本方針（案）であります 

けれども、これの説明をいただきたいというふうに思っております。その後、この資料に 

対する質疑、合わせましてですね、前回、役場庁舎耐震化検討業務報告書もいただいてお 

ります。前回、質疑もちょっとあったのですけれど、あれから時間もたっておりまして、 

皆さん方これに目をとおして色々な疑問点というのでしょうか、お聞きしたいことがある 

と思いますので、これらについても質疑を受けたいと思います。今日は、そういったとこ 

ろで、委員会を終了したいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいた 

します。また、陳情の８号でありますけれども、ある程度この委員会が煮詰まってくるま 

でですね、付託は受けておりますけれども、この陳情の審査については、それから審査を 

したいと思っておりますので、これも併せてご理解をいただきたいと思います。それでは、 

説明を求めたいと思います。企画室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭） 本日申し上げる案件は、幕別町新庁舎建設基本方針（案）につい

てであります。今までの経過を若干、ご報告申し上げます。役場庁舎の耐震化につきまし

ては、６月２日、議会の初日になりますが全員協議会におきまして、報告書でご説明を申

し上げたところですが、この庁舎の耐震化及び建て替え等につきましては、庁舎内の役場 

 あり方検討委員会におきまして、この報告書を検証し検討してまいりました。その間、議

会等で一般質問等、議員各位からもご質問があったところでございますが、このたび、町

として新庁舎建設にあたり、一定の基本方針（案）がまとまりましたので、本日ご提案を 

 申し上げその内容につきまして、ご説明申し上げる次第であります。なお、この後の詳細

につきましては、伊藤参事より説明させていただきますが、議員各位におかれましては、

充分なるご審議をいただきますよう、重ねてお願い申し上げますとともに、今後の取り扱

いも含め議会とも充分協議をさせていただきながら、進めていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。それでは、伊藤参事より説明申し上げます。 

○ 委員長（千葉幹雄） 伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） それでは、資料に基づいてご説明させていただきます。今日、 

 配付いたしました資料は、新庁舎建設基本方針（案）、それから別紙１、別紙２、新庁舎 

 建設の日程案、それと最後に図面を添付させていただいているところであります。 

  それでは、基本方針についてご説明させていただきます。１ｐ、始めには庁舎建設の必

要性についてであります。１の現庁舎の背景と２の現庁舎の問題点につきましては、前回、 

 初日の全員協議会において説明いたしました内容と重複いたしますので、省略をさせてい

ただきます。２ｐをごらんください。２ｐの上段には、現庁舎の耐震改修等の可能性が記

載してありますけれども、これについても省略させていただきます。４、結びであります。 

 新庁舎を建設する方向との旨を記載いたしましたが、一つには現庁舎の耐震改修には多額

の費用を要すること、その工事期間中において住民サービスの低下や執務環境の悪化が想

定されること、建設後の経過年数から工事施工後において長期にわたる利用期間の延長が 

 見込めないこと、超高齢化社会において今後ますます多様化する行政需要に対応し、住民

の利便性の確保を図る必要があることなどから、現庁舎の耐震補強工事を施工するのでは 
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 なく、新庁舎の建設が必要と考えると結んでおります。 

  ２番目には、新庁舎の基本的な考え方、いわゆる理念であります。理念につきましては、 

 第５期幕別町総合計画の将来像を実現するにふさわしい、協働、連携、交流を創出するた

めの舞台であり、今後の行政需要に柔軟に対応し、効率的な行政運営を可能とするととも

に、町民に親しまれる庁舎とする。庁舎の基本方針につきましては、ＡからＦまで、Ａで

は、すべての人が利用しやすいユニバーサルデザインが図られた庁舎、Ｂでは分かりやす

く利用しやすい機能や安全性の配慮のもと、ふれあいの場として親しまれる庁舎、行政需

要の変化に対応可能な庁舎、防災復興拠点としての機能を充分に備えた庁舎、環境に配慮 

 した庁舎、シンボルとなるような庁舎、この６点を理念に進めたところであります。 

  次に新庁舎の機能であります。１といたしまして、共通機能でありますが、繰り返しに

なりますけれども、ユニバーサルデザインの理念を取り入れ、高齢者や障害者、子ども、

外国人などの利用に配慮した、分かりやすく移動しやすく利用しやすい庁舎を目指すとと

もに、環境負荷を低減するため、自然エネルギー等の導入を検討し、省エネ、省資源対策

を施すといたしました。 

  ３ｐをご覧ください。新庁舎の基本機能といたしましては、窓口機能、執務機能、防災 

 機能、住民機能、議会機能、施設管理機能をそれぞれ定めたところであります。 

  ４、新庁舎の機能についてでありますが、はじめに幕別町の将来人口を記載しておりま

す。これは、このたび新たに推計したものではなくて、これまでに公表されているものを 

 記載したものであります。２番目のところにありますとおり、国立社会保障人口問題研究

所の将来推計人口にありますとおり、これからは当然人口減尐社会に進んでいくものと考

えられるところであります。一番下になりますが、職員数であります。幕別町の職員定数 

 条例上は、283 人、内 33 人は児童福祉施設及び学校施設、学校は幼稚園としております。 

  ４ｐをお開きください。二つ目の段落の中に、幕別町定員適正化計画、平成 20年３月策

定というのがありますけれども、平成 23年４月１日目標というのが 246 人で策定をしてお

りますが、正職員数、今年４月１日は 238人、この中には厚生労働省に研修に出している

ものが一人、それから社会福祉協議会派遣２を含み、消防組合の２は除いております。 

  なお、定員適正化計画上は、上記に加えまして、一般職であります教育長、並びに常雇 

 職員５人を含めて比較値 244ということで、計画上は２名尐ないという状況になっていま

す。参考までに、現在勤務場所別、現行職員数を記載いたしました。 

  ３番目に、新庁舎に配置を想定する部署と職員数でありますが、基本方針案では建設後、 

 50年以上の利用を考慮いたしまして、町民の方々の利便性を図るという観点から、現在、 

 分庁舎となっております保健福祉センターと、教育委員会の部署の新庁舎に集約化する方

針といたしました。具体的には、この正職員の欄のところで、ゴシックで書いてあります

が、福祉課６、こども課５、保健課 17、教育委員会のところにあります学校教育課６、生

涯学習課５であります。よって、現行本庁舎、113人に厚労省派遣の１を加え、保健福祉

センター28、教育委員会 12人を加え、正職員を 154人と想定したところであります。 

  ２番の常雇職員から３番の臨時職員、４番特別職を含めますと 193 人を働く職員数と想

定をしたところであります。今後、人口減尐を迎える見込みでありますけども、現在、地
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方分権に基づく事務事業の市町村への委譲が進められておりまして、この方向は変わらな

いと考えられますことから、庁舎に勤務する職員数を現行数として想定をしたところであ

ります。 

  ５ｐをご覧下さい。４番目には新庁舎の規模を記載しております。庁舎を建設する際に 

 いずれの市町村も一つの目安といたします、起債借入れ上の基準があります。しかしなが

ら、それがここに記載してありますとおり、平成 23年度地方債計画におきまして、庁舎整

備事業の標準面積、それから標準単価が廃止となりました。廃止となりましたけれども、 

 参考までに廃止前の算定上、これは人口によってランクが分かれていますけれども、人口 

 ５万人未満の市町村、一番低いランクになりますけれども、その基準で参考までに算出い

たしますと、常雇職員等の職員も含めておりますので、起債上の総標準面積は 5,070㎡と 

 なります。 

別紙の１をご覧ください。上段に人口５万未満の市町村が算出した場合と、下段に５万

人から 50万人、かなり幅が広くて乱暴なわけになりますけれども、こちらのほうに入りま

すとかなり面積は増えますが、あくまでも上段のほうで算出したものであります。ご覧の

ようにイの事務室から、ヘの議事堂までの区分で算出するようになっていますが、ここに 

 常雇職員、事務室のところの常雇職員等 36と書いてありますが、これを追加して算出した 

ものでありまので、その結果が 5,069.7㎡ということになります。しかしながら、現行の 

事務スペースと比較いたしましても、この中で記載されております事務室の部課長という 

のが、５万人未満の場合には、基準面積の 4.5 に 2.5を掛けますので、一人当たり 11.25

㎡しかございません。下の５万人以上になりますと一気に 40.5㎡まで増えるんですけれど、 

５万人未満ですと 11.25 しかありません。現行の事務室のスペースからいっても、約 20 ㎡ 

程度あります。ですから、その部分も加える。それから、議事堂の面積、一番下にありま

すが、700㎡、これは５万人未満の町村全て 700 ㎡なんですけれども、現行の５階の面積

とほぼ同じでありまして、やや狭いという感じを我々持っておりますので、その分の面積、 

それから今回の震災におきましても、報道される中では広い会議室を、震災対策本部とし

ている現状から、町民会館の２階の講堂スペース、357㎡ありますけれども、大集会室と

して案の中では考えておりして、それらを含めまして、面積としては概ね最大 6,000㎡と 

したところであります。 

 ５ｐにお戻りください。新庁舎の位置についてであります。はじめに、建設候補地の条

件、これは選定に際しての前提として定めたものでありますが、まず一つには建設面積、 

新庁舎の延床面積が概ね 6,000㎡を想定しておりますので、これらの建築面積、それから 

駐車場等の面積を確保できる敷地面積があること。参考までに、現在の敷地面積は町民会

館の駐車場を除きますと、約 6,000㎡であります。 

 ２番目は用地の確保、現在保有する町有地のいずれかに建設することとし、基本的に新

たな用地取得は行わないこと。３番目には利便性、地方自治法にも定めるとおり、交通事

情や他の官公諸施設などとの関係など利便性が高いこと。４番目には均衡ある発展の確保。 

幕別町は忠類村との合併をいたし、市街地の三極化という状況にあります。これらの特性

を考慮し、将来にわたっての発展を見据え、各地域の均衡ある発展の確保に寄与すること。 
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 この四つを前提となる条件といたしました。 

 ２番目には、建設候補地の比較と評価であります。幕別地区、札内地区、それぞれ３箇

所の計６箇所を候補地として、比較検討いたしました。別添の図面を併せてごらんいただ

きたいと思います。別添の図面につきましては、最初に開いていただくと幕別地区、２ｐ

めには札内地区となっておりまして、その後それぞれの候補地の図面を掲載しております。 

  まず、はじめに現庁舎敷地であります。これは、拡張分 4,746㎡を含めますと、11,438 

 ㎡ということであります。第１種住居地域ですとかについては、省略をさせていただきま

すが、ここの現庁舎敷地の評価でありますけれど、一つには国道 38 号線からのアクセス、 

 鉄道、バス等、交通事情の利便性が高い。二つには、農協、郵便局、森林組合等の集積が 

 ある。三つには敷地の状況から現庁舎を活用しながらの建設が可能であり、仮庁舎が不要

である。四つめには、止若公園用地の庁舎用地への転用が必要となることから、都市計画

の変更を要します。これは他の区域もだいたい該当してきますけれど。五つめには、その

場合には代替公園の要件を満たす公園用地の確保が原則として必須、求められるわけであ

りますけれども、猿別川河川敷地の一部を充てることが可能であり、新規の用地の取得を 

 要しない。 

  ６ｐをご覧ください。Ｂといたしましては旭町公営住宅跡地地区、13,360㎡であります

が、現行都市計画上 600 ㎡を超える建物の建設が不可能であります。 

  Ｃ、保健福祉センター地区であります。保健福祉センター、コミセン、プール、図書館

を除きますと 15,701㎡であります。保健福祉センター、図書館との連動性が高い。幕別小

学校プールが建て方によっては、支障の建物となる可能性が高い。のぞみ公園用地の庁舎 

 用地への転用が必要となる。この代替地の確保については、新規の用地取得を要する可能

性が高い。 

  札内地区であります。札内支所地区。福祉センターと東コミセンを除きますと、6,501

㎡であります。建築基準法上、３階建て以上の建築物に対しては日陰規制が課せられてお

り、周辺住民、住宅への配慮が必要である。札内福祉センター、札内支所を解体した場合

においても、東コミセン利用者に加え庁舎利用者及び職員の駐車場敷地を考えると、かな

り狭隘な状態である。解体した場合には、福祉センター機能の確保が必要となる。札内支

所の仮庁舎の整備も必要となる。建設期間中ですね。 

Ｅといたしまして、白人公園地区 14,291㎡、プールと老人健康増進センター、屋内ゲー

トボール場を除いております。白人小学校プール、老人健康増進センターが支障建物とな

る可能性がある。巨木の植生が多く緑豊かな憩いのエリアである。白人公園用地の庁舎用

地への転用が必要となる。代替公園の用地を満たす公園用地の確保が必須であるが、隣接

地が市街化調整区域であり、代替地の確保が困難である。 

最後にスマイルパーク地区であります。百年記念ホール、札内スポーツセンターを除い

た面積が、46,229㎡。これは、図面をご覧になっていただきたいんですけれど、実際はも

っともっとあるわけなんですけど、図面の一番最後になりますが、スマイルパークを想定

した場合には、現在たっている建物、それから河川の状況から、うすく赤く塗ってありま

すけれど、国道沿いの 10号と 11号の間のこのエリアが、想定されるであろうということ
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から、このエリアの面積を 46,229㎡と記載したところであります。 

それでは６ｐにおもどりください。スマイルパーク地区でありますが、国道 38号線から

のアクセスは良好である。札内市街地の北東端に位置し、交通弱者にとっては利便性が低

い。スマイルパーク用地の庁舎用地の転用が必要となる。代替公園を満たす公園用地の確

保が原則として必須であるが、現在の公園敷地の形状から現在は全て道路に挟まれた公園

となっておりますので、道路を挟んでの、またいでの用地確保とならざるを得ず代替地確

保は公園の一体性の確保といった点からも難しいのではないか、ということを判断させて

いただきました。 

３番目には新庁舎の位置であります。６つの建設候補地の評価は、上記のとおりであり

ますけれども、次の観点から現庁舎敷地を、建設位置に選定させていただいたものであり

ます。別紙２を併せてご覧ください。６ｐの下段になりますけれども、一つには合併後の 

 幕別町において、地勢上、忠類地区と札内地区を結ぶ上での中間に位置すること。二つに 

 は、鉄道、バス等の交通事情の優位性があること。７ｐになります。農協、郵便局、森林 

組合等の集積があること。 

 ４つ目には、大規模施設の建築に伴う周辺への住環境の影響が尐ないこと。 

 ５つ目には、止若公園用地の一部転用に伴う代替地の、確保が容易であること。 

 ６つには、幕別地区の市街地形成に寄与し、幕別町全体の均衡ある発展に貢献すること。 

 ７番目としましては、消防署、警察署と至近な位置にあり、防災拠点としての立地性が 

高いことであります。 

 次に、建設の目標年次であります。建設に要する事業費の財源としましては、国土交通 

省の補助事業、金額としてはそれほど大きな金額ではございませんけど、国土交通省の補 

助事業の活用と、それから後年次の元利償還金の普通交付税の措置が設定されています合 

併特例債、これは充当率 95％、交付税措置率 70％、加えまして充当残の５％につきまして 

は北海道から、補助金をいただけるということに、現行制度上ではなっています。これを 

見込んで、平成 27年度末までの完成を目途とする。よってスケジュールは次のとおりとす 

る。今年度につきましては、この基本方針をもっともっと膨らました内容の、基本構想を 

策定。来年につきましては、基本設計。25年は実施設計。26年、27 年度で建設工事、外 

構、あるいは現庁舎の解体というのを想定しております。これは、あくまでも現段階での 

予定プランであります。 

 次に住民参加についてであります。新庁舎建設への住民参加のあり方については、次の 

手法の中から選択し、適切な住民意見の反映に努める。住民アンケート、パブリッココメ 

ント、住民懇話会、これは各層の代表者の方などを想定していますけども、また地区別で 

の住民説明会。今後、議会の皆様とも協議を進めた上で進めてまいりたいと考えておりま 

す。どの段階でどう実施していくかは、現段階ではまだ確定をしているところではありま 

せん。 

 その他の検討すべき事項であります。１には人口の約７割が居住する札内地区住民への 

行政サービスのあり方につきましては、札内支所機能の拡充といった住民要望の高い拡充 

を考え、住民要望の高い保健福祉関連分野等の拡充を検討する。２つには、現在、分庁舎 
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となっている教育委員会、保健福祉センターについては、新庁舎への集約化を実施した場

合の、その後の有効活用なりあり方について検討すると、結んだところであります。 

 続きまして、今後の大まかなスケジュールをご説明いたします。 

 新庁舎建設事業の日程案をご覧いただきたいと思います。これは年度ごとに、一番上が 

平成 22年度、真ん中が 23年度でかなり厚くなっております。最後に 24年度で、欄外に

25以降が記載されております。真ん中の 23年度につきましては、日程、一番左側にあり

ますとおり、23年度は基本構想。大きくは建設位置を今年度中に確定をしたいと考えてお

ります。来年度、平成 24 年度には基本設計。これ、先ほどもご説明させていただきました。 

23年度の今後の状況、予定についてでありますけれど、23年度の右から２番目には議会の

欄を作っておりますが、６月のところで、６月 20日、本日、特別委員会、基本方針案説明

となっておりますが、その後、左へ二つ移行していただきますと、あり方検討委員会等と 

ありますけれども、７月には、これは仮称でありますけれど新庁舎建設に向けた検討委員

会、内部組織として設置を行い、作業部会も併せて設置をする。基本方針の詳細を検討し、 

基本構想の骨子案の検討に、７月に着手したいと考えております。その後、庁議での決定

を経て、10月には基本構想の骨子案を特別委員会において、ご説明したいと考えておりま

す。その後、基本構想の協議を経て、来年３月に基本構想を策定したいと考えております。 

来年３月の定例会におきましては、あくまでも現時点での予定でありますけれども、建

設基金条例の制定、それから基本設計の予算を計上させていただきたいと考えております。 

24年度につきましては、24年度早々に設計者の選定に入りまして、７月には特別委員会

の中で基本設計の中間報告、その後の協議を経まして実施設計の予算化に進めてまいりた

いと考えております。なお、これらの一連の動きに対しましては、一番右側に広報等と書

いてありますとおり、本年７月、もう尐しで発行になります７月の広報では、検討業務の

結果の概要と町としての一定の考え方を広報の中で、町民の方々にご説明したいと考えて 

 おります。それ以後、10月、12月、２月、来年に入りましてもあくまでも予定であります 

けれども、４月、９月、３月と広報、あるいはパブリックコメントをこういう時期に適宜 

実施してまいりたいと考えております。この表の欄外にありますとおり、平成 25年度は実 

施設計、26年建設工事、27年は建設工事、引越しそれから外構工事、旧庁舎の解体と現段 

階では予定をしているところであります。以上が、基本方針案の説明であります。 

○ 委員長（千葉幹雄） 説明をいただきました。特に説明資料、この資料に対しての質問が 

 あれば、不明な点、聞きたいことがあれば質問していただきたいと思いますけれども、い 

かがですか。ないようでありますけれども、今、初めて見た資料でありますから、持ちか 

えっていただきまして、また熟読をしていただきまして、次回、また同じような機会を設 

けたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。それと、先ほど申しました 

ように、先般いただきました耐震に関わっての、これについての質問があればこれもお受 

けしたいと思いますけども、とりあえずございませんか。なければ、今日の委員会はこの 

程度で終わらせていただきまして、また、今日の資料、よく読んでいただいて、そして疑

問点ありましたら、次回、こういった機会、また設けたいと思いますがよろしいでしょう

か。 
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（はいの声、あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、一番めの現庁舎の耐震改修及び新庁舎の建設等について 

 は終了をさせていただきたいと思います。 

（説明員、退席） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、また副委員長とも相談しますけども、この案件につきま 

しては、そう遅くない時期にですね、また皆さん方にご案内を申し上げたい、というふう 

に思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、２番目の陳情第８号ですが、この件につきましては先ほどお話申し上げたよ

うに、この案件がもう尐し煮詰まってからですね、議題に供したいと思っておりますので、 

この陳情につきましては閉会中の継続審査とさせていただきたい、と思いますがご異議ご

ざいませんか。 

（なし、の声多数あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） ないようでございますので、そのように取り計らっていきたいと思 

います。以上で委員会を終了いたします。 

 

（閉会 11：55） 
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 （9：58 開会） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、ただ今から第３回庁舎建設に関する調査特別委員会を開

催をいたします。事務局長。 

○ 事務局長（米川伸宜）本日藤原委員より欠席する旨の届出がありましたので、ご報告をい

たします。 

○ 委員長（千葉幹雄）はい、本日は気温が上がっておりますので、もうすでに脱がれている

方もいますけども、どうぞ楽になさっていただきたいと思います。それでは進めさせていた

だきたいと思います。前回前々回とそれぞれこの件に関する資料をいただいております説明

も受けておりますけども、なおですねあの持ち帰って見て頂いていると思いますのでこれら

に対する質疑をまずお受けをしたいというふうに思います。いかがでしょうか。あのなんて

いうんでしょうか多少資料に基づかないことも結構かと思いますけどもそれほどきつく縛

るつもりはありませんので、それぞれご意見、質疑も含めた、出していただきたいと思いま

す。増田委員。 

○ 委員（増田武夫）この前、幕別町の新庁舎建設基本方針案をいただきました。あのそれを

読ませていただく中で、あの新庁舎のあの基本的な考え方、理念が 2 ページに列挙されてお

ります。aからｆまでユニバーサルデザインの問題から住民に親しまれる庁舎、多様化する

行政需要の変化に対応可能な庁舎、防災・復興拠点としての機能を十分に備えた庁舎、省資

源や省エネルギーに対応した経済的で維持管理のしやすい環境に配慮した庁舎、それから、

幕別町のシンボルとなるような庁舎でこれに加えて、一つは庁舎は豪華、華美である必要は

ないわけです。やっぱり豪華、豪華さを求めずに実質的でコスト低減に努めるということが、

やはりあの一つ基本に入らなければならない。二十数億という経費が掛かるわけですけども、

やはりそれを少しでも、いかに合併特例債を使うとはいえ、これは将来的な借金として残っ

ていくわけですので、やはりコスト低減に努めるということが一つ入るべきでないかという

のが一つ、それからもう一つは現在のこの庁舎で使われている設備や施設いろんな机ですと

かそういうものはやはり努めて再利用をしていくというやはりそのことも入れる必要があ

るんでないかと、その二つを基本的な考え方の中にぜひ入れて欲しいと、そういう意見を述

べたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）はい、その件に関してどうですか。企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）今回、お示しした基本方針は大変シンプルなものでありまして、

これを拡大、肉付けをしていって今年度中に基本構想、この中ではですね、この内容を肉付

けしていくわけですけども、そういった点も含めてですね、記入、盛り込めるようにですね

考えてまいりたいと考えております。考え方は同じでございますので。 

○ 委員長（千葉幹雄）成田委員。 

○ 委員（成田年雄）6000 ㎡の中で立て替える根拠は。教育委員会と福祉センターを一緒に

した意味。それも含めてあの何かどういうあれなのか 6000㎡にする。何かあるんかな。 

○ 委員長（千葉幹雄）はい、伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）はい。初めにですね、教育委員会と保健福祉センターを一緒にし
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た理由っていうのはですね。やはりあの現在、例えば、教育委員会でいえばここから 100ｍ

足らずの訳です。しかしながら、私も教育委員会に勤務したことがあるんですけれども、例

えば、転入をしてきた場合に転入届を庁舎で出して、その後ですね、子どもがいる場合は、

学校にかかわる事務というのは教育委員会まで歩かなきゃいけない。一方で札内支所の場合

には全て一つでできるわけです。で、札内支所の場合には保険などの手続きも全部一つでで

きるわけですけども、こちらで転入届を出した場合には、あの介護保険に関してはですね向

こうで手続きをしなければならないということからですね、やはりその利用される住民の方

にとっては一箇所で用事が済むというのがよりその住民サービスをわれわれが提供してい

くうえでは適当ではないのか、これから庁舎を建てた場合には当然、その 40年ないし 50

年の期間使うわけですから、そういったことも考えて建設をする際には集約をすべきではな

いかという考え方が基本にございます。それで何故 6000㎡かということでございますけど

も、前回お配りをいたしました基本方針、本日お持ちになっていただいておりますでしょう

か、これの 5ページになります。基本方針の 5 ページの上段には新庁舎の規模というのがあ

りまして、あの、我々がその 6000㎡というのはですね、昨年度において庁舎を耐震改修し

たほうがいいのかあるいはその建設したほうがいいのかといった場合、どうしても費用の問

題がありますのでそれを諮って検討してもらう際に出した数字が 6000 ㎡であります。その

根拠というのがこの上段にありますとおり、どこの市町村も庁舎建設する場合には通常起債

を借りるわけですが、その起債の基準というのが平成 23年度から撤廃になっているわけで

すけども、22年度まで基準がありましてその基準は人口によってランク付け、段階があり

ます。幕別の場合にはここにもありますとおり人口５万人未満の市町村、５万人未満はです

ね、千五百人であっても四万九千人であっても起債を借りるうえでは同じです。そのあと５

万人以上になってくるわけですけども、その５万人未満の市町村の基準ということで面積を

まず出しました。その際には職員の数というのを正規職員だけではなくて常雇職員ですとか

嘱託職員の数も入れてありますのでそこは起債の算定上の人数とは若干違うわけですけど

も、そうして出てきた数字が 5070㎡であります。しかしながらこの中にも 1.2.3とありま

すが例えば議事堂については 20人の場合には 700㎡。700㎡ということは今のこの 5階の

面積とまったく同じでして、他の同規模の市町村の議会スペースなどと比べますとやや狭隘

な感じが皆さんもお感じになっているのではないかと思います。音更なんかと比べましても

そう感じるところであります。ですから、この上記の標準面積 5070 ㎡を基本に事務室、そ

れから議会関連面積の拡充、それと住民スペース、それと今、震災の関係があってですね、

大きな災害が起きた場合には、防災の拠点となる会議スペース、これらが通常のこうゆうよ

うな会議室ではやはりとても狭いもんですから現在これから当然検討していかなければな

らないわけですけど、想定しているのが町民会館の２階の講堂程度の面積の会議室を確保で

きればなぁということでそういったものも含めまして 6000㎡としております。ちなみに現

庁舎は 3820㎡ですので、そこに教育委員会 255、保健福祉センター261 を加えますと 4336

ですから、それと比べますと 6000㎡というのは大きな数字ではあります。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄）よろしいですか。成田委員。 

○ 委員（成田年雄）５万人から５０万人の人口比でみてんだけど、これわざとにしてるの。 
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 ３万人以上になる可能性あるのかな。幕別町において。職員が多すぎるからこういう結果に

なってるのかな。どうなの。その辺、ちょっと判断。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）確かにこれから人口減少社会を向かえてまいります。国勢調査で

も今回幕別は一市三町のなかで帯広市と幕別町だけが人口減少した。人口減少するから職員

数は減らしていいんじゃないかという議論は確かにあります。しかしながら、現状の国と地

方の関係においてはですね、北海道から市町村に事務が委譲されてきております。ですので、

今後もその流れというのが変ることはないだろうという前提から職員数については現状の

職員数を基にだしております。参考までにその５万人以上の場合には 6106と書いたのはで

すね、それぐらい５万人を超えるか超えないか５万人以下というのはさっきも言いましたよ

うに 1500人の村も 49000 人の市も同じ基準なわけです。起債を借りるうえでは。でも５万

1人になったとたんにですね、こういうふうになるってことから国の起債を借りるうえでの

基準なんですけどもかなりですね、５万人を超えるか超えないかで面積 1000㎡ほど変って

きますので、それらを参考までにお示しをしたということで決してその作為的に５万人以上

だったらば 6100㎡になるのでそれを基準にしたということではありません。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄）成田委員。 

○ 委員（成田年雄）これ以上職員を減らさないということでしょ。設計、決まったわけです

か。新に公募かけるのか。もし公募かけるのだったら、もっと別の設計屋さんの全国的な中

でやったらよいのかなと思うんだけど。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） 現段階でそのわれわれとしては、すでに基本方針案の中で新庁

舎建設というものを打ち出しておりますので、当然今後のスケジュールというのも、もうす

でに前回のときにもお示しをしております。その中ではどういった方法で設計うんぬんとい

うのはですね、近年のその庁舎を建設する場合にはかつては例えば 100 年記念ホールを建設

した場合にはコンペキションと言ってですね、おおむねその面積だとかを示した中でこうい

う建物ってパーツで描いてもらったり、図面を描いてもらったりして一定の謝礼を払ってた

わけですけども、最近の流れとしてはですね、公募型プロポーザル方式と言って指名競争入

札ではなくてそれはうちがやるっていう意味じゃなくってですよ。やってる多いのはその公

募型プロポーザルといってですね、広く全国に募集をして手を挙げてもらう。ただ、その際

にですね、絵を描いてもらうわけではありませんで、その設計会社がその設計を委ねるに足

りるかどうかっていうこれまでの経歴ですとか、それからその会社としての方針・姿勢です

とか、そういったものをお聞きしたなかで決定してってるケースが多いようです。あの実際

に私どもがそうするかどうか決まっておりません。 

○ 委員長（千葉幹雄）成田委員。 

○ 委員（成田年雄）今、公募をかけるのかもわかんないって言うんだけど、あの、今、幕別

町の箱物っていう部分では何を元にデザインしてますって言っても良く見たってわかんな

いんだよな。だから、もっと幕別町の顔ちゅう部分の中ではもっと吟味した中のわかりやす

い。これが誰が見てもこういう姿になってますよちゅうような、もしつくるのであれば、立
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て替えるのであれば、そういったあれがいいんじゃないかと思うんだけど、今までのその伊

藤さん自慢げに言ってたけど百年記念館は全然そういうふうに見えないんだけど、これどう

いった感じなのかちょっと。 

○ 委員長（千葉幹雄）企画室室長。 

○ 企画室室長（堂前芳昭）ま、これはその人その人のなんて言いますか主観の違いっていい

ますか、そういうことでスタイル規模含めて違いがあるかなって感じがするんですが、いず

れにしましても今言われたご意見等も踏まえながらですね、今後検討していきたいなという

ふうに思っております。 

○ 委員長（千葉幹雄）よろしいですね。他に。野原委員。 

○ 委員（野原恵子）資料の 3ページなんですが、基本機能の中の③防災機能というところで

はその建物に対する防災機能の検討ということが書かれておりますが、土地の候補といたし

まして、6点あげられております。その土地に対するあの、土地の耐震状況、今回のような

地震になった場合にはどのような状況になるのか、その土地の耐震調査っていうのはされて

いるのかどうかその点を一つお聞きしたいと思います。それと、あの、町民にお知らせする

ということで 7月の広報に庁舎建設検討のおしらせが載りました。町民の声をね、お問い合

わせは企画室にっていうことが書いてあるんですが、これが非常にわかりづらいんですよね、

これ読んだ方から何処に連絡すればいいんでしょうという問い合わせがありましてやはり

町民に徹底するということであればもっとわかりやすくね、連絡場所をきちっとこのような

空白のところに町民にわかるように連絡場所などをおしらせして意見を問うということを

しないとなかなか町のほうには伝わらないのではないかと思いますので、その２点について

お知らせをお聞きしたい。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）まず土地の状況でありますけど、今回の委託調査の中ではそうい

った内容は含んでおりません。あの、一般的に建物を建てるときは当然、地耐力調査という

のを行いますので、それで、そのまっ、何処まで、多分ですね、われわれが想定しているこ

こということになりますと、現状もそうですけども杭を打って地盤をその確実なとこまで杭

を打つという作業は必要になると思いますので、当然として幕別中学校なんかもそうですけ

ども、地耐力調査というのをして何処の地盤まで杭を打てば耐力が保たれるのかっていう調

査をしたうえで当然建設していくということになると考えております。それと、町民の声で

ありますけども、広報出した後にですね、出前講座のお話しというのがいくつかきておりま

す。それともう一点わかりやすくっていうのは、これ、また 8月号でもですね、何故この位

置にいたったのだというような点も含めまして掘り下げた内容を紹介していく考え方でお

りますのでその中でわかりやすくですね、お問い合わせ先を、それから出前講座についても

ですね、記載してまいりたいと考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）野原委員。 

○ 委員（野原恵子）今、あの杭を打って調査するってことでしたが、候補地が決まってから

杭を打つということなんでしょうか。その、今候補に挙がってある土地について全て調査を

してから候補地を決めていくのでは全然違うと思うんです。その点は、候補地が決まる前に
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地盤の調査をしっかりすべきだと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄）建設部長。 

○ 建設部長（高橋政雄）六箇所の候補地ということで、場所をあげさせていただいてますけ

ど、幕別町の場合、その今、大震災で大きく問題になっている、大きな盛土をした地点とい

うのは実はございません。あの団地造成のときは大体 1ｍ以下の盛土しかしてませんので、

さきほど言いました杭によってささえるという意味では何処の場所においてもですね、殆ど

同じ条件になるのかなというふうに考えてます。 

○ 委員長（千葉幹雄）野原委員。 

○ 委員（野原恵子）ま、あの、今全調査の敷地ということでは用地の確保のとこ二重丸にな

ってるんですよね。ここのところやはり不安に思うんですが、あの設計図を見ますとね、あ

の今のなんていうんですか、町民会館の裏方まで設計するっていうことになってますよね。

設計図の中では、そうしますとあそこのところ、川に近いわけで、それと今のね、この庁舎

もあの歳のめしたかたに聞きますと、いろいろ土地造成の中では問題があったんではないか

というような意見も聞いておりまして、そのそういう不安もあるもんですから、きちっとそ

の土地の調査をしてからやはり町民の方に知らせるということがね。大事ではないかと思う

んですが、その点はいかがでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄）建設部長。 

○ 建設部長（高橋政雄）現在庁舎、皆さんご存知の方もおられるかと思いますけども、あの

現況の現在の建物の半分ぐらいはもともとの地盤のとこに建っています。それで西側につい

ては過去止若公園といってそこにわかな川という川があって一番下がってまたトレセンの

方へ行って上がってという地形のとこに現在のものが建っております。それで、ま、構造的

にも先ほど言いましたように杭で支えてという構造になっておりますけども、逆にそれをさ

かてにとった状況の中で地下の備品庫ですとか職員厚生室もとったように段階的に二層に

した形で、建てております。このそういった部分もどういうふうにしていくか、あの土地利

用に応じた建物を考えていって今言われるような心配な部分についてもあの解決していく

ことが必要なのかなというふうに考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）野原委員。 

○ 委員（野原恵子）今、現庁舎の敷地はこれから検討していくってことでしょうけれども健

康福祉センターのところのも土地も候補に上がっております。あそこの土地はあの緑町の地

域でしてね、こう明野の山から水が、雤が降ったりなんかして水が大雤なんか降るとあの地

帯は本当にあの地下に水が溜まるような用地なんです。そういうところも候補に上げるんで

あれば、きちっと調査して土地の問題もそこのところの調査の結果っていうところをきちっ

と知らせていただいてどうするかっていうことも検討していかなければその検討する資料

がありませんのでね、そういうことがきっちりと知らせてもらうってことが必要ではないか

と思うんですがいかがでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄）建設部長。 

○ 建設部長（高橋政雄）先ほど言いましたようにあの幕別町大きな違いは何処の地点をとっ

ても六地点とっても違いはまずないのかなというふうに考えておりまして、あの工法的にそ



 7 

れが 20ｍそれの三倍なるとかいうものの形ではなってこないと思うんですよね。ま、とく

に札内あたりで行きますと幕別との地層の差がかなりあることは確かなんですけども、さき

ほども言いましたように杭で主軸までもつという意味では構造的にも費用的にもそんなに

大きくはかわらない形になるなというふうに考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）よろしいですか。今のところそういうことで理解していただいて。他

に。前川委員。 

○ 委員（前川雅志）さまざま資料提出していただきまして、現役場庁舎というものが耐震 

 の調査結果から何らかの手立てをしていかなければ大きな災害には耐えられないという結

果からですね。改修をしていくのか新に建てるのかという議論になっていくと思いますし、

災害に備えて大変急がれるものだというふうに理解しているところでありますが、今の段階

でいくつかお伺いしたいんですが、さきほど野原委員のほうからもお話しありましが、住民

からの意見っていうか考え方ということで、町の広報も掲載されまして住民からどのような

この意見や質問が寄せられているかということと、先般は公区長会議も開催されたようであ

りますが、公区長会議の中でも様々な意見が出されたということを少し伺っているわけであ

りますが、そういったところでどういった意見が出てきたのか、お伺いをしたいと思います。

それと、改修するにも建て替えるにしても大変大きな財源が必要になってくると思われます。

ここ、その財源の確保という観点でお伺いしたいんですが、住民のサービス低下をさせるよ

うなことがあってはならない、このことによってですね、思ってますのでそこら辺の確保に

ついて考え方をお伺いしたいんですが、まず、改修についても建替えについてもいくつかパ

ターンを出されておりますが、その中で役場として検討委員会としてですねどの工法パター

ンが最適であるかということを考えてるかということと、それに伴う改修だといくらぐらい

かかる建て替えだといくらぐらいかかるそしてそれが将来にわたっての町の負担割合がど

のくらいになるかということを見積もりをされているのかお伺いをしたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）広報掲載してからの住民からの意見、質問ということですが直接

私どもの企画室に電話で問い合わせとかはないわけですけども、私もその後、何人かの公区

長さんとたまたまお会いする機会などがありまして、やはりあの、私たちの説明が不足して

いるなって感じた点が一つあります。あの今まで、平成 16年に耐震診断をしてまいりまし

たが、その際に十分な耐震性を有しないという表現で具体的なＩＳ値ですとかそういうもの

は公表してまいりませんでした。今回あの公表した数値というのが 0.17、これはあの説明

書きの中では0.3未満の場合には震度6強以上の地震がきたときには倒壊または損壊する可

能性が高いという一番その大変な状態にあるというのは書いてはいるですけど、やはり外見

上あの築 39年経ったとはいえですね、鉄筋コンクリートの建物っていうのは外から見た目

っていうのはあまりその老朽化しているっていうふうには感じないっていうこともあって

ですね、まだまだ十分使えるんじゃないのって言う意見が、ま、たまたまお二人の公区長さ

んですけども言われました。ですので、やはりその今この建物が震度６強以上の地震が来た

ときにはこの建物というのが北側に壁があるんですけど、南側は窓っていうことからその耐

力からいうとバランスが非常に悪いということがあってその倒壊または崩壊するというケ
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ースが高いっていうことを伝えていかなければならないんだなってことが一つあります。そ

れと公区長会議の中でもこれと同じ質問が一つありまして、さらにはその建替えるんではな

くてその財源を他の住民サービスに使うべきではないのか、というような意見もありました。

ですから私たちももっともっと今のこの状況がいかに大変な状況、こういう抽象的な言い方

をするとまた、あれなんですけども、6強以上の地震がきたときに倒壊または崩壊する可能

性が高いんだっていうことについてですね、あの数字も示しながらもっと説明していかなけ

ればならないのかなと考えております。それと在り方検討委員会として改修のパターンの中

でどれが最適化というのは考えたのかということですけども、在り方検討委員会の中では昨

年委託をしました中で改修の場合の費用、バットレス工法ですとかそれから耐震補強免震工

法ですと書きましたけどもこの建物がおおむね 39年経過しておりますから今後やはりそこ

で大きなお金を投入するとなったらば、すくなくともやっぱり 20年は使わなければいけな

いだろうと。ただ、ＲＣの耐用年数というのも限られておりますので、そういうことを総合

的に勘案したときには新築すべきだという考え方にたちましたので耐震改修をしたときに

どの工法が適当かっていう判断は在り方検討委員会としてはいたしておりません。それと財

源の影響についてでありますけども、これはこれまでも今の幕別町の財政状況毎年返すお金

と借りるお金のその分が財政状況当然好転してまいりますので、今、想定しております 26

年と 27年の建設の時点ではあのこれはあくまでも前提に立った上で計算をしたものですの

で前提がくずれると変ってしまうわけですけれども前提の中で一定の前提の中で計算をし

た中では当然として建設をしなかった場合には財政状況はかなり好転をしていきまして、平

成 27年の場合には庁舎建設をしな、ま、27年には直ちに影響はしませんけども 27年の場

合には現状 3ヵ年平均で実質公債比率が 17.5 になるだろうとこれはあの一定の条件で一定

の条件って、長いもんですので、ちょっと省略させていただきますけども庁舎を建設した場

合っていうのは建設事業費をおおざっぱに 22 億円としてその 95%、20.9 億円を借りた場合

に合併特例債で起債充当率 95%それから交付税措置がその 70％がある。年利も現状の 1.8％

程度ま、今 1.8もしておりませんけども 1.8％程度で借りた場合にどうなるかといって比較

をした場合には元利償還が始まる 29年では 3 ヵ年平均で 0.1ポイントの上昇、ま、3ヵ年

のそのしなかった場合が 16.6なもんですからま、あのした場合に 16.7 で 0.1から始まって

ですね、最大で 1.6ポイントの上昇というふうにわれわれのなかでは積算をしております。

しかしながら、これあのあくまでも工事費についてもＭＡＸでみておりましてこれらについ

てはあの今、国土交通省のほうで防災に関わる補助金、それから北海道でも合併特例債を借

りた場合には充当率 95%ですが残りの 5%については北海道が補助金として当該年度に交付

してくれるということがありますので実質的なその補助といったらあれなんですけども一

般財源じゃなくって特定財源でまかなわれるものは 7割程度はまかなわれる見込みで合併

した町のま、これは特典といいましょうか。そういうふうには抑えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）前川委員。 

○ 委員（前川雅志）あの、さきほど野原委員と繰り返しになりますけど、今の段階ではなか

なか住民からの意見が上がってこないというかま、そういう状況にありますんで、ま、さら

にこの情報公開しながら幅広く意見が寄せれられるようなことをまた工夫をしていただき
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たいと思います。今、財政の問題でありますが、あの、ま、町の人に聞かれて例えば建替え

だと 20億で改修だったら 10億で 20億もその合併特例債使うんで町の手出しは実質的には

何億なんだよと説明すると結構理解をしてもらいやすくてですね、さきほどの説明でいくと、

あの改修だと 10億ちょっとということなんでしょうか、これは補助も含めてほぼないと理

解してるんですけど、ま、そうなりますと 12.3 億がすべて町の財政負担ということになる

のかと思っております。建替える場合においては合併特例債を初めとする交付金を活用する

ことによって、さきほど 22億で 20.9億合併特例債を活用するようなお話しがありましたの

でそこで償還三割とすればですね、町としての実質の負担が 7億ちょっとってことになるの

かなと思うんですが、そこを改めて確認をさせていただきたいと、少ないお金で少ない町の

負担で長く使える新庁舎を建てていくことがこの町にとって有益なんだということを住民

のみなさんにおしらせしていく必要があると思うんですが今の考え方間違っているかどう

かお伺いします。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）私たちもやはりその耐震補強をした場合には当然費用は半分で程

度で済むわけですけれども今後の耐用年数等考えてったときにはやはり結果的にはあそこ

で改築すべきだったではないのかっていう、ま、後悔だけはしたくないっていうのは大きく

あります。で、やはり今の工法で建てるのと 39年前の工法で建てるのではもう雲泥の差が

あるわけですから財政上の問題も私どもとしては合併した町、これはそうはいいながらもあ

の合併特例債で交付税として帰ってくるのもすべて国民の負担ですから合併特例債だから

なんでもいいのかっていうものではないのは十分承知はしておりますけどもこの機会には

今後の 50年 60年を見据えた場合にはやはり建設すべきだという結論に至っております。そ

れであの確かに前川委員、おしゃったようにですね、あの一度に沢山の情報っていうのはな

かなか広報などだと限られてるもんですからそれからあのあくまでも現在出している費用

っていうのも設計会社からいただいた概算費用なもんですからその、その中での大前提とし

て話しをしているわけですけれど建設に関わった建設した場合には補助金それから合併特

例債をいただくことに起債を借りることによって実質的な町の負担はこういうふうになる、

だけども改修した場合にはこうなるって言うようなものもですね、わかりやすく説明できる

ような資料を作成していかなければならないっていうふうには考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）前川委員。 

○ 委員（前川雅志）はい。あのうただ今説明いただきましたが、あの参事もさきほどもお話

しありましたけど、この財政の問題については国も国政もですね、非常に不安定な状況にな

っているということと、ま、東日本大震災を初めとする災害、これもその地方交付税を始め

とするその税のあつかいについてですね、まだこれから議論がされて結論もみていない状況

でありますので、そういったところをですねまっ、注意しながら計画をまたさらに進めてい

ただきたいと思います。以上です。あの今のところ以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄）ほかにございませんか、中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）一つは改築するか新築するかというそういうあの判断が迫られている現

状の中であの出していただきました資料を見ますとま、今、前川委員もおっしゃられた中に
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含まれておりましたが、改築の場合でもおよそ 11億超える費用がかかると、それで 10年か

20年になったということであれば、まその今回 20 数億かけて建築することのほうがあの、

長い財政的な負担の面でみればこれはあの、改築に新築につながっていくのかなってふうに

はこの資料の中でははじき出すことができるというふうに思うんですね。崩壊の危機にある

ような建物の中で長く仕事をしていただくあるいは職員の方にしていただく、あるいは住民

の方が常時出入りされるわけですから、そういうことを考えればこのままの状況でおいてお

くってことについてはそれは絶対おいておいてはならないと、いうこともあのこの検討する

ひとつの大事なところだってふうに思うんですね、でそういうふうに考えた上であの新しく

建てていい物できたら越したことはない、しかし、今ありましたように財政的にどうなんだ

ということが一つとじゃ、建替えようとしたらあのこのいろんな事例出していだだいてはお

りますが、この幕別町のその町の在り方としていわゆるその町づくりの一環としてこの庁舎

を位置づけたらどうなるんだろうかと、当然そうなると場所の問題も出てくると、いうよう

な観点からこう見ていかなきゃならない問題だろうってふうに思うんですね。でそこで一つ

はですね、その今財政問題でま、あの 29年度までにあの今回合併で特例債を活用して建て

るということになれば、あの支払いが開始されるところが 27年度ってふうに考えていいん

ですね。でそれから何年掛って払いきろうとしているのか今出せれているのは約 23億って

ことですから、これをどのぐらいで還しきろうとしているのか今ポイントでは 1.6程度あが

るんだよっていうことですがこの庁舎だけで行けばその数字が維持されていくのかどうか、

ということですね。で、せっかく 20％切るその起債制限比率をぐっとこうあの切り離して

きて、まっ、低い方に向かわせてきたんだけれどもこの事業によってまたその制限比率に近

づくようなことにはなってはならないと思うんですよね。だからそこの見通しスタートの時

点での説明はわかりましたけれども、長いスパンでお金、使ってくわけですからその辺の財

政的な見通しも必要じゃないかと思うんですよね。そこがどうかということです。それと、

あのいっぺんに聞いてしまいますが、当然あのお金なるべくかけないでやろうとすれば今の

町が活用できる土地に建てるってことが一番ですよね。新しく土地を買わないと。候補地に

ついてはこの資料の中の別紙 2で出していただきました。△○×◎ってふうになるとこれも

当然◎ってとこであっここなのかというふうに思わさるんですが、しかし、これは十分検討

の必要なことですのでね、あの考えていかなきゃならないと思うんですが、ここで、まず一

点目は敷地面積、これはもうそのとおりですね、で、二点目の用地の確保のところで上から

三段目の保健福祉センターの活用、それから、一番下のスマイルパーク活用、ここでですね、

もしその土地を利用した場合にはあの保健福祉センターの地区であれば新規の用地取得が

必要だと。その可能性が高いと。それからスマイルパークの場合は、用地確保とならないた

め、ま、代替地確保が必要になる。これが困難っていうふうに書いてるんですがそのなんて

いうんですがその根拠、町、つまり今町として例えばスマイルパークであれば町の土地です

よね。そこに町の施設を建てようとするときに何故代替地が必要になってくるのか。あのき

っと根拠があって示されていると思うのでそこをご説明いただきたいと思います。財政のこ

とと用地のことです。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 
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○ 企画室参事（伊藤博明）まず、合併特例債につきましては現状 15年債、15年の起債で計

算をしております。合併特例債は新聞でも報道されましたとおり今回の震災を受けてですね、

今までは合併してから十年間ですから幕別町でいいますと平成 27年度までだったわけです

けれどもこれがそのほかに建設事業等で事業が滞っているところが出てきてるってことか

ら、現在その期間を延長について国のほうで検討されていると伺っております。うちにとっ

て影響があるのはですね、これまだまだあの建設の行程、日程が決まってない中ですから、

現状のスケジュールのなかでは 27年度までのあいだに現庁舎の解体、それから外構という

ものも含めた試算をしております。しかし、それは工事期間の設定、あのそれは何階建てに

なるかとかですね、それによっては、場合によっては解体が 27年度中に終わらないとか外

構が 27年度中に終わらないとかってことも起こりえますのでそうなった場合には合併特例

債が借りられないということになってしまいます。ですので、今あくまでもわれわれがシュ

ミレーションしているのは 27年度までにすべて終わると仮定したものでありますので、こ

れはこれから基本設計、実施設計をやってく段階で詰めていかなければなりませんけども、

一方では合併特例債の借入れ期間の延長というのは国方で検討されているっていうのは、一

つそういう点では明るい話題といったら御幣がありますけども、かなと思っております。そ

れでこの数字が維持されるのということでありますけども、これはあくまでも私たちがシュ

ミレーションしているのは平成 24年度以降については 8億円の建設事業に関わる起債しか

借りない。あの、臨時財政特例債は別です交付税の財源補填分として借りている臨時財政特

例債は別ですけどもいわゆる建設的な事業に関わる起債については 8 億円をずっと維持し

てきますよっていう前提でございます。ですから、これが 8億円が大きくなる具体的には土

地開発公社の問題が一つ横たわっておりまして、これをどうするかっていうのはこの中に反

映をしておりませんから、土地開発公社の場合には交付税措置何もありません。ただの借金

ですので、起債を起こすのかあるいはどういう方法でするのかってゆうのは結論出ておりま

せんのでこれによっては当然として土地開発公社の分、10億強ありますからそれを借りる

となると当然大きな影響は出てきますのでそこについては現在内部でもどうすべきかって

いうのは検討中で結論はでておりません。 

○ 委員長（千葉幹雄）建設部長。 

○ 建設部長（高橋政雄）今、健康センターのとことスマイルパークの土地ということの中に

新たな土地が必要だというふうに謳われているということでございますけども、実はあの都

市計画の中で定める将来の公園の位置づけっていうのはございまして、スマイルパークにお

いてはあそこは幕別町の将来的の都市の機能として残していくべきということでの北海道

の決定でございますけども総合公園という位置づけの土地になっております。それでご存知

のとおり総合公園、国道から 3線 10号 11号という間のあの真四角な部分全てが総合公園の

位置づけになっておりまして現行法の中でいった場合にその公園の面積を縮小するんであ

れば代替を用地を確保しなければならないという法律がございまして、ああいった場合に総

合公園のあそこ 25haぐらいあるんですけども、その一部を例えば役場庁舎の位置に変える

といった場合に公園の変更が必要になってきます。そうなった場合一体的な土地利用という

公園の位置づけの中では道路を挟んで代替地を求めなきゃいけないということが発生して
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きます。それでそういう法で縛られた公園の位置づけになっているというのがスマイルパー

ク。それと健康センターのとこにつきましては実は平成、5.6年前にあの土地開発公社の方

で公営住宅跡地などを売買をした実例がございまして、その時のあそこに位置づけなってま

したのぞみ公園という都市計画決定をされた公園がありましてそこを新たな土地利用にす

るということでは今の図書館の横にその公園の位置づけを都市計画決定を変更して今が、そ

の都市計画決定された公園の位置づけになっているんですよ。で、ともにいわゆる都市計画

決定された公園の中に建てるということになった場合にはさっき前段もうしましたその代

替地を求めなきゃいけないということでは土地を求めるという意味では何処に建ててもと

いう同じ原因になってくるのかなと、ただし、法の中で一点今この頃言われている中身では

公益上どうしても必要だという理由付けが町として立てられるんであればこれは北海道と

も協議しながらその部分については認めていかざるを得ない部分も協議の中では可能です

よという形では言われております。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄）中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）あのまず後段の方ですが今、部長言われるようにあの北海道が協議によ

って認められる場合もある。あの都市計画についても町づくりについてもあの確かにあの法

に基づいて計画を立てて推進していくんですが、しかし必ずその人が住み流れという中で変

更が必要になってきますよね。ま、そういうことを前提にしながらできあがっているってい

うふうに逆に言えば言える面もあるんだと思うんです。そうするとこの幕別町の町にとって

庁舎っていうのはいわば住民にとってのとりでのようなものですから本当に大事な公共施

設ですよね。そうすると、そこが良い悪い別ですよ。別にしてあのいわゆるその北海道に変

更を求められる理由、公共施設としてその場所でなくてはならないというような説得力を持

ったあのそこを使うとすればあの今回の事業などはあのそういう内容になるんじゃないか

ってふうに思うんですが、どうでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄）建設部長。 

○ 建設部長（高橋政雄）あの言われるように都市計画の定めというのは将来的な二十年先を

見て町づくりをどうしていくかということでこの道路についてはこの幅の幅員でつくって

いきましょうという二十年先の計画、あるいはこの土地利用についてはこういう形で二十年

先土地利用を計っていこうということでの計画、公園の位置についてはそれぞれの市街化の

中での大きな公園、中間的な公園、小さな公園といういちおマニュアルに基づいた将来的に

もそこはそういう都市機能としての機能を果していくべき決定をしましょうというのが都

市計画でございますから、それが変更になる場合については先ほど言いましたようにそれに

代替なるものをそのより近いところで求めて町の一貫した都市づくりを続けてくださいと

いうのが法でございます。ただ、あの先ほどもいいましたけどもそれは中橋委員言われるよ

うに役場そのものも絶対必要な公益上必要なものという中ではそういう形で道あたりとも

協議していけば可能なものかなというふうには考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）スマイルパークのところはもともとね、あのふるさと館だとか、あるい

は考古館ですか、プール含めてあの 25ｈａを求めるときには町の文化やスポーツ施設を全
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部こう一大あそこに集める拠点として求めてきた流れがありましたよね。しかし現実的には

財政の問題もあってそういうふうにはなってなかったと、だからあそこの地帯がま、公園で

あって活用されていないってことはあの住民の人にしてみればある意味ではね、良い場所な

んですけれども、勿体無いねっていうのもないわけではないんです。ですからそういうこと

を考えればその有効活用の道っていうのはあのこういった機会にきちっと検討していくこ

とではないかって思います。同時にあの向かい側に代替地を求めるとかっていうことになれ

ばね、これはまたあの住民合意なんてまったく得られないようなあの住宅地でもありますか

らねそれはあのそういう仕事をしなきゃならない事態になったときには代替地を求めるの

ではなくてきちっとその町有地で建設するということにすべきだと思います。で、あの財政

なんですが、あのずっとあの一般質問のときにもお尋ねして心配してたことだったんです。

23億のうちの 7割、3 割ということになれば 7億程度、8億のお金がこれに新に借りなきゃ

ならないと。そこに土地開発公社のお金の 12 億ぐらいが、多く見てね。きた場合のこの将

来的な負担がまたあの起債制限比率まで近づいてしまうんじゃいか、越すってことはないん

だろうとは思うですけども、近づいてしまうんじゃないかということ、ずっと心配しており

ます。ですからそういったところもあの当然住民の方はお金の問題は必ずあの出てきますか

らね、いろんなその説明をこれからあの改築よりも建設が必要なんだというようなことにつ

いてもきちっと説明がいる。併せて財源のことについてもきちっとこういうお金のつくり方

で将来の負担もあの今の時点でこういうことを描いてやるってことはね、やっぱり知らせて

行く必要があると思うんですよね。そういう手法をとっていただきたいと思います。お答え

をいただきたいと思います。それともう一つですね、あの一番目、二番目には言わなかった

んですが、さきほどからでてらっしゃる住民の声という点で私はあのこの際ね、住民のアイ

ディアっていうのはいっぱい受ける必要があるんじゃないかと思うんです。アイディア。建

設にあたってのアイディア。で、今、あの幕別町のシンボルのあの施設としてせっかくでき

ていこうとするわけですから、そこは本当に使い勝手の良いものになっていかなきゃならな

い。で、バリアフリーだとかっていうのも当然のことなんですけれども、今、あのその震災

などを受けてこういったあの問題のときにもその拠点として本当にすぐ活用できるだとか、

あるいはその住民のみなさんのひとつのこう、なんていうんですかな、交流の場も設けられ

るとか、あるいは自然エネルギーを活用したらどうなってくんだとか建物そのものもそうい

う手法はとれないのかとかいっぱいその地元の豊かな自然を活用して建物をつくってくっ

ていうふうな、そうゆうこともあの膨らませていかなきゃいけないことだと思うんですよね。

そのためには住民の意見をいっぱい聞く必要があると、一方的にただこうちょこっとした小

さい字で声出してくださいだけでは、これいかないなって正直思うもんですから、そういっ

た点の考え方について如何でしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）あの財政の問題につきましては、先ほど前川委員にもお答えしま

したとおり今後のやはりどうしても町民全員にってことになりますと広報になりますので、

広報、あるいは、ま、それと加えてホームページなどでもですね、わかりやすい形で全体条

件もきちっと示した中で提供してご説明していきたいと思います。それとあの住民のアイデ
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イアについてでありますけれどもこれあの前回の特別委員会のなかでもお配りをしました

日程の中であの今私たちの描いている日程です。あくまでもでは今年度中に建設の位置を確

定をしたいという大前提がありますので、その建設の位置を定めた基本方針の案を今、案の

状態で皆様にもあのご論議いただいているところでありますけれどもそれの案をま、とると

いいましょうか、場所が明確になるのを今この日程案では 9月を想定しております、あくま

でもこちら側の想定です。で、その後にですね、あの住民の方々に対してわれわれが今平行

して作業進めております基本構想の骨子、基本方針をやや肉付けをしたものになりますけれ

どもそれを住民説明会を開催してご説明をした中でご意見をいただきたいということで、順

番としてはまず、基本方針で場所が固まってから次の段階で住民説明会をってふうに考えて

おります。 

○ 委員長（千葉幹雄）中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）基本構想の骨子決定、その前に住民の意見を聴くこの基本構想の骨子決

定は 11月ですよね。この資料では 11月。逆算しますと 10月、9月、8月、7月今もう 7月

中に入りましたからこの間で固めて住民の意見も聴いて骨子に盛り込んでいく。そうすると

やはりそのあの場所の問題などは、本当にもっともっと掘り下げてあのやっていく大事なこ

となんですけれどもね。私、場所については非常に微妙なものがありまして、広くただ住民

から意見聴くってことが必ずしも良いとは思わないんです。しかし、あの感心は非常に高い

です。ですからここをはずして住民の、あの、全部決めてから住民の意向を聴くっていうふ

うになると大事なところ決めて形だけ住民の意見聴くのかと、いうようなことにもなりかね

ない、その辺はどうでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄）企画室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭）あの先ほど中橋委員もおっしゃったんですが、この庁舎の建設にあ

たってはですね、町としてどういうふうな町づくりをしていくんだっていうのが一つの大き

な前提条件として入ってくると思うんですよ。その中で、ですね、それじゃあ、場所を何処

にもってくかって言ったときにですね、やっぱりあのこの基本方針の案の中にもありますよ

うに一つは均衡ある発展とうちの町が特殊な地域がありまして３地区に分かれていると、そ

の中でバランスよく町づくりを進めていくっていうのはこれ一つの行政の役目、議会の役目

だというふうに考えております。その中でいけばですね、ある程度整理はされてくるのかな

というふうに思っております。それとあのもう一つはですね、確かに町民の皆さんの声を聴

く、これも当然、大前提であります。ただし、あの、声が多ければどうなんだっていう部分

の難しさも当然出てくると思います。それであのあえて今回ですね、議会の方に場所につい

てですね、委ねをさせていただいたというところでご理解をいただきたいというふうに思っ

ております。 

○ 委員長（千葉幹雄）よろしいですか。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）今じゃ私たち場所のことも聞かれてるわけですね。それじゃそこの話し

もやっぱり掘り下げなきゃだめだってことですね。 

○ 委員長（千葉幹雄）出していただいた資料がそこに入ってるわけですから、当然それも含

めてということになると思いますけども、ただ段階を踏んでかないとあっち行ったりこっち
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行ったり、まずその耐震がいいのか悪いのか論議、結論を出す前に場所がいいとか建物が大

きいとか広いとかそしてまた耐震がいいってことになったら無駄な議論ですから、ですから

今後進め方ですけども今日は総合的にね、この資料に対するいろんな皆さん方の質問だとか

思いを言っていただいてしかるべきときがきたらですね、まず耐震をどうするのか耐震で行

くのか、それとも耐震はさっきから皆さんが言ってるようにその例えば効率が悪いとすれば

ね、新築、場所は別ですよ。新築したほうがいいじゃないかということが一つのステップだ

と思うんですね。そうしてかないともうあの際限なく議論が広がってですねなかなか結論だ

せなくなってくると思いますんで、私としては今日はこうやって、やってもらってもう一、

二回やっていただいてだいたい議論つくされたらですね、まず耐震で行くのか、それとも新

築で行くのかをまず結論を委員会として一定の方向性を出したいというふうに思ってるん

です。そして、新築ってこと、例えばですよ、新築ってことになれば次、どの場所がいいだ

ろう。そして規模の問題ありますよね。そやって段階を踏んで行きたいというふうに思って、

ま、最後に私言おうと思ったんですけども、いずれにしても今は総合的なあのあっちたりこ

っち行ったりしていいと思います。いろんなあの思いっていうか議論をしていただきたいと

いうふうに思います。以上です。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）あの委員長にお尋ねしますけれども、あの私もその一定のあの整理をし

ながらこの協議会をあの特別委員会をやっていかない限りジグザグした形でね、あの成果を

みないなっていうふうに思ってたんです。ただ、今あの 9月住民アンケート、住民の皆さん

のね意見を聴いて９月には素案に入っていくわけですよね。そうするとその素案の中にこの

委員会の意向っていうものをがっちり盛り込んでいっていただかなきゃいけないですよね。

で、そうなるとま、一、二回っておっしゃられたんでけども、スケジュールも含めて、ま、

そりゃあ私たちも一緒に含めて決めていくことなんですけれどもあの一定程度のものは９

月議会前にねあのこの委員会としてのあの方向性、っていうのが必要になってきますよね。

そういう流れでいくんですね。 

○ 委員長（千葉幹雄）あの努力はしたいと思います。今後のスケジュールありますからね。 

 ただ９月までにその場所を決めるとかそこはですね、私は絶対的に縛られないでおこうと思

ってます。そこは、絶対的には。皆様方の議論をして自然にそこに収まっていけばそれはそ

れで良いと思いますけども、やっぱり皆さん方の議論をやっぱり尽くしてもらうことが大事

だと思います。ですから必ず９月までに結論を出さなきゃならないということには縛られた

くないとは思います。努力はします。 

○ 委員（中橋友子）あの、だいたい固まってから住民に意見を聴くってふうになるとその手

前でその問題も今その問われてて、あの一番そのなんて言うんですか、あの議論が必要なと

ころがあのいそが、ま、そのそれを決めてから住民に掛けるっていう町の考えであればそこ

の部分は非常に急がれてるんだなってふうに正直思ったんです。自分としてはもっともっと

住民の声も聴きながらあの建設はするよ。私の考えですよ。建設は必要だと、で、大事なの

は場所かな、っていうようなことがありましてこれについては本当に広く住民の皆さんの声

を聴きながらあのこの出された四つの観点ともう一つは町づくり全体でどうあるべきかっ

てことを含めて決めていく必要があるなと思って望んできたんですけれどね、そんなゆっく



 16 

りの考えじゃいけないんだとちょっと今、思ったんですよ。それで、あの再度確認をさせて

いただきました。縛りがないってことであればよろしいです。 

○ 委員長（千葉幹雄）あの、それにね、強く束縛はされないと思ってます。そこはね。ただ

努力はしたい。ですから今後またあの皆さん方にこの委員会をですね、間断なく開かさして

いただきまして、なるべくそのスケジュールがありますから、それに結論が出せるんであれ

ば沿っていきたい。ただ、強く縛られない。他にありますか。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝 仁）あの、財政のことはもうすでに何人かもうお話がありましたので、あの

住民のところで話をしましたら、やっぱりその借金をすることになると、将来のその住民サ

ービスについてね、その影響があるのかどうか。そんなことが一番私らが尋ねられることで

ありまして、この間の議員研修のところでも一覧表が出ましてだいたい 200億以上の借金が

あってこれから返さんとならんもんが決まってるのが 14億ぐらいある。いうようなその数

字が出ておりまして、で、なお、今、あの大震災でですね、その地方交付税の在り方自体が

ね、どうなんだろうかっていう、まあその議論に入ってるようでありまして、今その辺のと

ころも先ほどからのご意見のように慎重に見ていってもらいたいなっとこう思うところで

ありまして、それは答弁もらった。もう一つは私はそのあの中橋委員おっしゃったんですけ

ど町づくり全体のなかでの庁舎のその設置ということが位置づけるべきであろうと、もう一

つはその庁舎内のあの機構改革ですね、ま、それがその並行されてやっぱり進めていかれん

とならんだろうとあの町長の公約でもありますね。希望性のあるその組織とそして機構改革

をしていくってゆうよなことが言われてあります。で、まっその辺のこととの一つの進め方

についてどのような方向性をもってらっしゃるのかということをですね、あと、まぁ、そこ

の福祉センターとまっ、教育委員会を使わなければ有効利用するというふうな形でその他の

ところに載っておるわけでありますけれども、あの、センターはあれ平成８年に竣工してま

すね、まぁその当時の広報見たときに１５億８千万、１５億８千万のお金を掛けて建物自体

が 3200㎡であります、使ってるのが 200、何十㎡かわかりません。建物自体は 3200 ㎡って

なってます。でそのときの町の方針がですね、保健福祉センター、保健と福祉のサービスの

拠点化を目指していくんだというふうな方向性でこうあれが建てられているわけなんです

ね。で、その辺のそのきちっとした方向性を立てられてま、設置をされたものについてさっ

とこう、そこから引き上げてですね、あのまっ統合していくのか、で、先ほど具体的なこと

いいんですけど例えば札内にワンストップサービスができるんであればね、本庁舎でもワン

ストップサービスができるわけでありますから、何の問題もないわけですよね。その辺のこ

ともあるんですけどもま、大まかに言いましたらね、その今使用しておるその施設について

ですね、その有効利用していくというような形。今までのその町の進め方についてそしたら

どうなるんだ、というふうな考え方についてお伺いをしたいと思います。後、あの住民サー

ビス、庁舎が設置されるということはそのことによって基本的に一番大事なものは住民サー

ビスの向上であります。で、ある意味ではその三極化しているんでわけでありますから、そ

の三極化しているところで公正公平ないわゆるレベルの高い住民サービスが提供されると

いうふうなことがね、やっぱり全体としてその庁舎の設置の在り方としては考えていくべき

であるというふうなことについて、そのお考えをお伺いをしたいと思います。 
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○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）まず、あの機構改革の関係であります。機構改革につきましては

来年の４月を目途にこれから内部の検討委員会が設置される予定、設置する予定であります。

庁舎はさらに４年後ということですから、これから検討するなかで、これは総務部が主体と

なって行うわけですけども総務部と話しているなかでは来年の機構改革はそのきたるべき

庁舎建設に向けての柔軟に着地できるような形を想定して来年の機構改革を進めて行かな

ければならないだろうという考え方でおります。というふうに町としては考えております。

それと保健福祉センターの当時は保健と福祉の拠点化それが平成８年にそういうふうに謳

っていたことについて、今までの考え方との整合性っていうのはどうなんだということであ

ります。あの平成８年当時と今とではその庁舎の本庁舎の状況というのが大きく異なってる

ってのが一つありまして、確かにあれだけのお金を投じて建てた建物を使わない、職員を引

き上げて本庁に集約するってことがはたして本当に町民にとっていろんな面から言って理

にかなってるのかっていうのはわれわれも検討いたしましたけども、やはりどうしてもその

住民の方々の利便性の確保っていったときには一箇所に集約化をして今後５０年６０年の

住民の幸せを確保するという方の方が大きいだろうという判断であります。ですから当然そ

のあとの施設をどう活用していくかこれは大変重たい課題だと考えておりますので、それは

今内部の組織の中でもどういうふうに活用していくかってことをこれから検討していくと

こでありますのでその中でおりに触れてみなさんに対してもこういう考え方でおりますっ

てこともお伝えしながら一緒にご相談させていただければと考えております。最後の三極化

の点につきましては。 

○ 委員長（千葉幹雄）室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭）あのこの住民サービスの三極化につきましてはですね、これ先ほど

も中橋委員の方のご答弁させていただいたところでありますけれども、いずれにしてもあの

地域間でのバランスが欠けるというのは非常に行政としてですね。あってはならないことで

ありますのでその辺を含めまして十分それらも求めていきたいなと思っております。 

○ 委員長（千葉幹雄）芳滝委員。 

○ 委員（芳滝 仁）機構改革の件ですけれども考え方の示していただけました。お伺いした

ところによりますと庁舎ありきでね、で、まぁ、そのそこに整合性を計れるような配慮をし

てるんだとふうなご答弁でしたけれども、反対でないかと思うんですよね。そのやっぱりそ

のこの際にきちっとした機構改革をしていく、そりゃまぁ本町の地域の発展のため札内地域

の発展のため忠類地域の発展のためにどういうその機構のああゆう組み立てが必要なのか

というふうな形でですね、その廃止しんとならんところもあれば増やさんとならんとこもあ

るでしょうし、で、その辺のそのことをきちっとあのやっぱりさっき議論をしていく中で並

行して私は進めていくことがその責任ある形でないのかないうふうに考えるわけでありま

す。あの、先ほど一緒にしたら便利だってね、そらそうなんですけどもワンストップででき

るわけですから、何の問題もないんですよね。そのそういうことを作ればいいわけですから、

札内でワンストップできるんであれば本庁舎でもワンストップできるわけですから、その辺

はその基本的なそのときに建てたね、拠点にしていくんだって形であれを大きなお金を掛け
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て建てたわけですから、ただそれだけでそのことをその基本方針を終わらしていくのかっと

いうふうなことにちょっとひっかかりがあるのでありますが、どうでしょう。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）あの機構改革の私の説明がちょっと言葉足らずだったんですけれ

ども、あくまでも来年についてはですね保健福祉センターの部門はそのままですから今その

基本方針の中でも言っておりますとおり、例えばですね、わかりやすい話でいいますと、音

更町に行きますと保健課ってセクションがありまして、そこは国保、年金、介護って全部保

健に関しては一つの課なんですね、連携があるもんですから、ですけどもそれは現状では今

介護の部門は保健福祉センターにいますからあの庁舎が新しくなった時点ではそういうこ

ともですね、先進地の事例をみながら検討はできてもとりあえず来年にあっては現在の分散

化された中でどういう機構が望ましいかってことを考えなければいけないというふうにい

う意味で申し上げました。それとあの拠点は当然としてですね、あそこの面積の大部分はデ

イサービスセンター、それからあの陶芸釜、陶芸室ですとかそれから福祉団体室ですとかそ

ういうものがありますのでその部分については当然そのまま使いますので、今入っている玄

関から入ってすぐ右手にある事務所スペースの分だけがまぁ集約化をするってことですか

ら当然新庁舎が建ってもデイサービス、それから福祉団体の方の活動の拠点としてはあそこ

は使い続けていくということに変りはございません。それと、ワンストップですけどもこれ、

ワンストップというのも濃淡がありましてあの本当に最後まで全部じゃあ可能なのか今、あ

の札内支所の今後の在り方については基本方針の中でも住民要望の多い福祉関係を中心に

機能の充実を図っていくというふうに総論で書いてるんですけども、現在 7月から札内支所

においでになった方がやっぱりどうしても本庁の担当者と直接電話で話しをするってケー

スが多々ありますので、それらがどういった業務によく本庁と調整をしているのか、電話を

しているのかっていう調査を今しているところでありまして、基本的には当然ワンストップ

なんですけどもそのなんていいましょうか、その濃淡があるというのはですから、ここに来

ても確かに札内支所と同じことをやろうと思えば人の問題はありますが、数の問題はありま

すけれどもできるかと思いますけども最終的なところまでじゃあそこで完結できるかって

いうとできないケースもあることがあるもんですから、あの今は保健福祉センターに行って

もらったり教育委員会に行ってもらってるってことはあるのかと思っております。 

○ 委員長（千葉幹雄）芳滝委員。 

○ 委員（芳滝 仁）あのまっ今札内のことおっしゃいましたんでね、今、札内は非常に不便

を皆こうむっておるわけですよね。本庁に聴きますからあっ向こうに行ってください。けっ

こうまぁそういう対応があってまぁ今おっしゃったようにまぁあの福祉保険の関係につい

てまぁその考えていきますっていう方向で出されているんだと思いますが、それはそれでま

ぁいいんだと思うんですけども、あの今、あの札内は７人ですよね。職員が。表に出てまし

た。で、その本庁から 10キロ以上離れてる段階です。公平な住民サービスというようなこ

とでね、先ほどお伺いしたんですけれども、あの想定外の災害おこったときに防災本部を設

置するわけですね。計画ではね。本部を設置するんですけども、その想定外がおこったとき

に札内が対応できるのか。３０分から１時間が勝負だって言われてますよね。で、今の防災
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計画でも本庁と忠類には防災の現地本部があります。札内 7名でおけません。現地本部がね。

そういう状況になっておるわけですね。支所ですから糠内支所と並列なんです。扱いはそう

いうかっこうになっております。そういうことも含めてね。その、あのいろんな面でのその

公平な住民サービスということをですね。やっぱりその、この際ですね、考えていく必要が

あるのかなと申し上げて答弁はいいです。 

○ 委員長（千葉幹雄）開会してから 1時間 15 分になりますけども他にあの、たくさんの方

の質問、ご意見がありますか、あればですね、この辺で休憩をちょっと取りたい。なければ

続行してそんなになければですね、あの続けて行きたいと思いますけどもいかがですか。他

に。なければ止めますよ。一人か二人であればこのまま続行してもいいですし、休憩とって

もいいんですけど、どうですか皆さん、ほかにございませんか。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）あの、直接ではないんですが、札内支所もかなり老朽化しておりますよ

ね。あの確か、この本庁の 1年か 2年後に建ったんでしょうか。あの古いんです。それで、

当然そういったところについても耐震化の状況がどうであったのか、それも建替えが必要に

なってくるのかどうか、ここも庁舎としてそのどこに建設されるかによってね、そういった

ことは必要なくなってくることもありますよね。で、そんなことも含めてあらあらの考え方

ありましたらお話しをいただけませんか。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画参事（伊藤博明）あくまでも基本方針の中では札内支所については機能の拡充を図っ

ていくという文言しか書いておりません。これ今後まとめていく基本構想の骨子、さらには

基本構想の中ではもっともっと具体的に記載していかなければならないと考えております

が、今、中橋委員もおっしゃられたようにですね、庁舎の位置の持ち方によって変ってくる

っていう微妙な問題がはらんでおります。ですから、あくまでもこれは現段階でわれわれが

想定しているスケジュールで行ったとした場合には当然、札内支所は特定公共建築物じゃあ

りませんので、耐震診断というのをしてないんですよね。鉄骨造なんですけども役場の２年

後 49年に建っておりまして、しておりませんのでその際には当然として耐震診断をしたう

えでどういったことが必要なのかっていうのは判断をしていかなければいけないと考えて

おります。 

○ 委員長（千葉幹雄）あの、この際でありますんでね、ほかにこのテーマに関してあの特に

資料を皆さんから求めたいということがあれば、次回に向けてお出しをしたいと思いますけ

ど、どうですか。前川委員。 

○ 委員（前川雅志）一つだけ資料を請求したいんですが、今、中橋委員がお話しあったのと

すごく似てるんですが、町民会館もかなりこう老朽化が激しくですね、年数もかなり経って

いると今回のその新庁舎の計画の中にも大集会室ですか、などこう考えながら住民が使える

機能を有したいという構想になってるようであります。そこでですね、町民会館の利用の状

況を次回に向けて資料として提出をいただきたいと思います。あの会議室ですとかホールで

すとかそういったところでどのくらいの利用があるかお伺いをしたいと思います。あの何故

かといいますとそういったその利用がですね、今度新たに建てていくということになればそ

ういった機能が役場の中に持てるとすれば町民会館もこの際整理していくことも可能では
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ないかと思っておりますので、町民会館の利用状況について次の機会に示していただきたい

と思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）それではあの委員長として資料を求めたいと思います。他にございま

せんか。増田委員。 

○ 委員（増田武夫）一点だけあの確認しておきたいんですが、先ほどもいろいろ出されてた

んですけれども、あの 11月にあの基本構想の骨子を決定すると、で、やっぱりその骨子を

決定するまでのあいだに住民の意見をいかにこの吸い上げるか、あの住民のそのアイディア

なりをどうやってその集約していくかってことがあのまだ、もっとはっきりね、あのこうや

ってやるんだよっと、やっぱりあのその骨子決定前にいろんな意見がやっぱり出されてそれ

をあの消化していかないと住民とかけ離れたね、ものになっていくって批判が出てくるんだ

と思うんですけども、その辺のこのスケジュールだとかこういう工法でやるんだって示して

おいていただきたい。 

○ 委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）あのあくまでもですね、あのわれわれも特別委員会といっしょに

資料としてお示しをしてご意見をいただいて最終的には今委員長おっしゃったように来年

の 3月までに基本構想を策定して基本設計に繋げていきたいと考えております。ですから議

会、特別委員会に対して資料を示す段階としてはその基本構想の骨子案とかですね、使って

ますけどもこれはトータルで言えばずっと基本構想ですから、一定程度、できた形でもって

住民の方々にはご説明しますけども決してそれが固まったものではありませんから、来年の

3月までの間にですね、十分な時間をかけてご意見はいただきたいと考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）増田委員。 

○ 委員（増田武夫）あの、場所なりってのがね、まず、決められる。対していろいろいくわ

けなんですけれど、やはりあのいろんなそういうことに段階、段階での意見が沢山、こうで

てくるんだと思うんですよね。で、場所の問題についてもいろいろなあの意見があるだろう

し、だから、あの、その時々で、3月まであるからって 3月までいったら、もうね、ちゃん

としたものが出来上がっているわけですからやはり早い段階でこの意見を募集したりアイ

ディア募集したりね、していくことがやっぱり大事だと思うんでね、その辺はあのこころし

てやっていただきたいなと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）成田委員。 

○ 委員（成田年雄）今、住民の皆さんの説明が足りないって言うけど、われわれ委員の説明

が本当に足りない。今後の使用目的だとかそのあき、空いたとこの、どうすんのかとかさ、

何だ何かよくわからんうちに小出しにされてるような感じで、もっと具体的な話をさ、もっ

と説明してくんないと困るわ。これ。委員がわからんかったら困るわ。委員がわからないで

住民に説明できないよ、こんなんの。 

○ 委員長（千葉幹雄）言ってる趣旨はわかります。ただいずれにしてもそういったことを含

めてですね。この委員会で明らかにしていかなきゃならんっていうふうに思ってますんでね、

あの、私はそう思いますけども、特にありますか。伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）決して小出しにしているわけではありませんので、段階をおって
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ご説明をしていく。それからわれわれとしてもあの私の個人的な考え方をころころ言うわけ

にも当然参りませんから、当然その町として今、検討部会っていう課長、係長、係で 8人ず

つの部会を三つこしらえたわけですけども、そこで上がってきたものをまたその上の部長級

の検討委員会で協議をしてさらには理事者にもご理解をいただいたうえでここまでは行政

としての固まったものだよっていうものをお出ししてるもんですから、基本方針案が出てく

るまで時間がかかってますし、今、話してるのはここで話してるのはこういうような資料の

肉づけ作業としてお話しはしてますけども、確かに成田委員、おっしゃるように消化不良の

部分はあるかと思うんですけど、われわれも今鋭意作業を進めていることはご理解いただき

たいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）成田委員、よろしいですか。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）資料の追加でね、あのお願いしたいんですが、今、あの町民会館、同じ

ようにやっぱり隣接する公共施設の利用状況なども判断するうえではあの、あったほうがい

いなと思います。例えばトレセン、それから今の保健福祉センター、そして札内支所、この

辺の資料も、あの資料としてですが、提出いただきたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）わかりました。あの、できる限り、できる限りっていうか要請します。 

他にございませんか。ないようでございます。あの、先ほどちょっとお話ししたんですけど

もちょっと誤解があったらあれなんですけど一、二回で結論うんぬんって言ったのは、皆さ

んがたの意見聴いててその必ずしもその耐震が、工事がね、耐震工事がいいんだって強い意

見の方もございません。どちらかと言えば新築を前提にした意見が多かったのかなというふ

うに思うんですけども、いずれにしてもですね、今言ったこういう議論をあと一、二回して

ある程度整理された段階でその、耐震をどうするかこれだけをまず結論出して行きたい、そ

してその後その耐震が止めるって事はもう新築ですから、新築ってなるとそのあと場所の問

題になってきますね。そして場所を決めてそして後は規模、あるいはいろんなこと、建物の

ことですね、入っていきたいっていうふうに思ってますんで、よろしくお願いしたいってい

うふうに思います。それともう一点ですね、あの今日の委員会、このやり取り内容ですね、

あの先般議会広報がありました。当然議会広報でこの委員会の内容を知らしめていく必要が

あるだろうというようなことがありました。ただ議会は議会だよりはですね、３ヶ月に一遍

なもんですから、かなり遅くなったりそのタイムリーに周知していけないっていうこともあ

りますので、あの今私の方から要請したわけではありませんけども、企画の方では町のおし

らせ広報にですね、この特別委員会の委員さんのそのご意見ですとかやりとりをあの載せて

いきたいと月に一遍ですけどもね、そういうような考え方を持っているようでありますので、

私はそれを良としたいというふうに思ってなるべくタイムリーにですね、町民にこの委員会

がどういった議論をされているのかってことをお知らせをしていきたいというふうに思っ

てますんでご理解をいただきたいと思います。それと、陳情第８号でありますけどもあの、

閉会中の継続審査になっております。これは今までどおり継続をしていきたいというふうに

思いますのでご理解をいただきたいと思います。それと次回は 28日、だったかなぁ 28日臨

時会がございます。臨時会終了後ですね、また、この委員会を開きたいと思いますのでよろ

しくお願いをしたいというふうに思います。以上を持ちまして第３回庁舎建設に関する調査



 22 

特別委員会を終了いたします。 

 

（11：30 閉会） 
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 （10：30 開会） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、ただ今から第４回庁舎建設に関する調査特別委員会を開

催いたします。まず、最初に前回資料の要求等がございました。お手元にお配りになってま

すけども、まず、最初にこの説明から受けたいというふうに思います。その後、質疑をお受

けをしたいというふうに思いますんでよろしくお願いいたします。それでは、企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）前回、資料の要求をいただきました点を含めまして４点、ご報告

をさせていただきます。６月 20日の第２回特別委員会におきまして、今後の日程といたし

まして、７月に庁内組織を設置し、内部で検討を進めさせていただく旨の説明を行ったとこ

ろでありますけれども、７月 1日付で新庁舎建設検討委員会と新庁舎建設検討部会を設置い

たしましたので、ご報告を申し上げます。２枚目のＡ３横の資料をご覧ください。ページの

左側には委員会要綱を右側には部会の要綱を記載してあります。委員会につきましては、左

側になりますけれども第２条では所掌事項として基本構想、基本設計、実施設計、工事、移

転、その他の事項と定めたところであります。第３条では、組織として第３項にありますと

おり委員には 11人の部長職と総務課長、企画室参事をもって委員会を構成する旨を定めて

おります。第７条になりますけれども、第７条では部会を置く、規定を設け、右側の部会要

綱を定めたところでありますけれども、部会要綱の第３条に組織として規定しておりますと

おり、部会は住民サービス部会、庁舎・事務管理部会、施設・環境部会と３つの部会の設置

を定めたところであります。次のページをご覧ください。この資料は新庁舎建設検討委員会

と新庁舎建設検討部会の関係を示したものでありますが、部会において詳細な点を調査検討

した結果をもとに委員会で取りまとめていくというものであります。部会につきましては、

このページの下段に書いてありますとおり例えば、住民サービス部会でしたらワンストップ

サービスの導入ですとか、庁舎・事務管理部会でしたら効率的な事務を可能とする執務空間

についての研究ですとか、施設・環境部会ついては省エネなどの研究というふうに内容を定

めたところであります。次のページをご覧ください。各部会の構成員はご覧のとおりとなっ

ております。去る７月の８日に検討委員会を７月の 14日に部会の初会合をそれぞれ開催し

たところでありますが、本格的な調査、検討はこれからという状況であります。次のページ

をご覧ください。ここからが前回の委員会で資料の求めがございました公共施設の利用状況

について過去３ヵ年の状況について取りまとめたものであります。始めに町民会館でありま

すけれども町民会館につきましては今年の３月までは火曜日が休館、今年の４月からは正月

休み以外は全て開館ということになりましたけども今年の３月まで、つまり 22年度までの

状況は火曜日が休館ですので、おおむね 305程度の開館の結果であります。詳細にはご説明

は省略させていただきますけれども、この上段の合計のところに平成 20年度で申し上げま

すと 17278人、21年 16351 人とありますが、これをその 305日と、あるいは 307日なんで

すけども割り返しますと平成 20年度で１日平均はここに書いてありませんで、申し訳あり

ませんが、56人。21 年で 53人、22年で 48人という結果となっております。次には各部屋

毎の状況を書いて、部屋毎の利用実日数を記載をしております。一番上には大集会室、控室

とありますのはこれは地下の大集会室、控室でありまして、平成 20 年度は 114日利用があ

ったわけですけども22年度においては57日の利用しかなかったというところでございます。
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使われている内容といたしましては、必ずしもフルで使ってる場合とは限りませんで、文化

協会加盟団体がステージのみ利用して踊りの稽古をしてるとか、というようなのも入ってお

ります。次に農業者トレーニングセンターでありますが、農業者トレーニングセンターはい

ずれの 20年、21年、22 年もお正月休み以外を全て開館しておりますので、358日の開館と

いうことになります。で、次に保健福祉センターにつきましては、平成 14年の４月から土

曜日、日曜日、休日と、正月休みを休館というふうに当初は火曜日とお正月休みが休館だっ

たわけですけども、14 年の４月からは土曜日、日曜日、ま、土曜日はデイサービスセンタ

ーのみ実施しておりますけれども、一般の利用はいただいておりません。ということから、

平成 20年、21年、22 年は開館日は約 240日程度ということであります。次のページをご覧

ください。次に札内福祉センターであります。札内福祉センターも本年の３月 31日まで火

曜日とお正月休みを休館といたしておりましたので、305日あるいは 307日の開館でありま

す。本年４月からは正月のみの休館ということで 359日開館となることとなります。この

20年度、21年度、22 年度の町民会館との比較のために 1日平均で申し上げますと、平成 20

年度が 1日あたり 83人、21年度が 98人、22 年度が 88人ということで町民会館の約 1.8

倍程度のご利用をいただいているところであります。なお、あの福祉センターにつきまして

は、統計上部屋毎の集計しておりませんでしたので、今、あの部屋毎の集計をしているとこ

ろでありますけれども２階の大集会室だけ、平成 22年度の状況だけご報告申し上げますと

195日２階の大集会室の利用はありました。22 年度でございます。で、次にこのページの下

段は札内支所としての業務の処理件数を表示したものでありまして、来庁者数とイコールす

るものではありません。ですので、一人の方が二件、三件の用務を済まされた場合にはそれ

ぞれ入っているということから、延べ処理件数といいましょうか、と言えるかもしれません。

この表の上段、それから中段、それから最後に札内福祉センター使用受付等々もありますの

で、それらの合計の処理件数でいいますと、20 年度で７万 5950件、21 年度で 7万 5780 件、

22年度 7万 3521件で、札内支所の開館日数は概ね 245日程度でありますので、一日あたり

の件数でいいますと、平成 20年度が 311件、1日あたりですね。21年度が 307件、22年度

が 303件という状況となっております。あの前回も申し上げましたが現在７月１日から札内

支所の窓口に来ていただいた方が札内支所の窓口だけで用務が完了せずに役場、本庁の方に

問い合わせをしている件数の調査もいたしておりますが、現在のところちょっとお待ちくだ

さい。現在のところ係別で多いのは国保、これが問い合わせの 26％、それから住民年金 16％、

それから公営住宅の関係が 8.5％というような私どもが想定、想像していた内容と近いわけ

ですけども、これは今後 12月まで統計を取りまして、また、皆さまにもご報告申し上げた

いと考えております。次のページをご覧ください。この新庁舎建設に係る実質公債費比率の

推移でありますけども、前回の特別委員会での質疑の中でお答えをいたしましたが、資料と

してこのたびお出しをするものであります。前提条件といたしまして、平成 27年度までに

建設、旧庁舎の解体や外構のすべてを完了すると仮定しての推計であります。基本設計、実

施設計、それから工事監理に係る委託料についてはここには見込んではおりません。３階建

て 6000㎡の約 23億円の場合で想定をして計算をしたものであります。ここにあります、建

設事業費起債の条件設定、建設事業費 22億円とありますのは、国庫補助金を控除した後の
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起債対象となる建設事業費を 22億円と仮定をいたしました。地方債といたしましては合併

特例債で充当率 95％、交付税措置は 70％、借入額は 22億の 95％で 20.9 億円、借入年度は

27年度、ま、28年の５月末を想定しております。実際には 26.27の２ヵ年の工事になった

場合には通常は分けて起債をおこすわけですけども、現状ではそれがどのような分けになる

かというのはなかなか見込みが立たないものですから、27年度に一括して借入れをすると

いう想定のもとに試算をしております。償還期間は 15年。元金は三年間据え置きです。利

率につきましては、1.8％、元金均等償還、民間の銀行から借入れをいたしますので、元利

均等ではなくて元金均等、ですから、一番最初の元金の支払いが始まったときが利子も一番

多いわけですけども、だんだん、だんだん利子が減っていくという元金均等われわれが住宅

など建てるときとはちょっと事情が違っているかと思います。1.8％といたしましたが、ち

なみに今年の５月に 15 年債で民間縁故資金で借入れいたしましたのは、1.56％でございま

した。次に条件設定とありますのは、これは庁舎建設以外のその他の条件をこのように設定

をしたところであります。地方債の発行額は平成 24年度以降は８億円とありますのはこれ

は普通建設事業に係る起債を 8億円ということであります。本年度で申し上げますと６月補

正後で 10億 920万円でありますけども、そのうちの臨時財政対策債が 5億 5900万円ありま

すので、今年度におきましては４億 5000万円程度の普通建設事業の起債しか起こしていな

いということでありまして来年度以降については、８億円を起こした場合という仮定をして

おります。交付税措置につきましては、現在は交付税措置のある起債を優先して借りており

ますので、概ね全体の 50％が措置されるという見込みで試算をしております。税などの収

入につきましては固定をしておりますけれども普通交付税は試算をするにあたっては毎年

毎年２％ずつ減額するという仮定であります。また、臨時財政対策債、これは、交付税交付

されないで、不足分を起債で一旦市町村が借りましてのちに国が交付税で全額措置をしてく

れるというものでありますけども、これの許可額も毎年毎年 10％減額ということで試算し

ているところであります。次に、実質公債費の比率推計結果でありますけれども、順番が逆

になってしまったんですけども 1番目には合併特例債を活用して新庁舎を建設した場合と

いうのを見込んでこの前提条件のもとで見込んだ場合の数字を出しております。通常、実質

公債比率は３ヵ年平均をとりますので、下の段で申し上げますと 28 年度から利息のみの償

還が入ってまいりますが、17.2からその後自然に償還額が減るということから下がるとこ

ろであるんですけども、合併特例債を借り入れることによって若干こう上がってくというこ

とであります。次に、新庁舎建設をしなかった場合を書いてありまして、１-２というのが

影響額でありますが、３ヵ年平均で申し上げますと平成 28年度では 0.1ポイント、平成 31

年度では 0.6ポイント、1.0ポイント、1.4ポイント、1.6ポイント上昇するというふうに

見込んでおります。あくまでもこれは交付税が毎年２％の減尐で留まっていくだろうという

仮定の下でありますので、逆に増額になったりあるいはもっと大きく減額になってく場合に

は状況は当然変るものであります。次に参考としてですね、合併した幕別町につきましては

合併特例債があるわけですけども、そうじゃない場合にはいわゆる一般単独債といって単な

る借金で交付税措置がない起債で庁舎というのは通常は建てなければなりません。現在はも

のすごくあの耐震が性能が低くて直ちに改築しなければならないような状態、具体的に言い
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ますと IS値が 0.3未満のものについてはですね、交付税措置のある起債を借りられるよう

になりました。あの、合併じゃなくてもですね。でも、そうじゃない場合、それより上の場

合には一般単独債といって借りたお金をそのまま税金で払わなければならい。その場合の試

算でありまして、それとの比較をこのように書いたものでありまして、例えば、1番下に①

との比較、②との比較とありますが、①との比較で言いますと、合併特例債との比較であり

ますが、合併特例債ではなくて一般単独と借りた場合には例えば 32 年でいいますと 0.7ポ

イント高いということになるものであります。次のページをご覧ください。字が小さくて大

変申し訳ありません。今回８月１日号では広報誌にこれらの内容を掲載するにあたりまして

作成いたしました資料でありますけれども、上段は新庁舎建設と耐震改修の費用の比較であ

ります。今までにお示しをしている数字でありますので、詳細につきましては省かしていた

だきますけども、いずれも、合併特例債が充当できますので、合併特例債を充当した場合の

比較であります。この上段の下半分のところに財源シミュレーションという表がありますが、

その下から３番目に実質的に町が負担する一般財源Ａ-Ｄというのがありますが、両方とも

27.8％がいずれの場合にも一般財源で負担しなければならないということであります。下段

につきましては建設した場合の元利償還額の比較であります。ただ今説明を、その前に説明

をいたしましたペーパーはポイントのみお知らせを、指標のみお示しをいたしましたが、そ

れを具体的に元利償還額でいうとどうなるかというのがこの表でありまして、中ほどに黄色

い表等にありますとおり新庁舎建設しない場合、した場合②-①、つまり②-①が庁舎建設に

係る元利償還金の見込みでありまして、平成 32 年が、ま、元金と利息の最大値であります、

２億 952万 7千円ということであります。これを図面にしてより具体的にわかりやすく表示

したものが一番下でありますけれども、若干かえってみづらかった部分はですね、平成 22

から 27までの部分をこの四角柱の上面を緑で表示してしまいました。実際に増えるのは 28

から若干ですけども、ちょっと厚みがあるんですが、27までは単純にあの、底面、底面、

上面ですねそれを色表示しただけですので、ここまでは当然増えないわけですが、28から

こういうふうに増えていきますよというものであります。で、次にＡ３が２枚ありますけれ

ども、これは 8月 1日号の広報の特集記事をそのまま本日はお配りをいたしました。今、説

明した内容とダブリますので説明につきましては省略をさせていただきます。また、最後に

は前回もお示ししましたとおりこれまでの庁舎建設に係る取組・検討経過等それから２枚目

には新聞記事あるいは一番最後には住民説明会状況がありますが、７月の 16日に第 1回目

の出前講座、札内土曜会という任意団体でありますが、に出向いて 8 人の方々に対して説明

をしてきたところであります。以上であります。 

○ 委員長（千葉幹雄）説明が終わりました。あのこの資料についてとりあえずですね、この

資料についてそれぞれあの求めた方もおりますので、質疑を受けたいというふうに思います。 

 中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）各施設の利用人数等の詳細な説明資料がついているんですが、それぞれ

の施設のあの、建設年度も教えていただけますか。町民会館から始まっているわけですが、

これはあの、耐震の診断はされていないということでしたが、全施設がそうなのか、もしこ

の中でしているものがあればそれはどこなのか、お尋ねいたします。 
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○ 委員長（千葉幹雄）企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）町民会館は昭和 41 年であります。一次診断まで、耐震診断は一

次診断まで実施しております。耐震性は十分には確保されている状況ではありません。農業

者トレーニングセンターは、昭和 58年です。これは耐震診断の必要はありません。保健福

祉センターは平成８年です。これもあの、もちろん必要ありません。札内福祉センターは昭

和 49年です、耐震診断は実施しておりません。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄）他にございませんか。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）必要のあるところ町民会館が一次診断までですね、それと札内の福祉セ

ンターについては当然昭和 49年ですから、必要があると思うんですがしていない。これは

ま、あの今後、行われる予定ですね。この、その時点でまたいつ頃耐震診断を行う予定でそ

して、その結果によってはまたこう建替えが必要になってくるようなことも考えていかなけ

ればならないじゃないかと思うんですが、庁舎建設とも絡んできますのでわかる範囲でお答

えいただきたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）札内福祉センターにつきましては庁舎の位置とも関係をするとい

う旨、前回もご説明させていただきましたけれども、私たちが考えている案で申し上げます

と札内福祉センターをまず耐震診断をしたうえで、判断を、次のステップに進まなければな

らないと考えておりますので、耐震診断についてはする方向で考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）とりあえずよろしいですか。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）する方向。いつ頃されますか。 

○ 委員長（千葉幹雄）企画室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭）この問題につきましては、庁舎との関係、町の問題等がありますの

で、今ここでいつかというのは言えない状況となってます。 

○ 委員長（千葉幹雄）中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）総合的に判断をしていかなければならないと思いますのでね、そうする

と、札内支所などの耐震化は早急にきちんと行って結論を出してその結果も含めて新しい庁

舎をどうするかってことを決めるのが、あの、無駄も省き、流れとしては当然合理的なやり

方ではないかと思うんですがどうでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄）企画室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭）先ほども伊藤参事のほうから、回答申し上げたところでございます

けれども、耐震診断についてはいずれにしてもしなければならないというふうに、そういう

認識をもっておりますので、あのそれがその、今、早急なるかどうかっていう答えはちょっ

と難しいかと思いますが、いずれにしても早々にですね、実施してまいりたいというふうに

考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄）成田委員。 

○ 委員（成田年雄）関連になるけど、結局耐震がないからこう今、庁舎の建て替えなんです

よね、だったら同じ耐震審査をした後のね、これ、札内福祉センターがいいのか、ここがい

いのかという部分の中の話の中でさ、流れがちょっとおかしいじゃないの。決まってから耐
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震審査しますって話しじゃないと思うぞ。その辺、なんかもっと同じ条件出しての審査じゃ

なかったら駄目じゃないかなぁと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）暫時休憩します。再開いたしますけども、他にこの質疑、あの多尐な

んていうんでしょうか、幅広くなっても良いかと思いますけどもこの資料に対する質疑、あ

るいは前回の継続した質疑でもよろしいかと思いますけども、質疑をお受けしたいというふ

うに思います。増田委員。 

○ 委員（増田武夫）前回の議論も含めて、この庁舎の問題についてあの、本当はあの町長な

り、なんなりの考え方を聞きたいんですが、一つはあの、平成 15年に耐震診断してるんで

すよね、それでま、その時にあの震度６にもなかなか耐えられないという結論も出ているん

です。いるんですよね。で、そのこと考えると、あの、ま、合併の議論に係った人からも指

摘受けたんですが、あの、今までね、その庁舎を建替えていくっていうそういう話は、町長

の口からは全く公式の場ではされていないんですよね。今回、初めてこういうことが出て、

あの建て替えの方向でっていうことで新聞発表もされてってことで、あの住民にとっても突

然降って沸いたようにとられてるんですよね。で、忠類の人たちも合併特例債を使ってやる

って話しなんだけれども、その合併の時にも庁舎を建替えてかんきゃならんって話しはそう

いう議論の中にも一つも出てなかったし、シミュレーションなんかにもそういうものがかみ

されてシミュレーションされたその形跡もないしっていうことで、やはりこれは住民の中か

らあの何故こんな問題が突然とね、こんな重要な問題が突然と出てくるんだというような指

摘も、われわれ自身も受けるっていうようなことでね、やっぱりこの問題、確かにあの震度

６でうんぬんって問題があるので、あの早急にあの手をつけてかんきゃならない問題なんで

すけれども、やはりあのそういう住民との、対住民、対議会とのその対応なんかでもやはり

あの今までの対応がね、やはりあの納得いかない、やはりもっと前からあのそういう問題が

あって、将来は合併特例債でこれは手をつけていかんきゃならんていうことをやはり何故も

っと早くね、その提起してこなかったのか、これはあの、町長に聞いてみたいそうですけど

ね、その辺のあれはどうなんですかね。 

○ 委員長（千葉幹雄）企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）16年の３月に結果がでましたが、当時といたしましては学校の

耐震診断につきましては、結果を速やかに公表しなければならないという法律の定めがあり

ますが、庁舎についてはないっていうのが現実であります。ですから、その時点で今、今年

になって IS値、具体的に 0.17っていうのを公表いたしましたけれども、その時点ではその

当時としては公表すべきではないという判断のもとにですね、議会におきましても平成 19

年の９月に芳滝議員の一般質問、あるいは 20 年 12月には前川議員の一般質問、それから

21年の 12月には藤原議員の一般質問の中で十分な耐震性が確保されている状況ではないと

いうお話しをさせて、町長の方からですねお答えさせていただいて、当座、幕別町としては

子どもたちの安全のために学校の耐震化を急がなければならないのでそちらを優先すると

いう旨の発言は町長の口からはしていたところではあります。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄）増田委員。 

○ 委員（増田武夫）あの、そういう十分でないっていうような発言は確かにあったけれども、
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しかし、あの、町の腹積もりとしては合併特例債が使えるうちにこれは手をつけるんだって

ゆうことは当然腹積もりの中にあったはずなんですが、そういうあの明確な、後半に合併の

後半、10年の後半には庁舎建設をするんだという表明はなかったと思うんですよね。だか

ら、そうした点では、あのやはり住民は特に庁舎建設がいきなり出てきたような印象を受け

たし、やはりその辺はもっとあの議会に対してもその住民に対してもあの、別な姿勢が必要

ではなかったかと思うんですけども。 

○ 委員長（千葉幹雄）増田委員、わかります。言ってる趣旨わかります。ただ、これ、やっ

ぱりあの職員ですから、答える限界がありますんでね、また違う場面でしてください。小川

委員。 

○ 委員（小川純文）今年からこの会議の方出させてもらっていろいろ聞かしてもらってんで

すけれども、まず、その耐震改修するか、新築をするかという、これは、まぁ、今年とくに

３月からの防災って関係で緊急性を要することであがってきているのはわかるんですけど

も、ある面、ちょっと住民側からこう、視点をみたときに改築であろうが新築であろうがど

ちらにしても、例えば、幕別町でいけば住民サービスの拠点はこの役場と札内と忠類の３ヶ

所がおおまかな住民サービスの拠点だと思います。その中でまず、その今後に向けて住民サ

ービスの形をどうしていくのかいう点の整理、例えば、今も話し出ているように札内福祉セ

ンターをどう拡充するんだとか、例えばここにこの場所に建てるんであれば札内福祉センタ

ーをどうするんだとかという住民のサービスの基点にたったその庁舎の耐震化なのか、改築

なのかっていうところの論点がちょっと見えてこないのかな、だから、福祉センターをどう

するんですかとか、今までの施設、っていういろんなものの関連性がちょっと役場の庁舎だ

けの話しになっちゃって一帯の関連があってこういう庁舎をつくります。例えば、今までの

話であれば耐震化のできてる福祉センター、教育委員会は今度の庁舎に入ります。だけど、

それこそ、町民会館とかそういうものはできてないとかっていうまだ、今後の利用計画がで

きてないというふうになってますんで、そこら辺の整理をもうちょっとしていただければ住

民に説明するにしても、もうちょっとわかりやすいんじゃないかなと思うんで。 

○ 委員長（千葉幹雄）あの、ただ今小川委員の方からあの、この委員会の在り方にかかわる

ようなこともあったかと思うんですけども、委員長としてですね、あの一定の質疑が終わっ

た、今日ですね、一定の質疑が終わった段階で、まず、その耐震でいくのか、それとも、新

しく建て直しをするのかですね、そこら辺をまず、整理をさせていただきたいなというふう

に思っておりました。で、前回からの各委員の発言を聞いてますと財政的にもつのか、ある

いはその、華美な建物にすべきでないとか、どっちかっていうとその改築ありきの質疑が多

かったもんですから、ですからそれはそれとして聞いてたんですけども、耐震工事であの絶

対やるべきだという強い意見もあのなかったものですから、今日の質疑をみて、耐震でいく

のか、それとも新築でいくのか一定の整理をさせていただきたいなというふうに思っており

ました。で、そこが整理つけば、あの、ものごとが進んでいきますんでね。これ耐震が良い

んでないか、新築が良いんでないか、場所があそこで良いんでないかってことになってくる

と、もう、話がもう、際限なく広がってきますので、あの委員会としてはですね、私として

はそういう仕切りをさせていただきたいなというふうに思っておりました。で、もう尐しあ



 9 

の議論をしていただいてですね、だいたい一定程度し終わったときに、皆さんの賛同をいた

だきまして、耐震か新築か、場所は別、規模は別ですけどもね、進んでいきたいというふう

に思っております。もう尐し質疑があれば進めていただきたいと思います。成田委員。 

○ 委員（成田年雄）今ね、あの役場、説明はさ、どうしても、何か新築にもっててるんだけ

ど、今、これ、われわれに出されたあれは、改修か新築、新庁舎かっていう問題なんですよ

ね。それで、それだったら、耐震設備を審査してるか、してないかっていうのこれ当然聞か

れると思うんですよ。それもさ、そのあれも審査もしないでね、さぁどっちだって言われて

もこれはね、正論として通らんぞ。隠し玉、持ってるのかもしらんけど、隠さない、全部出

した結果が幕別庁舎をこの裏で良いですよと、私は賛成なんですけど。そういうような、や

り方しないと駄目だ。後で出されてるような、その、あれしたら。皆の不信に思うわ。改修

か新築かもはっきりわかんないような状態で、今、決めれって大変な問題だぞ。これ。そう

いうことです。 

○ 委員長（千葉幹雄）言ってる趣旨はわかるんですけども、いずれにしてもその札内の福祉

センターの状況、今の状況、どうゆう建物の中身なのかってゆうことはどこかの時点でまた、

あれかなと思うんですけど。とりあえず、その今のあの、建物がその非常に危険性が高いと

いうことが共通の認識として皆さん、得られればね。それでは耐震工事にするのか新に建て

るのか、ま、場所は別としてね、そこの選択迫られますよね。そこで、建てるとすれば、耐

震で良いとなれば、それ以上の場所の問題だとか規模の問題する必要ないわけだから、だか

らそれはそれで結論がでる。して、新しく建替えたほうが良いと財政的な負担、あるいは将

来的なその年度の問題考えると良いということになれば、次の段階、それじゃあ、札内、今

言ったように札内のあの場所はどうなんだと、そして、福祉センター、札内福祉センターの

耐震はどうなんだということに入っていけると思うんですよね。ですから、私としてはまず

そこをまず整理しないとですね、また、そのいろいろ場所だとかもんでるうちに耐震のほう

が良いんでないかということになってくるとこれまた、あれな話しになってきますんでね、

ですから、そこだけ、発言の趣旨は十分に理解します。それは、今後また理事者の方でね、

どういうふうにしていくのか、それはまたあとの問題だと思いますけども。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝 仁）あの、今、委員長のおっしゃったとおりだと思うんですけども、改築か

新築かというよりもですね、私の思いとしては、この庁舎を使わない。あの、新たな形で庁

舎を設置をするというふうな、基本的にはそういう思いの方が、新築にするにしろ、どうい

う形で庁舎を設置するにしろですね、この庁舎はもう危険で危ないので、幕別町としてその

将来に向けた庁舎の在り方、設置をですね、きちっとこうしていくというそういう、その、

私の思いとしてはそういうふうに、そういう判断がまず最初にある。もう一つは、今、あの

小川委員がおっしゃったようにその三極化してるわけですから、庁舎の有り様としてはやっ

ぱり住民サービスが主なわけですから、どのような住民サービスができる庁舎を設置してい

くのか、その三極化の部分についてね、そういうこともきちっと議論していく、ま、その形

はこらも当然、平行して進めていかんとならんというふうに思うわけですね。そういうその、

進め方が正しいんではないのかないうふうな、思います。もう一つはお伺いしたいのは、あ

の、公債比率が出されました。数字で出されたんですけれども、将来どうなるかわかりませ
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んから、その確定的なもんじゃないと思うんですけれども、いちおの目安として出されてる

んですけども、前回から、その尐しお話しが出てます。あの、土地開発公社のですね、いわ

ゆるその 25年までにどうされるのか、基金で対応するのか、どういう形でされるかわから

んけども十数億のお金がいるんだということが想定をされているというふうな話しがあの

聞かせていただいたんですが、そういうことも折り込み済みのね、そのことも折り込み済み

の公債比率のその今の形なのかとその辺をお聞かせいただきたい。 

○ 委員長（千葉幹雄）企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）ご質問の、あの、一点目のこの庁舎を使わないっていう選択肢と

いうことは、つまり、分庁舎方式ということを意味されてるってことではないんですか。三

極化と住民サービスの話で申し上げますと、私どもも、すでに電話でも問い合わせも寄せら

れておりますし、あるいは出前講座等であるいは公区長さんがご来庁いただいときにお話し

をしたりをしております。札内地区の方に必ずお聞きをするのはですね。札内地区の住民の

方々にとって札内支所で不便だと感じられてる点ってゆうのはどんな点がありますでしょ

うか、ありますかありませんかって聞き方じゃありません。どんな点が不便だと感じられて

おりますでしょうか、したらですね、殆どの人がですね、札内支所で不便を感じたことがな

い。ただ、時間的な、３月、４月ってのが転入転出に重なりますから待ち時間が多くていら

いらすることはあるけれども、あのそこで不便だって感じたことはないって方が多いなって

いう印象をもっておりまして私たちは住民サービスって点では支所機能の充実、これはあの

確かに今回７月から統計を取っておりますとおり、国保ですとか、それから公営住宅の問題

ですとか、ありますから、どういう形が拡充するにしても方法が良いのかってのはこれから

検討していかなければよその町の事例等もですね、お聞きしながら検討しなければならない

かと思っておりますけれども、現状においていわゆるその一般の住民の方が窓口サービスと

して利用する分にあってはですね、札内支所にあって、不便をおかけしている点っていうの

は、場合によってはその応対が悪かったりとか、説明が不十分であったりってことはあるか

もしれませんけども、抱えてる業務として、不便だっていうふうにお気持ちになられてるっ

てことはないのではないのかなと今のところは感じているところであります。それと、実質

公債比率の点につきましては、土地開発公社の問題については、方向性がまだ町として見出

しておりませんので、それらについては、この中には含めておりません。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄）芳滝委員。 

○ 委員（芳滝 仁）参事のほうでは不便を感じられておられないというようなね、その思い

方でいらっしゃると、まあ庁舎のほうでは判断をされてるということは非常にそれは誤解が

あると思います。私どものところにはその例えば国保の関係も後、介護の関係もですね、後、

それこそ、施設の関係も本庁舎と問い合わせをしますだとか向こうに行ってくださいだとか、

結構不便を感じてる町民がいることは事実ですから、だから、断定的に殆ど不便を感じてな

いんだとそういう判断の仕方は私は間違ってると思います。もう一つは、その何が不便を感

じてるんですかと、どういう住民サービスが良いんですかっていうよなことはそりゃあ基本

的に大事ですけれどもね。今、役場としてどのようにその例えば、その行政側として町づく

りのその拠点としてね、庁舎というもの、札内支所というものを考えていくのかということ
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が、それがその方針立てをしていく必要があるんと思うんですよ。例えば、あの前回の一般

質問さしていただいたんですけど、大きな災害、起こったときに橋が二つあるわけですから

ね、で、札内には現地本部がないわけですよ。災害現地本部が。７人でそしたらね本部が構

成できるのか、向こう約２万人いるわけですよ。そういう住民サービスにはね、そういうこ

とも含まれると思うんですよ。いかにその安心安全について、サービスもそうですけどね、

全般的な形でその役場がですね、その、今より行政側としてのきちっとしたその姿勢でね、

やっぱりその議論をし、この機会ですから、こういう機会なんでね、きちっと議論をして方

向立てをしていただきたいなと、こう、思うわけですよね。そういう思いを持ってます。 

○ 委員長（千葉幹雄）芳滝委員、場所の問題ですよね、今、話してるのはね、ですから、わ

かりました。言ってる意味、私はわかりましたけども、それに対して。企画室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭）あの、今、行政としてどういうふうに考えてるのかという部分なん

ですが。あの、前回もですね、町の町の考え方として基本方針案を提案させていただきまし

た。その中にですね、一つは、まぁ、先ほど小川委員も申されたんですが、町としての三極

化っていう大きな課題といいますか町づくりにとっての使命がございます。これらをどうい

うふうに今後将来に向けてつなげていくかといったときにはですね、やはり均衡ある発展と

いうのはまず第一条件になろうかと思います。それもあの理由のなかにですね入れさせてい

ただいたところでございます。その上にたってですね、今、参事が申し上げましたように支

所機能についてどうなんだろう、行政サービス、住民サービスとしてどうなんだろうという

ようなことも分析させていただきましたけれども、そういう声が強いというようなこともご

ざいましてですね。その中での整理をさせていただいたということでご理解をいただきたい

と思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）藤谷委員。 

○ 委員（藤谷謹至）庁舎の関係が出てきたのがこの初議会の前で、朝に新聞報道がなされる

と、まず、最初からもってその脇の甘さがちょっとあったのかなという感じがしてならない

んですけども、それとですね、やっぱり、いろいろこれは議論していかないとならないと思

うんですけれども、その中でやっぱり一番、進んで、建設に進んでいけないって部分はやは

り財政的な部分であって、やはりこの自分でもそうですけども、家を建てるときにこの自己

資金がなくて借入れをすると一般的な銀行から借入れするんじゃなくて、ある程度、親の仕

送りをあてにできるぞっていう部分が合併特例債の部分だと思うんですよ。その親の部分が

大変な状態ですし、3.11 っていうあの災害の中で方向性が決まらない、国の財源がこれか

らどうなるかわからないってところで、自信を持って、庁舎建設にいこうっていう踏ん切り

がつかない状態だと思う。その、示していただいた財政シミュレーションを見てもやはり、

ちょっと、その税収の、一般財源の減額が２％で、甘い部分がちょっとあるのではないか。

もう尐し、厳しい部分で見ていった場合に、当然、シミュレーションも変るわけですし、そ

の辺の例えば、良い場合と悪い場合であの、ある程度数字を出していただいたほうがわかり

やすいんでないかと。それと、もう一つなんですけど、増田委員さん言われたように、忠類

からみると 40キロ離れた部分から新庁舎は建つと、その時に合併特例債を使うとそのとき

に、やっぱり忠類と合併して初めて合併特例債は使われるってところをちょっと蔑ろにして
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いただいてはやっぱり忠類の住民感情があの、あると。してやったりでなくて。その辺をや

はり合併特例債っていうのはある。あくまで、幕別町と忠類が合併して使えるものだってこ

とがある程度周知していただきたいというふうに思う。 

○ 委員長（千葉幹雄）企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明）あの、前段の財政的な理由。国の先行きがわからないなかで、

踏ん切りがなかなつかないって話しなんですが、あの、これは、私、最初のときから繰り

返し皆さんの前で申し上げてきたわけですけども、IS値が 0.17という状況を理解してい

ただきたいんです。震度６強の地震がきた時に崩壊または倒壊する可能性が高い状態にあ

るってことなんです。先延ばしはできないんですよ。ですから、われわれとしては、改修

するのか改築をするのか二者択一のどちらかの選択しかない、それをわれわれが検討した

結果、やはり、投資効果の点から言っても改築をすべきだという点にいたって基本方針を

皆様にお示しをしたところであってですね。これ以外の選択肢はないんですよ。ほってお

けないんです。庁舎は。ですから、その点だけはですね、ご理解いただきたいと思います。

これ、あの、決して私たち職員のための庁舎じゃありません。まさに、住民サービスのた

めの庁舎です。あの、防災の拠点となるのも庁舎ですから、決して私たちが涼しいところ

で仕事をしたいとかですね、そういう、お電話もいただきました。結構、お電話いただい

ております。でも、そういうことではないんです。ここが倒れちゃったら、やはり、今回

の東北の事例でもわかるようにですね。何処にも救援に向かえない、連絡もとれない、国

とも連絡調整ができないということでありますから、とても大事な施設だ。なので、何と

しても早く地震に耐えられる建物にしなければいけないっていうのがありました。それと、

財政のシミュレーションで良い場合、悪い場合なわけですけども、これ、ベースになって

おりますのは幕別町、あの実質公債比率が高かったときに、公債費負担適正化計画ってい

うのを総務課財政係の方で作っておりまして、それをベースにしておりまして、その際に

は北海道と協議をした中で利率の問題ですとか、借入額の問題ですとかというのを、ここ

までだったらわれわれが原案として作った町としてつくったものに対して北海道がそれ

ならばいいねってことでご理解をいただいたものです。ただ、それはあの今回の震災の前

の見込みですから、確かに藤谷委員おっしゃるとおりもっともっと状況が厳しい場合のシ

ナリオも想定すべきではないのかというご意見わかるんですけれども現状においては、そ

れを下敷きにして作らせていただいてるってことはご理解いただきたいと思います。以上

です。 

○ 委員長（千葉幹雄）他に。牧野委員。 

○ 委員（牧野茂敏）あの、さきほど唐突に出てきた話って話しあったわけですけども、確

かに唐突と言えば唐突ではありますが、きっと、あの私、理事者じゃないからよくわかん

ないんですけども、3.11があったことがかなり引き金になってるのかな、そんなふうに

思います。して、あの、委員長言われるようにこれはもう耐震化をするか後、新築をする

か二者択一。まっ、このままで良いと思ってる委員の方は殆どいないと思ってるので、進

め方として 先ほど福祉センターのお話しもありましたけども、あれは、あれで一つ別に

切り離していただいて、ここはあの新築、あるいは耐震、この方向で一つあの、みなさん
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のご意見を伺ったほうがよろしいでないかと私は思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）ただ今。斉藤委員。 

○ 委員（斉藤喜志雄）感想的なことも含めて最初、お話をしたいと思いますが、私は３点

でこの問題を理解しております。その１点目はやっぱりあの、あの財源に制約があるって

ということはこれはもうご案内のとおり、そしてなおかつ、この、あれには金額的な物と

含めて時間的な制約がある。そこが一つ。それから、二点目、地域エゴに陥らないことが

非常に大事だとこの中で。何が言いたいんだお前はっとこういうことなんでしょうけれど

も、あの、やっぱりこの、この町の歴史的な経過だとかそれから、均衡ある発展という町

長の公約であるところの三極化したところで、ここの町から私は議会質問なかでもやって

おりましたけども、幕別高校とここが仮にどっかに消えてなくなったら、まさにこれはも

う均衡ある発展なんていうところではなくて、いっそうシャッター街があれして、ここが

疲弊する。私の住んでいる旭町の限界公区もさらに消えてくのではないかというそんな私

は非常に強い危機感を持ってる。そういう意味では、そういうここの町が作られ発展した

これまでの歴史的な経過を含めて、そういったところをしっかり踏まえながら、踏まえな

がら、その均衡ある発展という視点で、これまで歩んできた道とそれから将来に向かって

のそこのところを視野に入れたそういう判断をしていくべきではないかなというふうに

思っております。その３つ目はやはりこのいろんな意見がありますけれども、どうやって

費用を最小限に抑えていくかという費用を膨らませないようにというここんところはお

互いにあれしていかなきゃいかんでしょ。ただ、僕はなかなか今まで話を聞いたいろんな

ところから、ある日突然と言うけども、僕、やっぱり３月 11日の表に出してなかったか

らあれだけども、3月 11日のあそこからみて、まさに住民の住民サービスの拠点である

ここのところが、６でくずれますよという状況なったときにそれこそ、そのことばによっ

て受ける地域住民の被害の方がこれは災害対策本部があれだと、瓦礫になっててその本部

長は下敷きになっておりませんという、こういう笑うに笑えない状況がおこったときにま

さに住民がその被害を受ける。で、もう一つは住民サービスの低下もさることながら、人

口比の割合で物事考えてってというところはこれはやっぱり札内地区の分で尐し配慮を

しなきゃいかんではないのかなということは、だから、支所機能を強化していく。そこん

ところは必要だというふうに私も考えておりますけれども、住民サービスの観点で云々と

いうところはもっと別な視点で物事を考える場所があると僕は思っている。機構改革だと

思ってますよ。機構改革によってこの直接庁舎のこの建設とイコールで物事考えてくんで

なくて、どうやってトータルとしてのその幕別町の役場庁舎内の機能強化を図ってくかと

いうことで機構整備をしていくベース場所での論議はこれはまた大いにしてやっていく

べきだと思うし、これまでの議会の中でも何点かその部分については指摘がされているし

たがって、そこんとこにはしっかり町が応えていくべきだろうこんなふうに思ってます。

そういう意味では基本的なかなりこうやってもう資料が出されたりいろんな話し合いが

なされてきておりますので、基本的なことはそちらから示されたことをベースにしながら、

よりそれじゃ中身を充実させていくかという観点での、あの話し合いにしてかないとこれ

からまた、あれしてったら先ほど言いましたように時間的制約があって間に合わないです
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よこれ。したら僕はそんな簡単にこんだけの費用かかるもの、それから 12億かいこれ耐

震化したら、耐震化にしたら 12億かかるったね。12億だね。そして 47年かい、この建

物。なんぼやったって基本的な構造なかでコンクリートの対応年数。50年もたったら全

体やらんきゃいかんだ、これ、そしたら、まさにこれ、二重経費。無駄。そういうところ

をしっかりやっぱり考えていかないといかんし、そのあたりをあれして町民合意を取り付

けていくという議会が努力をしなかったら建たないということを強く訴えて私の思いと

します。 

○ 委員長（千葉幹雄）ただ今、牧野委員の方から。はい。成田委員。 

○ 委員（成田年雄）今のね、あの斎藤さんも言ったように文化と歴史はこの発祥の地幕別

町なんですけど、それだったらいろんな施設のあれを出さないで、どっちが何処が良いち

ゅうじゃなくて、幕別、この本庁舎をどうしたら良いってふうに言ってくれたほうがわか

りやすかったなと思ってるんですよ。 

○ 委員長（千葉幹雄）いいのそれで。 

○ 委員（成田年雄）だからそれで、そういうような発想の方が良いんじゃないかと、震度

６で倒れるんだったら、今、これを改修するのか新築、新庁舎建設なのかって部分でどっ

ちが良いのって部分で問われたほうがわれわれは答えやすいな。 

○ 委員長（千葉幹雄）この資料を見るとね、僕は理事者ではないからね、客観的な見方、

見てもね、耐震でやった場合はこうです。建て直したらこうですよ。それは検討するその

資料として材料を与えてくれたわけだから、必ずしもその内部では検討した結果、こうい

うまとめはしたということは言ってるけどもね。でも議会はそれはできるから、議会の意

思で判断はできるからね。 

○ 委員（成田年雄）だからそれでさ、どっちもこっちも札内支所もそうだこっちもそうだ

って言うから、したら同じ条件出しなさいっていうことなんですよ。われわれ、今言って

るのは、だから、今の本庁舎をどうするかってことで検討して欲しかったです。逆に。 

○ 委員長（千葉幹雄）斉藤委員、思いを言ってそれで良いですか。取り合えず。成田委員

の意見っていうか思い特にありますか。企画室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭）あの、先ほどから申しましてるようにですね。参事も言ったよう

にあの結論としてはですね、もう耐震は難しいと建て替えでないともたないというのが、

ま、本音と言ったらおかしいですが根っこにあります。それを十分ご理解していただいた

うえで、あえて、こういう形でですね、いろんな資料を提案をさせていただいた中で、皆

さんのご意見なり参考にさせていただきたいということであの提案しているところでご

ざいます。 

○ 委員長（千葉幹雄）中橋委員。 

○ 委員（中橋友子）これまでの議論も大変大事な議論だったと思うんですよね。そういう

ことも踏まえて提起がありましたようにじゃあ耐震なのか、改修なのかって点では考え方

を申し上げたいと思います。出していただきました資料を検討して今、企画室長が言われ

ましたから、あえてなんですけれども、この耐震診断が出された平成 15年、そして、こ

の数字が0.17から0.49っていうのがいかに危険かっていうのを力説されましたけれども、
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私たちもそれを調査させていただいて本当に今、危ないところにいるってことは共通認識

でおります。危険度からいいましたらいろんなその区分があるんですけれども、0.17っ

ていうことになると、だいたい 0.3以下は崩壊かそれからあの、くずれてしまうか壊れて

もちっちゃな壊れではないよというそうするとここで働いていらっしゃる方は常時いら

っしゃるし、もとより出入りされている町民や業者の方含めて、本当に命の保障がないよ

うなところにいるんだっていうことをですね、で、そういうのは震度６の地震が発生した

ら、そうなるよということで、じゃあ震度６の地震の発生の可能性っていうのはどうなん

だってことも調べてみましたら、平成 15年のときには集中して地震があっちこっちにこ

れは、日本だけではなくてあの外国も含めて M8.3を超える地震が 30 以上あったというこ

とでね、大変だったんですが。それから下火になってじゃあ収まるのかというふうになる

と北海道のこの十勝は活断層が走っているっていうことがありまして、その研究の結果で

はだいたい 30年の間に繰り返していくっていうね、そういう数字も出されています。15

年で調べて 30年ってふうになると、ま、これは確率としては 0.1 ないし３％っていう確

立ですけれどもしかし、この確率も数字は小さいですけれども、地震の学会のデーテをみ

ると非常に高い位置にあるんですよね。そうすると本当にこの庁舎を早くなんとかしなか

ったらきちっとした住民サービスの保障がないって点ではあの、私たちはしっかりとそれ

は抑えて庁舎は別なところでつくらなきゃならないというふうにこの庁舎は使えないと

いうふうに思います。耐震改修についてはありました。コストの面から言ってそれはもう

無駄だと思います。そういう点で建て替えをすることがベターだということを申し上げた

いと思います。それともう一点いろんなことありましたけれども、議会としては庁舎を検

討委員会があの前回設置されてそこから議論が始まりました。私たちとしてはやはりそこ

をスタート点にする以外にないんですよね。いろんなその合併特例債のとき、それから、

過去の議論も十分じゃなかったとかいろんな思いあります。あるんだけれども、しかし、

正式に挙げられた提案とそれから委員会を設置したと、そこを出発点にしてね、深い議論

をしてより良い形に納めていく、町づくりの観点もしっかり入れるというのが今後の必要

なことではないかと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄）藤原委員。 

○ 委員（藤原 孟）まず、この建物のこと、昭和 47年いわゆる建築業界、そのころ想像

するとですね、いわゆる、今の近代コンクリート学にのっとった構造物じゃありません。 

 まず、生コン工場もまだできたばかり、打設する機会もない、いわゆる経験者が尐なかっ

たもちろん役場にも監督員もそれを経験した監督さんもいません。いたのはスーパーゼネ

コンの一級建築士がいただけ。ごまかしていません。その当時精一杯のものはつくりまし

た。ただ、やはり劣化、いわゆるこの構造物の劣化っていうのは想定以上に劣化しており

ます。そこのとこ良く考えると本当に危険な建物、この耐震を調査した職員もいつ倒れる

か夢にまで見るという現状であります。そのことは考えるのは、まず必ずおきる地震の前

にぜひ、直していく。そして耐震化これは、あの先ほども申されたけど、費用効果、本当

にありません。このコンクリートの構造物全部壊しながら鉄筋だけ残して、また、コンク

リ打ってく、それなら改築と同じことになってきますから、で、５階建ての建物、当時十
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勝、帯広には殆ど存在しなかった。そのことを踏まえてもやはり非常にこの構造物、危な

いんです。まず、直す、改築するということをここを皆さんと結論をもって次にどの程度

のものどこにどうするか、これはまたべっこです。今日、ぜひ、一つ、結論だけだしてい

って欲しい。委員長、ぜひ、よろしくお願いします。 

○ 委員長（千葉幹雄）先ほどらいからの皆さん方の意見を聴いていますと、やはり、トー

タルとして耐震工事よりもいろんなことをその総合的に判断をすると新築したほうが良

いんでないかという声のほうが強いように私としては感じてますけども、それで皆さん方

の許しをいただければですね、今日のこの場面で耐震じゃなくて新築にすべきという一定

の方向性ですね、委員会としての一定の方向性を出したいとそうすると今度は耐震の工事

の話する必要ありません。次からはその場所の問題ですとか、それから規模の問題ですと

か、建物の規模の問題ですね。そういった議論に入っていけるんだろうというふうに思い

ますけどもそう言ったあの仕切りでよろしいでしょうか。それでは、全会一致で確認をさ

せていただいたということにしたいと思います。時間も経ってまいりました。今日の会議

はそこを確認させていただいたということで終了させていただきたいと思いますけども

いかがでしょうか。それでは、次回はですね、また、副委員長と相談させていただきまし

て８月中にやりたいというふうに思っております。また、ご案内を申し上げますので、よ

ろしくお願いをしたいというふうに思います。それでは、以上を持ちまして第４回の庁舎

建設に関する調査特別委員会を終了いたします。 

 

（11：50閉会） 
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 （13：00 開会） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、ただ今から第５回めになります庁舎建設に関する調査特

別委員会を開催いたします。お手元のレジメに従いまして進めさせていただきますけれども 

 まず、最初に新庁舎の建設等についてということで、前回に引き続きましてそれぞれ、ご意

見、ご質問等があればお受けしたいと思います。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝仁） 前回までの委員会で、この庁舎は使わないというふうな事が決められた

と了解をしております。今後につきましては、場所の問題だとかいろんな具体的なことに 

 なってこようかと思います。私は行政は行政、議会は議会で広く町民の声を聞く、そういう 

 機会というか形を、やはりこれからは取るべきでないのか、その上で具体的な議論に入って

いくということが、必要でなかろうかと思います。この前、出されました広報にも、いわゆ

る庁舎のことにつきまして、行政側のほうから出ておりました。色んな行政側の考え方が、

町民に示されておりました。そのところでも、具体的に町民の意見を聞いていくというふう

なことが見受けられるかなと思ったのですけれど、そういう姿勢ではいらっしゃるとは思う

んですが、そういうところが窺えなかったような気がいたします。もう一つは、議会につき

ましては庁舎、場所等については議論していただいている、というふうな報告がありました。 

  いわゆる議会がこれで決めて、議会が決定なったので町民説明に入る、というふうな進め

方は、私は庁舎のことにつきましては、そういう進め方でなくて、具体的な一つの形を決め

る前に広く町民の、議会は議会として聞いていく、というふうな形、てつと申しますか、 

 そういうことを踏んでいかないと、町民に了解を得られないんだ、というような思いでおり

まして、意見を申し上げさせていただきます。 

○ 委員長（千葉幹雄） ただ今、芳滝委員のほうから今後の委員会の進め方にも係ってくる

のかなと思いますけども、広く町民から意見を聞く場面を作ったほうがいいのではないか、 

 そういう必要性があるのではないかという、ご意見であったかと思いますけれども、それに

ついて皆さん方、ご意見をいただきたい。考え方を出していただきたいと思いますけれども、 

 いかがでしょうか。いろんな考え方はあろうかと思いますけども、ここで結論を出すという

ことにはならないかもしれませんけれども、いずれにしても皆さん方のそういう意向を聞き

ながら、副委員長、議長とも相談はさせていただきたいと思いますけれども、ただそれに対

する皆さん方の意見も、あれば出していただきたいと思いますが。田口委員。 

○ 之） 僕も芳滝さんと同じような考え方を持っているんですけれども、もっ

と分かりやすく町民に説明をしながらですね、ここの調査委員会のほうで議論してはいかが

かなと思います。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） どうでしょうか。突然の話でしたのでね、なんともあれなんですけ

れども、その必要性は否定するものではありませんけれども、非常に手法というんですか、 

 あるいは実際どういうふうにして、そういった場面を設けてどうしていくのか、というのは 

 ここに慎重に検討しなければいかんと思うのですよね。そこは。皆さん方の大多数の意見が

が、そうあるべきだということであれば、当然検討していかなければならないと思いますけ

れど、既に皆さん方のところにも、それぞれ色んな町民の方々から、色んな意見、考え方 

 が伝わっているんであろうと思いますけれども。中橋委員。 
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○ 委員（中橋友子） 今のご提案は、私も町民の方の意見をしっかりと聞いて、いろんな機

会でお示ししながら、合意の得られる建設計画になっていくということは、大前提だと思い

ます。今のご提案なんですけれども、これは議会として、例えば特別委員会として町民に対

して意見を聞く機会を設けていくという提案だったんでしょうか。今のご提案は。 

○ 委員長（千葉幹雄） 私はそのように受け取ったんですけども、そういう受け取り方でよ

ろしいんでしょうか。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝仁） 一つ危惧をしていることがありまして、私たちが町民の付託をいただい

て、色んな意見を聞かしていただきながら、発言をさしていただいているわけですけれども、

それはそれで町民の考え方を、きちっと代弁していくということにはなるんだろうと思いま

すが、委員会として委員長おっしゃったように、大変手法がね難しいかと思いますけれども、 

 委員会として例えばアンケートでもいいでしょうし、委員会の進め方についても、どういう

形でもいいですけれども、そのコメントを求めていくというようなことでもいいでしょうし、 

 手法はいろいろとあろうかと思うのですけれども、委員会として一つの手法二つの手法で 

町民と接触をもった、という形を私はとる必要があるのではないか。よく言われますのは、

行政と議会で決めてしまっていいのか、というようないわれ方をよくされるわけですね。 

私たちは町民の代表で出ているんだから、そういうことでないんだけどもと、申し上げる

んですけれども、一般の町民の目線と申しますか、その見たところでは行政側と議会で勝手

に決めてしまうのかと、いうふうな多くのそういう見方がされておって、よく私もそういう

批判を受けるわけなんですけども、そういう面からですね、行政は行政として町民の意見吸

い上げるんでしょうけれども、委員会は委員会としてそういう町民との接触を持つというふ

うな、何らかの形を私はして、委員会として議論を進めていくほうが、町民に対して理解を

していただきやすいというふうに思うわけです。 

○ 委員長（千葉幹雄） 分かりました。ちょっと私も勘違いした部分もあるんですけれども、 

 要するに町民と向いあって生の声を聞くということではなくて、例えばアンケートだとか 

 色んな手法はともかくそういう声を聞く必要があるんでないか、という提案ということでい

いんですか。手法は問わないと。 

○ 委員（芳滝仁） そうです。委員会の中で話しあっていただければ。 

○ 委員長（千葉幹雄） 関連してなんですけれども、ちなみに行政側は町民のそういうパブ

リッココメントというか、アンケートというのか、意見とかはそれはどう考えてるの。 

 企画室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭） 今月、９月の広報でも２ｐ、３ｐめの最後の方ですが、10 月以降

でですね地域に入りまして、説明会等々をですね計画、予定しています。ただ、10月とい

うのは、あくまでも今、議会で委員会でこのように審議をしている最中ということがありま

すので、それらの動向を踏まえつつ 10月の後半になることもですが、入る予定では考えて

おります。 

○ 委員長（千葉幹雄） 成田委員。 

○ 委員（成田年雄） 町民の代表として選ばれた以上ね、町民に聞くことも必要なのかなと 

 思うけれど、協議会である程度目処立てなかったら、町民に説明するといっても難しい話じ
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ゃないかと思うんですよね。そこでね、今、反対意見というか、もっと町民の声を聞いたほ

うがいいんじゃないかという声があるんだけれど、町民の声も必要なんだけれど、まず議会

としてどういう方針立てるかというものを、先に示すべきじゃないかなと思いますけど、ど

うなんでしょう。 

○ 委員長（千葉幹雄） いや、それも一つの考え方だと思います。斉藤委員。 

○ 委員（斉藤喜志雄） 僕は特別委員会の性格をきちっとしていないとだめだと思ってます

ね。この委員会が広く町民のとこに出て行って、色んな意見を聞いてそこから判断していく

んだよという性格のものとは、私は違うと思っている。私はだよ、間違っていればご指摘く

ださい。私は違うと思っている。したがって、既に基本的な計画が役場からこうやって、理

事者側から提示されている。基本的にはそういうところにのっかりながら、それじゃ、どう

いう改善点があるのか、どういう方向性が大事なのかというところをあれするのに、これか

らゼロからスタート、ゼロからとは言ってないと思うけども、スタートして色んな町民の 

 皆さんの意見を聞いてね、そしてこの委員会の中でこんな意見もあったよね、あんな意見も 

 あったよね、だからどうしたらいいんだろうね、というそんな時間的な余裕が僕はないと思

っている。スケジュール表見てもね。ご案内のとおり、特例債を使って云々という状況にな

れば、そんな時間的余裕もないし、あわせてそういうスタンスで例えばなんというのか、あ

れしていくのは町がやるという部分が、明確にここに地域説明会を開催いたします。ある程

度ここの委員会の中での結論が出てこないと、町の判断できなくなってくる。違いますか。 

 こうやって付託したけれど、あっちではどう出るでしょうねという説明会にはならない、と 

 私は思っている。したがって、そういう意味では手法は色々あるということですけれども、 

 この委員会の性格たるものが何なのか、というところをきちっと踏まえて物事を進めていか

ないと、数は力なりなんていうところが今度は左右するようになってきたんでは、これは 

 また問題が起こる。町民感情として問題がある。そういう意味で是非その辺は、整理をいた

だきたい、こんなふうに思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） 私が整理するものではないですけれども、一般論として基本的には

この特別委員会に付託され、付託されたわけではありませんけれど、調査をするということ

で委員会立ち上げたわけですから、当然、平生の議員活動の中で一般住民と触れ合う中で 

 色んな意見を聞きながら吸い上げながらですね、そして自分の意思でこの場面で発言をし 

 態度を明らかにするというのが基本的な原則です。ただ、芳滝委員からお話があったように 

 そういったことも否定はしません。否定はしませんけれども、それは皆さん方議論をして、 

 皆さん方が一致してそういうことが必要であるということであれば、やぶさかではないと思

いますけれど、基本的には原則的には今、私が言ったようなことだろうというふうに思いま

す。法は。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝仁） 委員会の進め方としましてね、町の提案がありました。それを是として

いくのか、否としていくのかというような進め方でこの委員会は進めていくのか、あるいは 

 町の提案があって委員が議論をして、その提案されたことに関してね、そのここはこうすべ

きだとか、あそこはああすべきだとか、そのこういうこともあるのではないのかという、や

はり委員会は委員会としてのね、議会なわけですから町民に付託されているところなわけで
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すから、行政とは違うわけですから、それはやはりそういう形でそのひとつのある程度の 

 方向性を出していくような委員会の方向性にもっていかれるのか、その是なのか否なのかと

いう形でね、基本方針が是なのか否なのかという形でこの委員会としての進め方としていく

のかどうか、その辺も私はこのあいだから出させていただいていておって、どういう進め方

をされていくのかなと。前回の町道の廃道の時には、これはもう出されて是なのか否なのか 

 ということで結論を出された。その後で、どうしてそういう結論を出したかということを、 

 私自身も町民からお叱りをいただいたことがありました。それがその議会として出させてい

ただいておってですね、いわゆるもち方としてどうなのかな。そういう進め方につきまして、

どういう方法でしていくのか。是なのか否なのかということにしても、それだけです。 

だからその辺の進め方について、どのようにしていくのか。議会がこれを是としたので、

議会が決めたから住民説明に入りますよ、という形で入っていく段取りをされておるのか。 

それはちょっと庁舎のことに関しては、なんですか、形として私は疑問を感じておるわけ

です。そういうところから、発言をさしていただいております。 

○ 委員長（千葉幹雄） 委員会の進め方なんですけれども、私としてはですね付託されたも

のではありませんので、今のところ付託されたものではありませんので、議決をするとか 

 しないとかいうことではなくて、調査をしてどうあるべきか、一定の結論は出しますよ勿論、 

 結論は出しますけれど議長宛にきちっと報告はしなければなりませんけれども、勿論、是も 

 あるでしょうし否もあるでしょうし、あるいは修正もあるかもしれません。そこは分かりま

せん。これからの話ですからね。ただ、いずれにしても目的をもった委員会ですから、一定

の方向性は出さなければならないと思ってます。そこはね。そういったことで、是、否、あ

るいは修正、一部修正とかね、まどうなるか分かりません。そういった一定の方向は出さな

ければならないと思ってます。今後の問題ですけれどね。一応、そういうことでいいですか。 

  成田委員、ちょっと待ってください。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝仁） 是か否か修正か、ということで広い考え方で進め方ということで確認を 

 させていただきました。 

○ 委員長（千葉幹雄） 陳情の部分、重なる部分もあるんですけれどもね、陳情は付託され

ていますから、これはもう採択か不採択か、そういう形になると思いますけれども、今の 

 この一番目のことに関しては議決をするものではありませんけれども、一定の方向性は出し

たい、というふうに思っております。成田委員。 

○ 委員（成田年雄） 何回も止められると言おうとしたこと忘れちゃうんだけれど。だけど、 

 今、前回の委員会では建替えということが決まったんだから、その方向性でもって場所設定

の目標というかな、そう位置づけして話し合ったらどうなんですか、これ。また、元に戻る

んじゃ戻るような話し合いじゃなくて、建替えしたらするとこはどこなの、ということを 

 特別委員長がちゃんとした方向性を持って進めてください。 

○ 委員長（千葉幹雄） 今、成田委員からお話があったんですけども、前回のあれで耐震工

事じゃなくて建替えをしようと。そこは一定の方向性、皆さんがた一致したところだと思う

んです。そういう方向性に立って、芳滝委員は次、場所の問題だとか色々、前から言われて

るように例えば分散したほうがいいんじゃないか、とかなんとか話がありましたよね。そう
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いったとこ、町民の意見を聞いたらいいんじゃないかという話だったんですよね。そうです

よね。いずれにしても、そういうことで今後の進め方だとかね、そういうのは理解してもら

ったと思うんですけれど、ただ、その委員会として、そういうそのどんな手法をとるかは 

 別として町民の皆さんの意見を聞く必要があるのか、行政側はやると言ってますからそれで

いいのか、あるいは平生の議員活動の中で充分それは汲み取れるか、その辺だと思うんです

ね。藤原委員。 

○ 委員（藤原孟） 私は一人の議員として、町民の自分のできる範囲の町民の声を私は聞い

て、常にここに来ております。しかるにおいてこの会が、いわゆる町民の声を聞くというこ

とを求める必要は私はないと思っております。それが私は議員の役割だと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 委員長（千葉幹雄） 原則的にはそのとおりだと思いますけれども。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 前回の審議していたことで、まだまだお尋ねしたいことがありまして

ね。それで今日はそういう審議されていくんだろうと思って、臨んでまいりました。 

  委員長言われるように、この委員会が別に付託を受けたわけではなくて、町が提案しよう

と、今計画しようとしていることに係って、自分たちもしっかり調査研究を行って、それを

生かす場面というのは議決の場面だと思うんですよね。ですから、予算が出てくる時にこの 

 委員会でしっかり議論したことが、そこで生かされる。どういう判断をするかはそこにかか

ってくると、いうふうに思うんです。ですからそういう調査、判断をする上にこれは絶対、 

 住民のところに出て行って聞いてこなければならないぞ、という場面があれば私はそういう

ことは否定しない。それはやるべきだと思うんです。ただ、今、建設を建替えでは無くてし

ようと、そういうふうに話をした段階で、まだまだ見えないことがたくさんあります。 

  こういう段階では、こういう机上でもっともっと議論を交わせることのほうが、大事だと 

 思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） ただ今、中橋委員からご意見がありました。町民からそういう機会

を作って、意見を求めたほうがいいのではないか。あるいは必要ないのではないか、という

ことになるとですね、皆さんがそれぞれがどっちか判断を詰めていけばですね、ですからち

ょっとその部分は今後の問題として、ちょっと留保させていただいて、今日のところはその 

 論議はそういう意見が両方あるということだけにしておいて、そして本来のですね、町の計

画に対してのご質問、あるいはご意見あればさらに議論を深めてまいりたいというふうに 

 思いますけれど、それでよろしいでしょうか。 

 （はいの声あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） そういうことで進めさせていただきます。先ほどからいってるよう

に、耐震ではなくて建替えをするということで、大方の方向性は見えたわけですけれども、 

 それにたって質問、ご意見を出していただきたいというふうに思います。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 前回の委員会のときに、建替えることを前提にしながら財政の問題も 

 よく考えていかなければならない。あるいは、既存の施設で同じような役割を果すもの、そ

れらの老朽化ですとか耐震化だとか、そういうことも考慮しながら結論を出していかなけれ

ばならない、ということで札内支所と町民会館の耐震化をするのかどうかという質問をさせ
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ていただいておりました。これについては、中々すぐには難しいんだということではあった

のですけども、再度その辺ははっきりさせていただきたいということと、あわせまして実は 

 私、平成８年の時に幕別町が大規模な建設事業をたくさん取り組んだ経過がありまして、そ

の起債がずっと後々にまで影響を及ぼしてきた流れがあります。今回も庁舎の建設は今、こ

ういうふうに提案されて一応描くんですけども、その後に前段言いました町民会館だとか、 

 札内の支所だとかに、急遽手をかけていかなければならないというようなことになれば、そ

ういった箱ものの施設にこれからもどんどん傾注していかなければならないのかと、いうよ

うなことがありまして、そのことがまた財政負担になるんじゃないかという心配もします。 

  そうすると、そういう状況を今全部出していただいて、兼ねて例えば庁舎の中にそういっ

た、今、札内の支所が持っている機能ですとか町民会館が持っている機能ですとか、そうい

うものも組み込んで新しいほうに進めていけば、財政負担なども少なくて済むのかなとか、 

 色んなふうに思いましてね、それで札内支所とそれから町民会館について、今、町側はどん

なふうに考えているのか、早晩、建替えが必要だと思うのですけれども、その危険度、そし

て建替えが必要なのかどうか、建替えるとしたらどのくらい、これは全然アバウトの話です

けれどもお金を必要とするのか伺います。 

○ 委員長（千葉幹雄） 企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） 札内福祉センター、それから町民会館の関係でございます。 

  札内福祉センターにつきましては、48年 9 月から 49年４月の建設でありまして、現在の 

 ところ耐震診断は実施はしておりません。町民会館につきましては、40年５月から 41年８

月にかけて建設をいたしまして、平成 16年に一次診断を実施いたしまして、そのときの  

ⅠＳ値が 0.636。これ一次診断の場合は 0.8を上回れば耐震性が充分であると。ですから二

次診断をしておりませんので、二次診断をした段階でそれがいくつになるのか、というのは 

 町民会館としては残っております。ですから町民会館は充分な耐震性が確保されていないと

いったのは、一次診断の結果を反映してそのように申し上げさせていただきました。それで、 

 札内福祉センター、町民会館ともに 30年を超え 40年を超えている施設でありますので、札

内福祉センターについてはまずは耐震診断を実施しなくてはいけないということで、現在、 

 新年度からの三ヵ年実施計画の中で位置づけを図っていかなければならないと考えており

ます。それと、中橋委員もおっしゃられたように、町民会館あるいは札内福祉センターには 

 大集会室としての機能がございます。約 350㎡程度の集会室であります。ですから、これら

も我々がご提案をしました基本方針案の中についてはですね、災害時の大きな対策本部とい

うのは、だいたい大きな会議室。それは通常は細かく使っているかもしれませんけれど、大

きな会議室というのが必要でありますから、そういうようなものも面積の中には、明確では 

 ありませんけれども積算上は入れてあります。ですから、町民会館、それから札内福祉セン

ター、それぞれ幕別本町地区、札内地区に建っておりますので、やはりその場所の問題とい

うものは、庁舎の場所の問題と連動してくるということで、今後、両施設を建替えるのかで

すとか、あるいはそうなった場合の建設費がいくらかになるのですかというのは、現状では 

 ちょっと申し上げることができないよということを、ご理解願いたいと思います。        

○ 委員長（千葉幹雄） よろしいですか。 
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○ 委員（中橋友子） はい、わかりました。 

○ 委員長（千葉幹雄） 若干休憩いたします。 

 （暫時休憩） 

○ 委員長（千葉幹雄） 休憩を解いて再開いたします。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 大集会室を作ってというのは、要するに新しい庁舎を建てるときには 

 そういうことも描きながら、進めてられるということですね。それでですね、そうなってく

ると場所をどこにするかということになってくるんだろうと思うんです。ここに建てば町民

会館の機能は生きて組み込むことが出来るかなと。札内に建てば支所の機能、支所の機能と

いうか札内に建てば札内が本庁になってしまいますよね。そういうこともありますので、要

するに財政プランといいますかね、そういうものを本当にしっかり持って、しかるべきとこ

ろに建てて欲しいな、建てるべきだなと思うものですからね。札内の状況は調べられている

と思うんですが、ひどい状況です。支所の状況はね。今、第一次診断で 0.63ということで 

 ありますから。町民会館が 0.63ですか。札内はしないんですもね。新年度ですもね。頑張

りますね。見たところでどうかということと、町民の使い勝手からしてどうかというふうに

なれば、もう皆さんご存知のように１階が事務場で２階が講堂なんです。階段は螺旋という

か円形で、高齢者は昇れない人いっぱいなんです。昇降機つけて欲しいと一度いったこと 

 あるんですけれど、つかないんですよ、場所的にも。無理なんです。２階に講堂があるとい

うのは、この高齢化社会に向けてどうなのか、それなりの設備がなかったらというような 

 ことが、いっぱいある中で、今、この庁舎建設問題が議論されているわけですよ。ですから 

 ある程度そういうものも、計画性をもって示しながら庁舎のほうに取り組んでいかないと、 

 住民合意が中々得ずらいということで、答弁いただければください。 

○ 委員長（千葉幹雄） 企画室長。 

○ 企画室長（堂前芳昭） 今、中橋委員のほうからございましたが、これ確かに今後の財政

的な状況も踏まえた中で、三ヵ年あるいは総合計画の中でもですね、そういうプランニング

は当然していかなければならないものだと、いうふうには認識しております。ただですね、

これ今現在、場所の問題が一つ大きなネックとなっております。それによってはですね、財

政計画、財源の部分も含めてですね、見えてこない部分が多々非常にあるもんですから、中々

立てづらいというのが、こちらのほうの行政としての考え方なんですけれども、いずれにし

てもですね、プランニングについては当然必要なことだと思っております。 

○ 委員長（千葉幹雄） 成田委員。 

○ 委員（成田年雄） 幕別庁舎が建ったとしたら、そういう改築なんかしたりする予定でも 

 あるのかな。プラン。ないの。 

○ 委員長（千葉幹雄） 企画室参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） 札内福祉センター、48年９月から 49年３月に建設したもので

すので、30年を超えているわけですけれども、まずは耐震診断を行ったうえで、耐震補強

が必要なのかどうなのか、それにどの程度のお金がかかるのか。ですから、そうなった時に 

 耐震補強がもし必要ないということであれば、今、中橋委員も先ほどおっしゃられたように 

 やはりその高齢者の方々が２階に上がるのに、階段が大変だということからですね、どうし
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てもそのエレベーターを大きなものは無理にしても、エレベーター設置することが出来ない

のかとかですね、次の判断に入っていくわけなんですけども、まずはやはり建物が健全なの

か、あるいは耐震補強が必要なのか、耐震補強する場合にはどの程度のお金が必要なのか、 

 というのが出たうえで札内福祉センターについては、その段階で判断をしていかざるを得な

いのではないかというふうに考えます。 

○ 委員長（千葉幹雄） 成田委員。 

○ 委員（成田年雄） 耐震審査もしないでそく新庁舎設計に入ったと思うけれど、ただ、私

は幕別町に作ってそれで我慢してもらうという方向でいいんでないかなと思うんだけれど。 

  それで早めに場所の設定を委員長さんの判断で、委員の皆さんの判断で早期に場所を設定

してもろもろの条件をクリアしてもらいたい。それで私は庁舎の裏にお願いします。 

○ 委員長（千葉幹雄） 成田委員の意見は分かりました。ほかにいかがですか。これ、提案 

 なんですけれども、意見だいたいそれぞれ出し切ったとは言いませんけれども、一定程度の

意見は出していただいたかなと思うのですけれども、今委員会でずっと論議を重ねてきて、

耐震工事ではなくて新築をしよう、したほうがいいんでないかと一定の方向が見えた。 

そして、前回、芳滝委員から分散化の問題ですね。健康センターを使ったらいいんでない

かとか、要するに分散させたほうがいいのではないか、と意見が出たかと思うのですけれど

も。これ進めていく上に、陳情を議題として陳情をたたいてもいいんですけれども、陳情に

は何項目かありますから、ちょっとあれなんですけれども、委員会としてこのあいだのよう

にですね、耐震工事でなくて新築したほうがいいだろう、というようなあんなような形の中

でですね、分散化をするような庁舎がいいのか、それとも今のような状態、支所機能の強化

はこれ別ですけれどもね、別ですけれども要するに集約型ですよね。一箇所にしてますよね。

教育委員会いったり、一部でたりしてますけれども、それは別として。その辺をですね、ま

ず整理をしないと場所の問題ですとか規模の問題ですとかでてこないと思うんですよね。そ

の分散型がいいとなると、今度、場所決めても規模決めても全然話もとに戻りますよね。で

すから、そういった意味で適当なところで、分散型がいいのか、あるいは今までみたいな集

約型の庁舎がいいのか、そこを整理しないと前に進んでいってもまた戻ってくる可能性があ

ると思うんですよね。それで、皆さん方にお諮りをするんですけれども、そういう整理の仕

方はいかがでしょうかね。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝仁） あの陳情のことにつきましては町民があげていただいて、多少、私も意 

 を同じするところもあるわけでありますけれども、要はやっぱり札内の住人が出されており 

 ますから、その 70％の人口が集中して今現実に７人の職員で対応されている、ということ 

 がある。この間、お話申し上げましたように色んな意味で、札内のほうから本庁のほうに足 

 を運ばなければならないということもあるわけであります。もう一つは、大災害が起こった 

時に橋が二つづつあるわけですから、７人の職員で対策本部が作れるのかなと。そういう、 

 いわゆる住民サービスといいますか、その今後のまちづくりに関してその心配をされている 

 意向として、私は受け止めさせていただいてまして。その庁舎を分庁とするというよりも、 

 三極化しているわけですから、本町、札内、忠類にきちっとですね、ある程度の対応ができ

るようなその施設なり職員配置なりというふうな形のことを、趣旨としては私は望んでらっ
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しゃるのではないのかと。陳情として言葉であげておりますけれども、趣旨はそういう趣旨

として、あるんだろうと私は受け止めて、そういう部分では自分のところでもああそうだな、 

 と思っているところがあります。そういう意味で、この陳情は陳情であげられた方の思いも

あるでしょうし、活動していらっしゃる方々、たくさん役員さんがいらっしゃるようですか

ら、そういう方々の思いもあろうかと思うんですよね。私は相談がありまして、もし聞いて

もらいたいということがあるんだったら、それはどんどん議会事務のほうに直接話をされて

くださいと。その思いをお話されるようなことは、それは開かれるか開かれないか分からな

いけどね、そういうふうなこともですね、その私はかえすことはできないけれども、直接 

 そのままされてくださいと。そういう趣旨のことが、思いのことがあろうかと思いまして、 

 そういう意味でいわゆる集約型、分散化というふうな形でですね、さっとわけてしまって、 

 結論をだしていいのか。今、おそらく中橋委員がおっしゃったような全体的な一つの流れの 

 中で、調査というものもやはり場所のこともそうだし規模のそうだし、考えていかなければ 

 ならないのだろうと、こう思っているところでありまして。その辺のところの思いともうし

ますか、趣旨というものも申し出られているか出られていないか私分からないんですけれど

も、もし申し出られたらそういうふうな思いも、おそらく広い思いでいらっしゃると思うん

ですよね。そういうことも聞く機会もあってもですね、いいのではないかというふうな、私

は個人でそう思っておりますけれども。だからすぐ集約型か分散型かという形で、結論だし

てしまうことについては、いろんな札内福祉センターだとかいろんな町民会館のこともあり

ますから、そういうことを含めてですね、その進めていただければなと、こう思うところで 

 あります。 

○ 委員長（千葉幹雄） 芳滝委員からの意見でありましたけれども、当然、陳情が出ている

わけですから、願意というのでしょうか、それはそれとして受け止めますけれども、ただ委

員会の運びとしてですね、一つづつ何というのですか、結論に向かってどういう結論が出る

か分かりませんけれども、絞り込んでいかないと広い話になって中々ですね、集約しずらい 

 というのでしょうかね。ですから、順番から先ほど申しあげましたように、耐震でするのか 

 新しく建てるのかまず整理しましたよね。そして、私の考えとしては分散型の庁舎にするの

か集約型にするのかによって、場所も変わってくるし規模も変わってくるわけですよね。 

  そうなると、先にそこをたたかないと、例えばここがいいとかどっかがいいとかなっても、 

 いや分散型だというならまるっきり変わってくるわけですよね。ですから、私は進め方とし

ては、一つづつそうやって積み重ねをしていって、方向性を見出していくのが一番いいのか

な、という考え方を持っていたわけでありますけれども、その辺は皆さん方にお諮りをしな

がら進めていきますけれどもね。独善的に進めようとは思いませんけれども、ただ、やはり 

 委員会を預かるものとしてはですね、そういうふうにして進めていかないと、中々方向に 

 向かって話が進んでいかない、というふうに思っているもんですからご提案をさせていただ

いたんですけども、若干休憩をしてもいいんですけども、その辺皆さん方の忌憚のない意見

を聞かせていただければな、というふうに思いますけれどもいかがでしょうか。 

  それでは暫時休憩をいたします。 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは休憩を解いて再開をいたします。先ほど私が皆さん方にお
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諮りをした件であります。この辺で集約型の庁舎がいいのか、あるいは分散型の庁舎がいい

のか、そこを整理したいとお諮りをしたわけですけれども、よろしいということでございま

すので、分散型の庁舎あるいはまた集約型の庁舎、これ支所機能の強化は別です。それはま

た別の問題ですから、あれですけれども。そういったことで、いずれかの方法、建かたがい

いのかお諮りをしたいというふうに。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝仁） それ、話をされたいというのを聞かないで決めるのですか。聞く機会く

らい与えられたほうがいいのではないですか。 

○ 委員長（千葉幹雄） いや、聞く機会は与えていますよ。前川委員。 

○ 委員（前川雅志） ここで求めたら説明に来るというだけで、議会からどうという話では 

 ないのではないですか。この話聞けってくるのは、ちょっと違うと思うんですけど。 

○ 委員（乾邦廣） 委員会として陳情者の説明を求めたらいいんじゃないですか。そして、 

 その後判断しましょうということで。そんなことで、陳情者の説明を充分聞いたほうが。 

○ 委員長（千葉幹雄） 休憩でありませんので、あれなんですけれども。私の受け取り方は

先ほど局長がお話したように、委員会として聞いて欲しいということではなくて、当初は 

 事務局長にお話したいということだったけども、事務局長は聞いても私聞いてもそれはあれ

だ、ということで私のほうに振ってきた。私のほうでは、聞くことはやぶさかではありませ

んよ、それはどうぞということで、日程は調整しました。ただ、さっきの話になりますけれ

ども、聞いて皆さん方にですね、そこまでの責めというかそういう役割は、要するに聞いて

委員会で説明するという役割では受けておりませんからね、今のところは。それは個人的に

代表者がきて、お話をしたいということですから。今のところは。 

休憩します。２時 10 分まで休憩します。 

 （休憩） 

○ 委員長（千葉幹雄） 休憩を解いて再開いたします。先ほどらいから色んなご意見をいた

だいております。お諮りをしますけれども、新庁舎の建設等についてということであります

けれども、これは今日のところは留保してまた色んな意見があるかと思いますので、この部

分は留保して、この２番目の陳情第８号、役場庁舎の分散設置を求める陳情書を議題として

ですね、今日勿論結論出すわけではありません。前段、さわりの部分というか、この中身を 

 皆さん方勿論熟読されているかと思いますけれどもちょっと触れてですね、今、休憩中に 

 本人からお電話があって、この委員会に出席をさせていただいてお話をさせていただく機会

を与えて欲しい、というようなお話だったそうであります。ですから、このあとその賛否に 

 ついてですね、皆さん方にお諮りをしたいと思いますけれども、取りあえず陳情第８号、役

場庁舎の分散設置を求める陳情書を審査をしたい、というふうに思いますけれどもよろしい

でしょうか。 

 （はいの声あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） はい、それでは行政側の事務方のほうはご苦労様でした。結構です

のでお引取り願います。それでは、陳情第８号、役場庁舎の分散設置を求める陳情書を議題

といたします。それぞれ、この陳情書に対する考え方、ご意見をいただきたいと思います。 

 乾委員。 
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○ 委員（乾邦廣） この陳情第８号、役場庁舎の分散設置を求める陳情書は、先ほど暫時休

憩中でありますけれども、陳情者の人が説明をしたい、という意見がきていると思いますの

で、説明させてくださいという意見でありますので、次回の委員会に説明を充分していただ

いて、委員会がしっかりと聞いて、その後からその上で分散型の審査に入ったらよろしいか 

 と思いますが、提案をしたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） ただ今、乾委員のほうから説明にきたい、また当委員会としてそれ

を良とするかしないかはこれからですけども、来るんであればそのときにお話を聞いて、そ

れから審議に入ったほうがいいんでないかというご意見ですけれども、いかがですか。 

 （いいという声あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） いいですか。いいという声が多かったように思います。それでは、 

 そのように次回ですね、陳情者本人がきてこの陳情に対して説明をするということでござい

ますので、まず当委員会としてそれを認めるというのでしょうか、そうした方向になってい

くのかどうなのかお諮りをしたいと思いますがいかがですか。 

 （異議なしという声あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） いいです。それでは出席を求めるということで、委員会として正式

に出席を求めるということで、決めさせていただきたいと思います。 

  次の開催日でありますけれども、副委員長と相談をしてございます。一般質問の２日め、 

 だいたい勿論午後ですけども、時間的な余裕があるということなもんですから、その時に次

の委員会を開催したいと思いますがよろしいでしょうか。時間につきましては、本会議終了

後ということです。14 日です。よろしいでしょうか。それまでこの陳情書をよくみて、研

究をしておいていただきたいと思います。 

 

※ この後、庁舎建設に関する調査特別委員会視察日程案を説明し了承される。 

 

 （閉会 14：20） 
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 （14：50 開会） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、ただ今から第６回めになります庁舎建設に関する調査特

別委員会を開会いたします。６月の定例会で本特別委員会に付託されました、そして継続審

査となっております陳情第８号、役場庁舎の分散設置を求める陳情書を議題といたします。 

  審査に入る前に各委員に申し上げます。この件につきましては、前回の委員会におきまし

て陳情者の岡田正著さんに、参考人としてご出席をいただき、ご意見をお聞きすることとな

っております。委員の皆さんから特にご意見がなければ、さっそく岡田さんをお呼びしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。異議がございませんので、それではさっそく参考人に 

 入室していただきたいというふうに思います。暫時休憩します。 

 （暫時休憩） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは休憩前に引き続きまして、会議を開きます。参考人をご紹

介いたします。幕別町役場庁舎のあり方を考える会の会長であります、岡田正著さんでござ

います。 

○ 参考人（岡田正著） 岡田でございます。本日は貴重な時間をいただきまして、真にあり

がとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 委員長（千葉幹雄） それではここで委員会を代表しまして、一言お礼を申し上げたいと 

 いうふうに思います。岡田会長におかれましては、大変お忙しいところ、当委員会にご出席 

 いただきまして真にありがとうございました。当委員会を代表して厚くお礼を申し上げたい

と思います。本日は限られた時間ではありますが、是非忌憚のないご意見を述べていただく

ようお願いしたいと思います。それでは会議の進め方について申し上げます。陳情第８号に 

 つきましては、皆さんすでに６月定例会で付託を受けております。目を通していただいてい

ることと思いますので、この後、岡田会長から陳情の趣旨について、ご意見、そしてご説明

をいただきたいと思います。その後で、各委員の方から岡田参考人に対する質疑をさせてい

ただきますので、それぞれよろしくお願い申し上げたい、というふうに思います。そして、 

 岡田さんにおかれましては、それなりに質疑に対してお答えしていただければありがたい、 

 というふうに思っております。なお、念のために申し上げますけれども、参考人からは委員

に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、あらかじめご了解いただき

たいというふうに思います。また、発言の際には挙手をしていただき、私の指名の後にお手

元のマイクのスイッチを押してからお願いをいたします。 

  それでは、参考人の発言を許可いたしますので、陳情の趣旨、目的等について座ったまま

で結構ですので、ご説明をいただきます。岡田会長。 

○ 参考人（岡田正著） それではただ今お話ありましたように、陳情の趣旨等々につきまし

て、補足的な説明も含めまして、今日、お時間をいただいてご説明させていただきます。 

  ６月 13日付けのですね、役場庁舎の分散設置を求める陳情書ということにつきましては、 

 趣旨はご案内のとおり皆さん既にご理解いただいたと思います。これは、内容、趣旨はその

とおりでありますけれども、では、なぜ陳情をですね提出する運びになったかと申しますと、 

 まず第一に、現、岡田町長がですね選挙戦で立起される際に、このことについて庁舎の問題

についての公約といいますか、そういったことは一切ございませんでした。そして、町長選
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に当選した後でですね、いきなり、私の記憶では６月２日だったと思いますが、北海道新聞、 

 あるいは十勝毎日ですかに、報道されました。庁舎を新築するという内容が、決まったとい

うような報道でございました。私はその時に、地域住民のですね、安心・安全に係る一番根

幹である、拠点であります庁舎をですね、そういう住民の意向、何も無にですね、決まった

かのように報道されたことに、大変疑義を感じまして、それに対する仲間、近くの者たちの 

 賛同もございまして、やはりこういうことは住民の意向を聞くべきではないだろうか、と。 

  したがって、いきなりこういう報道をして決まったかのごとくですね、報道されて、それ

が既成事実になって動き回るということには、大変疑問である。という思いを持ちまして、 

 やはり日本の国の民主主義の原則にのっとってですね、もう少し住民の意見を聞いてもらい

たいということでもって、会の活動が始まった、というのが経緯でございます。 

  趣旨の中に４つほど、要点をまとめて申し上げております。 

  一つは、機構改革と防災計画の見直しという点でございます。 

  二つ目は、建設コストの削減ということであります。 

  三つ目は、職員配置と適正な住民サービスということ。 

  四つ目は、冒頭に申し上げたことと重複するかもしれませんけれども、広く町民の意向を 

 聞いて欲しい、という４点でございます。これに基づきまして、ご説明させていただきたい

と思いますが、一番の機構改革と防災計画の見直しという点につきましては、位置と何とい

いますか町の部、課の設置の問題でありますが、本町はやはり本部でございますから、総務

とか企画とかあるいは議会事務局は勿論そこにおく。それから、民生部、建設部、経済部、 

 各三つの部の一部を置くと。主流になるものは置くわけでございますけども、それはやはり 

 現庁舎の裏ではなくてですね、私どもが考えるのは保健福祉センターあたりにですね、補充

して建てるというようなことが、よろしいんじゃないかということの趣旨であります。 

  それから札内につきましては、現在７人、あれだけの人口がいて７人しかございません。 

  そこが、やはり窓口業務のほかに、民生部の一部、例えば介護の関係とかこども課のよう

なもの。それから建設部につきましては施設課だとか、経済部につきましては商工観光課 

 あたりを設置して、さらに防災センターというものの設置が全然ないわけで、何か 3.11で

はございませんけれども、大震災、大水害が起こった時にですね、大地震ですね、起こった

時にどういう対応ができるのか、ただ自主防災の現状の公区まかせではですね、私はいけな

いというふうなことに思っております。つまり、総合支所的にしてですね、おかないと７人

ではですね、例えば防災センターの組織というのちょっと前にみたんですけれども、総務広

報、それから衛生、保健福祉、経済支援、建設班、教育班、こういったものをですね、やは

り組織して動かないといけないというふうに思いますが、そういう体制にはとても７人では

できかねると判断をしております。これは札内地区にない最大の疑問点でございます。 

  ちょっと補足説明いたしますと、他町村の例でございますけども、分散設置ということに

関しましては、アンケートのご意見の中にもありますように、分散すると作業効率、仕事の 

 効率が落ちるだとか、あるいは分散することによって職員の配置が増えるとか、そういうよ

うなご意見もあることは確かでありますけれども、現在、他町村の例でいいますと安平町 

 ですね。安平町につきましては、従来からの早来庁舎とそれから追分庁舎があります。これ
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が、札内と幕別本町の比ではなく距離があるわけですけれども、幕別町の例でいうと民生部、 

 建設関係が追分にあります。早来というのは本来の本庁舎みたいな感じで進んでいるわけな

んですけど、聞き及びますと業務に関係するものの支障がまったくないと、職員も増えた 

 わけではないと。むしろ住民サービスだとか、住民対応、それからそういったもののですね、 

 対応がスムーズにいって喜ばれているというような、ことであります。わずかにデメリット

といいますと、町民から出た申請書とかあるいは嘆願書とかそういった書類がですね、即刻 

 まわらないという点があるかもしれませんけれど、それは一日でまわるし、今、メール等々 

 を利用すれば、スムーズにまわりおると聞いております。さらに、新ひだか町ではですね、 

 静内、三石ですかこの二つについて町長さんがですね、交互に出勤するというような対応で 

 あって、つまり仕事に関係する内容にはですね、それほど懸念されるものはないということ

に聞いてございます。 

２番目のコスト削減という問題につきましては、実はアンケートを収集した時にですね、

少し意見交換会を開いて欲しいということもございまして、９月９日に開きました。その時

も含めてですね、やはり住民の最大の多い声は、この時代に借金を増やさないで欲しいと、

やはりできるだけコストを削減した現在使えるものは使うという中でですね、配置を考えて

いくべきでないか、という意見が圧倒的でございました。たまたま、私がネットでみた中で

ですね、前の鳥取県知事の片山総務相がですね、合併特例債に関連するようなことの中でで

すね、このようなことが書いてございました。鳥取市が移転新築の財源の柱とする合併特例

債など、国が地方交付税で支援する地方債にも言及した時にですね、全国の自治体があちこ

ちで使えば交付税の将来の必要量は増えるが、交付税は今後減りこそすれ増えることはない。

得だ、得だといって借金して、その面倒を国がどうやってみるのか、所管大臣の私が結構危

ないですよ、と言ってることを頭において欲しい。活用には慎重になるべきだ、との考えを

示した。これは読売新聞からの引用でございます。やはり国がこれだけ疲弊している時にで

すね、合併特例債があるから今はチャンスであるというような考え方は一方であるかもしれ

ませんけれども、いかがなものかなというふうに考えます。合併特例債はあくまで借金で、

普通交付税措置につられると借金地獄に拍車をかけるというような、違う土地の大分県でご

ざいますけども、そういった記事もございます。是非、こういう点ではですね、十分検討を

要する必要があるというふうに思っております。返済には当然長い間の利子がつくと思いま

すけども、返済期間が長くなれば利子も含めて、返済額も増えてくるということでございま

す。町の広報で、私どもがこの活動で陳情書を出した後に、7月、８月、９月と広報で色々

庁舎建設のＱアンドＡとか、それからどうしてそういうことの経緯になったかというような

ことが書いてございました。確か８月号だったかと思うのですけれども、新築の場合には

23億強、改修の場合で 11億弱というような数値が出てございました。しかし、そもそも現

庁舎を建設した時におそらく鉄筋コンクリートでしょうから、耐用年数は 50年くらいはあ

るんだろうと僕は思うんですけれども、これが 30数年でだめになったということに対する

検証、総括そういうものがきちっと出来ているのかどうなのかという問題は私は疑問を感じ

ます。やはり、そして民間会社でいうバランスシートをですね、この庁舎の残存価値といい

ますか、償却残というのがいったい幾らあってそういうものが、ようするに負の資産として
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償却するのであればこれもまた、借金の上乗せと金銭的にはそうではないかもしれませんけ

れども、負の資産であるとことには違いないというふうに判断をいたすわけであります。 

３番目の職員配置と住民サービスということにつきましては、一番で申しあげたこととち

ょっと重複するかもしれませんけれども、やはり札内支所が総合支所化して欲しいというこ

とですね。結局、本町と忠類というのはこれはしばらくそういう形が続くと思いますが、札

内が現状のままの支所であるならば、先ほどの防災関係もそうですし、住民対応もそうです

し、やはり対応のワンストップ化ということを考えれば、もう少し考えていただかねばなら

ない点ではないだろうかと、そのためには今ある施設を最大利用することを考えながら、足

りない部分は足しまししていくというようなことがですね、私はベターでないかと思ってお

ります。諸外国の例をいってもしょうがないんですけれども、決して一箇所でやることが最

大の利点ばかりかというとそうでなくて、やはりバックアップ体制というのでしょうか、危

機管理というのでしょうか、そういうことも含めてですね、分散しながらですね、町長と副

町長が別のところにいるとかですね、そういう対応をやっている時代でありますし、やはり

大災害、大地震、そういったものがいつくるかわからないという、こういう時代であります

ので、そういったことも含めてですね、もう少し分散化というものを真剣に考えていただき

たいと、主張するわけであります。 

４番目の意見交換の場を作って欲しいというのは、冒頭に申しましたけれども、やはり 

 何も意見を聞かないでですね、こういうことがどんどん進んでいるという点に、本当にそれ 

 でいいのか、もう一回ですね、もう一回原点に帰って考えていただきたいというのが、本当 

 に切実なお願いでございます。私がそこに資料としてお配りいたしました、１回目はＰＲ版 

ですから意見も何もなかったんですけれど、そのときにも意見はきまして、皆さんには確か 

コピーで議会事務局には渡しました。その後にきたご意見がちょうど①に賛成、②の賛成、 

③に賛成というのが５つづつありましたので、三部コピーさせていただきましたが、それは 

読んでいただければいいわけですけれども、アンケートの集計はですね 360ちょっとです。 

それから電話だとか、そういった文書の意見だとかいれますとですね、約 400近いものが私 

の手元にございます。これはやはり何というんですか、返信封筒を入れたアンケートであり 

ませんし、チラシの中にぶっこんだものですから、若い人なんかはおそらく見ないでいる人 

も多いでしょうし、それからそういった意味では、帯広に勤める方が札内地区多くてですね、 

あまりどっち建ってもいいやという無関心派も多いかとは思うんです。しかし一方では、選 

挙の出口調査と同じようにですね、これに関心のある人はかなりのアンケート数をいただけ 

た、ということに私は価値があると思っております。そして、ファックスのない方はお年寄 

りですけれど、80円切手を貼ってですね、アンケートをわざわざ郵送してくださると、こ 

の郵送も 60通くらいございました。そういった意味では非常に、自分としてはですね、ど

ういう意向であるかというものが、何となく伝わってくるというふうに思っております。 

 これは一々読みませんけれども、皆さん方が読んでいただければいいんですけど、私は 

その中で一つ感動したのはですね、建物が古くても職員の方が生き生きとして仕事をして 

いる、そういう幕別町であって欲しいと、立派な庁舎が建っているけれど、町が疲弊してい 

るという町村は幾らでも見ている、というところであります。何とか一つ、そういう意向も 
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多いのだということを理解していただきたい、ということであります。是非、このアンケー

トの内容をですね、論議の中に少し加えていただいてですね、十分再検討をお願いしたいと

いうふうに思ってございます。 

 最後に、本町の方も分散設置、あるいは札内設置を主張しているかたもございますし、一

部、町の若い職員の方でもですね、何とか現状のものを使いながら、借金を上乗せしないで 

進むべきだというご意見があったことを付け加えさせていただきまして、簡単ざっぱくであ

りますがご説明、陳情にかえたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○ 委員長（千葉幹雄） ありがとうございました。以上で岡田会長の参考人のご説明、意見

陳述が終わりました。次にただ今の意見陳述に対する質疑を行いたいと思います。質疑のあ

る方は、挙手をお願いいたします。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 参考人の方、大変ご苦労さまです。何点かお尋ねをしたいと思います。 

 この庁舎のあり方につきましては、これまでこの委員会で私どもも様々な角度から議論を重

ねさせていただいてまいりました。あり方を考える、幕別町役場庁舎のあり方を考える会の 

 陳情の趣旨の中で、建設費の削減。つまり財政負担について随分ご心配な点が書かれており

ます。私どもも、この建設に当たってはこれまでの幕別町の財政状況のこともありまして、 

 随分財政問題についてはこの議会としても、議論を深めてきたところです。つまり町民の負

担になっていくわけですから、この点では庁舎を建設するにあたっても華美にならない。そ

して、財政負担は極力避けてということで取り組んできたところです。そういう点では、意 

 を同じくするものではあるんですが、ここでですねお尋ねしたいことは、まず分散すること

によって経費がどのくらい、新しく建てないということでありますから、予定されている

23億が当然かからないということは分かるんですけれども、分散することによって行政の

効率ですとか、あるいは職員の一つの場所で完結できないということもあって、増員をしな

ければならないとか、様々なコスト、経費の面で逆に建設費は下がってもそういった行政コ

ストが増えていくと、いうふうに思うわけですが、その点はどのようにお考えなのかという

のが１点です。 

  ２点目は、この分散について非常に細かく部署の名前まで記入されまして、それで三箇所

に分けてということであります。それぞれ幕別の中にはこれだけじゃなく、様々な部や仕事

をしているところがあるわけですが、特に民生部、建設部、経済部、ここが経済部について

は３分割、民生部は２分割、建設部も２分割というようなことで、具体的に提示されており

ます。この具体的な提示に至った理由はどのようなことなのか、伺いたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） よろしいですかそれで。岡田会長。 

○ 参考人（岡田正著） 第１点目の建設コストは分散によって下げようという意図は分かる

けども、ランニングコストはかかるのではないかというお話の要点だったかと思いますが。 

 ランニングコストというのは、例えば職員が増えればその分だけの人件費が増えますが、私

は増えることはなくやれるのではないかというふうに思っております。それはなぜかという

と、例えば建設部の中の施設課の人たちをどちらにも配置するということになれば、人の問

題で問題があるかもしれませんけれども、一つの課を動かした時に住民に十分その位置、そ

れを知らせておけばですね、何も人は増えないで済むと思いますし、ランニングコストで 
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 あと関係するというのは、どうなんでしょうか、あまり考えられないんですけれども、例え

ば一箇所に、地下１階、地上５階の大ビルを建てた場合と、分散して現状のものを使ってい

ながらの事務費、あるいは電気代、そういったものについてはむしろ建設コストに対応して、 

 かかるものはないというような感じは思っているんですが、違いましょうか。 

  第２点の細かい課まで含めたというあれはですね、それはやはり札内を総合支所にしても

らいたい。そこに、やはりそれなりの人を配置する。その時に建設部なら建設部を先ほど言

った様に、一つの課を半分に分けるのではなくて、建設部何々課、何々課という中の一つを 

 持ってくれば、なんというのでしょうか、いいのではないか。例えば、民生部で言うと商工

観光課なら商工観光課を札内に持ってくるということであれば、毎日会議やられているわけ

でないでしょうし、充分パソコンで業務内容の交換というのはできるでしょうし、そういう

ことを申し上げているわけで、それが分散化したときの人の増えない、仕事の効率が落ちな

いやり方だと思っているわけです。 

○ 委員長（千葉幹雄） 中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） ありがとうございます。私どもがランニングコストが高くなるんでは

ないかということで、お答えをいただいたところですが、必ずしも当てはまるということで

はありませんが、例えば、郵政省が民営化になりまして分社化というのが進みましたね。 

  その分社化によって、それぞれ今まで局として一元的に色々な仕事をしてきたけれども、 

 その分社化によってそういうことができなくなって、ランニングコストが随分あがったとい

う、そういった現状も聞いております。ですから、基本的には住民にとってどういう役場が 

 いいかということになれば、やはりワンストップでそこの場所で全部完結するのが、一番い

いということになりまして、そういう努力と体制作りというのは、今後も町としては十分に 

 やっていかなければならないことだと思います。ただそれが、分散することによって、果た

してその効果といいますかね、そういう点で先ほどの郵政省の例も出しましたけれども、逆

に完結しないでコストがかかっていくという、そういった事例もありまして大変危惧するわ

けであります。その辺は、私どもの考えでありますのでね、もしそれでお答えいただけるよ

うなことございましたら、聞かせていただきたいなというふうに思います。また、１の中に、

防災計画の見直しが書かれてございます。これも、東日本大震災があったということもあり

まして、また今般、大変大きな台風もございまして、私どもも本当に心配もして議会として

も、これも議論を重ねてきてまいりました。見直しそのものにも、取り組むということで 

 これまでのその本部といいますか、防災対策、一番基礎となるセンターのあり方などについ

ても、これは十分今後変えていく必要があると思うんです。ただそれも、どこにどう設置す

るかというのは、勿論一番効果的にやらなければなりませんが、分散するということと必ず

しもつながらくても、分散がなくても計画を見直すことによってやっていけるんじゃないか

と。人の配置についても、必ずしもそこに座っている職員だけが、その対策本部に入ってい

くということでもありませんのでね、そういうやり取りをしていけば、もっともっと住民の

皆さんの安全というのは、確立することが出来るんじゃないかというふうに、本当に率直に 

 思うんですよね。そういう点につきましてもね、もしお考えございましたらお願いしたいと 

 思います。 
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○ 委員長（千葉幹雄） 岡田会長。  

○ 参考人（岡田正著） やっぱり従来まで想定できなかった大地震、大津波が 3.11東北に 

 起こったわけですね。それは、本当に想定外だったということかもしれませんけれども、も

しも幕別町でですね、そういうことが起きた場合に、起きた場合にここにしか本部がないと 

 いった時にですね、もう道路は分断し橋は壊れた時にですよ、本当に札内の人たちはどうす

るんだと、そういう体制あるかということが私は単純な原点なんですよ。そこは、ここに 

 おいてここから色んなものを派遣すれば、というのは通常の状態というか、あまりひどくな

い状態のときであってですね、どんときた時にはそんなことはもうないとは言えないと思う

んですよね。今回の台風 12号か 13号か知りませんけれど、ああいうのはこれから毎年起こ

るということを言っている学者もおります。それだけ、地球の何というんでしょうか、気候

条件が変わってきたということなんでしょうかね。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） よろしいですか。他にございませんか。前川委員。 

○ 委員（前川雅志） 本日は大変お疲れ様でございます。町の将来を考えて、手間隙掛けな

がら活動をされてますことに、敬意を表したいと思います。そして本日は、このように委員

会に出席をいただきましたので、せっかくの機会でありますので、岡田会長のご意見をいた

だきたいと思います。まず、確認をさせていただきたいのですが、幕別町役場庁舎のあり方

を考える会というのは、活動内容としてこの役場の庁舎、直接、今行われているようなこう

いった活動だけの団体なんでしょうか。まず確認をさせていただきたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） 岡田会長。 

○ 参考人（岡田正著） 現状はそのとおりでございます。 

○ 委員長（千葉幹雄） 前川委員。 

○ 委員（前川雅志） それでは、幕別町役場庁舎のあり方を考える会の活動について、幾つ

かお尋ねをしたいと思うんですが、会として示されております資料には、現庁舎の北側に 

 教育委員会、保健福祉センターも収容する大施設というふうに示されております。今、理事

者から説明いただいている話によれば、保健福祉センターそのものをですね、新たな役場庁

舎に入れていくというような説明は、私たちはいただいてないと思いますが、こういったと

ころについて、なぜこのような表現をされたかというのが一つ伺いたいと思います。それと、

交付税は一括交付金なので、その内訳はわかりません、と表現されております。普通交付税

は積算に基づいて、積み上げたものが普通交付税となっていきますので、わからないという

表現が私には理解できませんので、説明をいただきたいと思います。次にですね、借金が増

えれば町民税はじめ公共料金はさらに上がり、町民の負担は大きくなり行政サービスは低下

しますとありますが、町の起債が増えたことによって町民税がすぐというか、上がっていく

ということも考えられませんし、公共料金なども個別の事業でありますから、この役場の庁

舎を建てたことによって、水道料金が上がるですとか下水道料金が上がるということも考え

られにくいんですが、これについてどういったことで、こういうふうに示されたのか、まず

三点お伺いしたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） 岡田会長。 

○ 参考人（岡田正著） 一点目のですね、庁舎に一括して現在のあそこの福祉センターと教
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育委員会も云々ということは、６月 20日付けの役場改築現在地でという報道でですね、幕

別町が基本方針案提示した中にですね、現在分庁舎となっている保健福祉関連部署、教育委

員会も新庁舎に配置することを考えているとありました。ここで、なぜ福祉センター、教育

委員会までですね、入れたそんな大きなものがいるのかという、まず第一の疑問であります。 

これは６月 20日の新聞に載っておりました。 

第二点目の交付税の問題であります。８月の広報のシュミレーションというのは、私はい

ささかちょっと疑問がありまして、こういう費用比較と返済のこれがあったのですが、よく

分からないですけれど。そもそも交付税自体が、先ほどちょっと記事で申し上げましたけれ

ど、事前にぼっと与えられてですね、これ差し上げるということであれば、極めて安心なん

でありますが、こういう国の情勢の中でですね、国自体が歳出削減をどうするかとか、国有

資産を売ってまで株も含めてですね、金を作っていこうとかいう時代にですね、これはあっ

ちこっちからこういう話が出た時に、過去の例をみて 100％あてになるものかどうかという

ことを、申し上げているわけであって、確実なものだというふうに私たちも思いたいけれど、

そうでなかった時どうするかと、どうなんだということだけの疑問ですね。率直には、確実

性があるかないかといわれれば、あれですけれども。そういうものでございます。 

  三点目の町民税だとか、下水道、上水道の料金アップ云々というのはですね、先ほど申し 

 ましたように、国自体がもう今、そういうもので金ができなければ、増税、所得税の増税 

 とか、あるいは消費税の増税とかということを考えているわけですし、それでなくても負担

はもう出てくることは、はっきりしているんですよね。私は 200億、一般会計で 200 億とい

う借金を抱えている幕別町がですね、さらに借金を増やすということに不安を感じる。 

  それは返せなくなったら、やっぱりそういった一町民づつのですね、税の負担に跳ね返っ

てくるだろうということで申し上げたわけであります。 

○ 委員長（千葉幹雄） 前川委員。 

○ 委員（前川雅志） ありがとうございます。気持ちというか、考え方はよく理解をすると

ころであります。ただ、保健福祉センターは報道がどうであったかは別としても、保健福祉

センターにいる町職員を一緒に、こども課ですとかそういった課がいってますので、そうい

ったこと、町・理事者の説明のような話になるんですが、そういうこともあるということと。

一括、交付税、地方交付税については、そういったルールを根幹として予算を立てていきま

すから、国が約束を守れなくなるようなことがあっては、そもそもこの町の財政が立ち行か

ないというふうに思っておりますので、ここは国を信じて進めていくものかなと感じており

ます。あと、もう一つ、土地公社の話もでていましたが、土地公社につきましても、10億

円ただ借金かぶるだけではなくて、これまで金利等をずっと助成して元金が減らない状況 

 だったやつを借り替えて、これから元金を減らしていくと。そして 10 億円分、町として財

産を所有するということでありますので、そういった理解もしていただきたいなというふう

に思います。それと、これからもまた活動されていくのかどうか分かりませんけど、正確な

情報提供をしていただきたいと思いますので、人口の表現につきましても、ここでは足すと 

 28200人になっておりますが、22年度の国調の速報値でいきますと、26542人が幕別町の人

口であります。それと、住民基本台帳は７月末においては、27503人とこういった数字も 
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 違ってますので、町民の皆さんに説明される時には正しい情報を提供していただきたいと 

 思います。このことについて、岡田会長から何かありましたら、お答えいただきたいと思い

ます。 

○ 委員長（千葉幹雄） 岡田会長。 

○ 参考人（岡田正著） きちっとやるということは、大事だと思ってます。 

○ 委員長（千葉幹雄） 他にございませんか。増田委員。 

○ 委員（増田武夫） 一点だけお伺いしたいと思います。私たちもいたずらに借金を増やす

ことを望んでいるわけでなくて、この庁舎建設にあたってもなるべく簡素なもので、経費が 

 かさばらないようにということは、基本においているわけなんですけども、この要望の中で、 

 陳情の中でですね、庁舎を分散設置することにより建設コストをできるだけ下げるんだと、 

 こういうお話ですけれど、本町のほうと札内のほうに分散設置するということになりますと、 

 どういうふうな想定、こっちのほうは保健福祉センターの利用を考えておられるようですけ

れども、向こうのほうで言えば、支所も、今も町のほうに耐震度の検査を早急にしてもらう

ように要望してるわけですけれども、あの施設も結構古くなってきていて、あれをそのまま

利用していくことはちょっとできない現状だと思うんですよね。こっちに一箇所で建てるの

と、だいたい二つに分散してね、同じ床面積なものになると仮定しますと、今、保健福祉 

 センターの利用というのは確かに考えられるんですが、あそこには一部こども課だとか色ん

なのが入っておりますけれども、ごく一部で、そのこと考えますと、他のものを追い出して

あそこ使うというわけには行きませんのでね。どうしても、それ相当のものを二箇所に建て

るということになりますとね、これは常識的に考えて一箇所にコンパクトに作るのと二箇所

につくるのとでは、こっちの保健福祉センターそのまま使うわけにいきませんのでね、大部

分が新築ということになるということになると思うんですが、そうなりますと二箇所に建て

るということは、ここで言われているような庁舎を分散設置することによりコストが下がる

んだということには、ならないようなと思うんですけど、その辺についてはいかがでしょう

か。 

○ 委員長（千葉幹雄） 岡田会長。 

○ 参考人（岡田正著） 今おっしゃるように、同じヘイベイ数をばっちり二つに割ってです

ね、二箇所に建てれば確かに逆にコストは上がるかもしれませんけれども。考え方の根本は 

 できるだけ今あるものを使って、狭いかもしれないけれどそこに収容する。あるいは、ここ

で８月号でいっている改修の 12億弱の金額というのは、この建物を補修した場合のことだ

と思うんですが、それはここから少し人が減って、例えば４階、５階がなくなったら、ある

いは使わないということを前提でいくと、補強の、改修補強の何というんですか費用もコス

トも下がってくるんでないかということが一つあると思うし、札内それじゃ増やす時にどこ

だといったときに、今の福祉センターしかないんですけれど、それの耐震改修の度合いも含

めてですね、改修した場合にそれは 50年持つ立派な建物でなくてもですね、何とか増築を 

 してですね、そこに収容できる人を入れれば、そういうコスト計算というか分散の具体的に 

 部課を移したときにどうなるか、どれだけスペースがいるかということをですね、つまびら

やかにやったわけではございません。むしろ、そういうことをこの委員会でも検討して欲し
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いなという部分は私の気持ちにあります。要するにコストを下げる。どでかい物をばあんと

建てて、そしてなおかつ一部札内の住民に、住民サービスが今と同じ、むしろ将来悪くなる 

 ということであるならばですね、改修した場合に改修、一部新築も含めて本当に細かく部と 

 課をあれしたときに、どういう状態になるかというコスト計算をですね、なぜ基本案の中に 

 入れて検討していただけなかったのかなということなんですね。その点は私、専門化ではあ

りませんけれど、同じヘイベイ数を二箇所に建てるということはまったく論外と思ってます。 

○ 委員長（千葉幹雄） 増田委員。 

○ 委員（増田武夫） どっちにどういう規模のものを建てるかというのは別にしてですね、 

 やはり二つに分散するということは、同じような機能をもったものをどうしても持たなけれ

ばならないという観点もあって、一箇所にコンパクトに作るよりも、そうやって二箇所に 

 わったほうが、却ってヘイベイ数はね多くなるというのが常識ではないかと思います。そん

なことも考えました。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） 他にございませんか。斉藤委員。 

○ 委員（斉藤喜志雄） 端的にお聞きします。時間もありません。民生部、それから建設部、

経済、三部を札内支所のほうに持っていくと、一部にしろ。具体的になぜこの、たくさん部

とか課があるのに、なぜこういうものが出てきたのかについてお聞かせ願いたい。 

○ 委員長（千葉幹雄） 岡田会長。 

○ 参考人（岡田正著） 何度も申し上げていますように、例えば建設部の今ある土木課、都

市計画課、施設課というものをですね、同じように例えば本庁にもある札内にもあるという

ことをやりますと、それはまったく無駄でそういうことは考えてないです。そういうことが 

 実現するために、どうすればいいかということも含めて、土木課、都市計画課がこちらにあ

って、施設課が向こうにあると。その人たちも、防災のときのですね、人がいるということ

は防災のときの対応にもつながれるんでないかという、私ども民間人の発想なんですね。 

  だから、課を全部二分して同じような機構を持つということでなくて、課の中の移せるも

のを移したときにどう障害が起きるか、どう弊害が起きるかということを検討しながらです

ね、分けてもらえば分散化は不可能ではないのではないか、という発想です。 

○ 委員長（千葉幹雄） 斉藤委員。 

○ 委員（斉藤喜志雄） ちょっと今の説明よく分かりませんが、いずれにしてもですね、役

場の組織機構を変更していくということになれば、庁舎建設とは別にですね、組織機構整備

委員会なるもの等々を立ち上げてですね、そして広く町民の方々に意見を聞くということで

あれば分かるけれども、先ほど来お話を聞いていますとこの設立の趣旨だとか等々を、含め

てごく一部の、ある意味ではですね、限られた人たちが集まりの中で役場の庁舎機構の整備

でこういう形で町民に示していくこと自体、私はたくさんある課の中でのそういう町民の意

見を聞こうという思いから言えば、必ずしも私は適切ではない。やや矛盾する取り組みでな

いかなというふうに私は思っています。だから可能なところを例えば分けていこうとか、あ

るいは札内支所の機構をもう少し強化していただくという形での観点であれば、それは理解

いたしますけれども、やや踏み込みすぎているのではないかというふうに私は思っておりま

す。正直に、はっきり申し上げさせていただきたいと思いますが。そういう意味では、もっ
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と広い観点から別の組織で、なお忠類総合支所というのはご案内のとおり、これは合併時か

らのからみの中でのあれでありますから、人口比等々で物事を判断すべき性格のものでない、

というふうに私は認識をしております。そういう意味ではもう少し時間的な経過や、それか

らいわゆる融和な町づくりという観点からいっても、いささか論議をよぶところではないか

な、単なる人口比、とりわけ忠類等々をあげていくのは私は適切でない。そんなふうにも考

えておりまして、なぜこういうふうにわけたのかなというところは、コスト面も含めてなか

なか、とんと落ちてこないというとろこが、正直な気持ちでありました。すいません、勝手

なこと申し上げまして。 

○ 委員長（千葉幹雄） 岡田会長。 

○ 参考人（岡田正著） アンケートの中身はですね、そういうその陳情書の分散の具体例を 

 載せているいるものではなくて、言ってみればあまりよく内容をですね、分散にまで言及し

てないわけです。それはなぜかというと、要するに単純に本庁はどっちにあればいいんだと

いうのと、もう一つ分庁して今ある施設を利用しながらやったらどうだという三つでアンケ

ートをとったんですね。それはもう、そこに書いてあるとおり、約 67％は経費を掛けない、

借金をしないでくれという意向なんですね。二番目はやっぱり 25％くらいは札内、できれ

ばスマイルパーク付近というような、これアンケートの本当の、アンケートがどれほどの意

味を持つかというのは、また一人ひとりのお考え違うかもしれませんけれど、何度も言うよ

うに、選挙の出口調査みたいなものでですね、当たらずとも遠からずと僕は思っております。

これは、その建てるんなら一箇所という、どっちだといった時にそれは札内ということにな

っていることなわけですね。先ほどちょっとお話したかと思うんですけれど、安平町のです

ね実態をもう少し、立派な庁舎を見る、勉強に行くというもの一つのあれかもしれませんけ

れど、そうじゃなくて安平町で現在立派に行政されてるわけですから、そこでどういうふう

なことでやっているか。それは立派な庁舎を使いながらですから、何も建てる、新しく建て

るということと関連はないかもしれませんけれども、そこでどういうふうなあれができてい

るかということもですね、もう少し検討してもらいたいなというふうに、私はむしろ逆にお

願いをしたいと思ってますね。これから分庁するというのではなくて、従来からあったもの

を確か安平町はやっているわけですから、こことは論議違うかもしれませんけれども、新し

い方策をこの幕別町で全く考えられないか、というふうにも思うんですよね。いうは易くで

中々実現というのは大変かもしれませんけど、そういうのも検討してもらいたいなというよ

うなの私にはあります。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） 他にございませんか。 

 （ありません、の声あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは以上で参考人に対する、質疑を終了させていただきたいと 

 思います。ここで委員会を代表しまして、一言岡田さんにお礼を申し上げたいというふうに 

 思います。岡田会長、本日は大変お忙しい中、本委員会にご出席賜わりまして本当にありが

とうございました。貴重なご意見もいただきました。今後の委員会活動の一助になればとい

うふうに思っております。本当に重ね重ねでありますけれども、本日は大変ありがとうござ

いました。 



 13 

○ 参考人（岡田正著） どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは参考人に退席をしていただきます。16時 5分まで休憩を 

 いたします。 

 （休憩） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは休憩前に引き続きまして会議を開きます。陳情第８号に対

する各委員の討論に入る前に、入る前のご意見をそれぞれお出しをいただきたい。お伺いを 

 したいというふうに思います。ご意見のある方はそれぞれ挙手をしていただいて、ご発言を 

 いただきたいと思います。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝仁） 陳情者の話を聞かせていただいて、陳情の趣旨もありますけれども、当

初のところでどうして陳情を出したのか、ということで公約の問題にも触れられ、町民の意

見もあまり集約しないでというふうな話がありました。前回の委員会でも私のほうで、議会

は議会として町民の声を聞く、そういう形をとるべきだというふうなお話を申し上げて、そ

れは途中で消えてしまったような話になっておりますけれども、やはり民主主義の原則であ

りまして、庁舎のことに関しましては普通の場合は外部の有識者だとか町民だとかで、はじ

めたててアンケートをとって、そして庁舎で検討してもらって議会で検討するという流れが、 

 普通の流れでありまして、ま、そういう意味では今日聞かしていただいて、耳の痛い話であ

ったなというふうなことがございます。そういう意味で、傾聴すべきご意見であったのでは 

 なかろうかなと思うところであります。陳情の中身につきましては、また、討論のところで

もあるんでしょうけども、本意としては大震災で大変なお金がかかっておる時代に、交付税

というて約束はされるんでしょうけれども、大変総務省が自ら危ないですよというてるよう

な状態の時にですね、やはりできるだけコストの削減を考えていかないかい、というそうい

うその町民の意向はですね、伝えてくださったということであると思うとこであります。 

  あと、防災計画だとか住民対応だとか、やはりその色んな意味で私たちも庁舎、これまあ 

 庁舎に絡む話ですから、色んな分野でそういうことを検討しながら、庁舎の建設について 

 ですね勉強をし研究をしていかなければならん、というようなことを教えられたことであり

ました。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） 芳滝委員のご意見でありました。東口委員。 

○ 委員（東口隆弘） この陳情書の意見の前の意見ということで、私は是非とも一歩前に進

んでいただきたい、というふうに思っております。それで、６月 13 日にこの意見書をそれ

ぞれの委員に配布をして、本日参考人としてお話を聞かせていただいたということで、採択

をとっていただきたいというふうに思います。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） 結論を出して欲しいということですね。趣旨は分かります。そのほ

かいかがでしょうか。特にございませんか。ただ今、芳滝委員から町民の声を聞くべき、あ

るいはまた、今後研究をしたほうがいいんでないかというご意見かというふうに思いますけ

れど、東口議員からはもう既に第２定例会で付託を受けておりますので、そろそろ結論を出

すべきでないかというようなご意見でございました。いかがでございましょうか。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 陳情を出された方の一番の願意というのは、表題にありますように分

散設置ということで、ご説明もいただきましたし、お尋ねもさせていただきました。ただ 
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 そういう全体の考えと、さらに陳情項目については四点にわたって細かく提起されておりま

す。これらは、例えば今、芳滝議員がもっと広く町民の意見を聞きなさいということであり

ましたが、これは陳情からいけば四番に値するんですけれども、一括して議論してきた経過

もありますのでね、委員長これは一括してこれからの議論を進める、討論にも一括して進め

るということになるんでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 皆さん方の意見も聞かなければなりませんけれども、私としては表

題が幕別庁舎の分散設置を求める陳情書であります。ですから、ここが柱ですから、この四

番目についてはあくまでも付随することでございます。それであとは報告書の中で、当然こ

ういったことは謳っていかなければならないと思いますけどね、あくまでもこの表題で一括

でと思ってますけども。 

○ 委員（中橋友子） はい、分かりました。 

○ 委員長（千葉幹雄） いかがでしょうか。なければ、それぞれ前に進めれないんです私と

しては、進められないんですけども、それぞれの考え方皆さんもってらっしゃると思うんで

すけども、聞かせていただいてですね、この会議を前に進めていきたい、会議を前に進めて 

 いきたいと思います。一般的には、こういう意見が今、ふた方、さん方から出ましたけども、 

 それが終結すれば手はずとしては、討論に入っていきます。そういう運びにならざるを得な

いんです。じっとこのまま、だまって下向いているわけにもいきません。それではよろしい

でしょうか。それでは、これより討論を行いたいというふうに思います。まず、陳情第８号

に対する反対者の発言を許します。反対の討論はございますか。不採択ということです。 

 前川委員。 

○ 委員（前川雅志） これまで幕別町は、行政効率上げるために行政コストの削減に努めて 

 まいりました。この度の役場庁舎の分散設置を求める陳情は、これまで進めてきました幕別

町の行財政改革とは相反するものとなってくるおそれがあると感じております。分散設置に

よるメリットもできるものもありますが、デメリットも多く特に迅速な事務処理や意思決定

ができなかったり、複数の部門にまたがる議論の場合には、業務調整の難しさなど一度に役

場に行って用事がすまなくなるようなことも考えられるところであります。また、重複する

サービス、先ほどからもお話がありましたが重複するサービスなどは、今まで一人でやって

きた業務を分散することによって、二人、三人と増えていくということによって行政コスト 

 も必然的にあがってくる可能性が高いということ。そういったことが建設費をある程度削減

したにしても、10年後、20年後の行政コストというものがどのくらい跳ね返ってくるとい

うのが、計算してるわけでもないですので正確には出ませんが、そういった懸念もされる。 

 そういったことから分散することが、町民負担の軽減につながってくるとは考えられにくい、 

 と思うところであります。それと先ほどから意見を聞く場面ということがありましたが、町

としてはパブリックコメントで、秋には住民の皆様からご意見を寄せてもらうと。それと併

せて広報にもでておりましたが、お話をいただいた団体に対しては出前講座で説明に伺うと。 

 そういった中で、行政としてもしっかりと町民の意見を聞きながら、これからの計画作りに

役立てていただきたいというふうに思いますし、またここにお集まりの各委員もそれぞれの 

 議員活動の中で、日ごろから有権者から様々なご意見を賜っていると思います。そういった 
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 ものをやはり町の特別委員会の中で反映していくことが、私たちの責任ではないかというふ

うに考えるわけであります。無駄なお金を使わないということは、本当に同じ思いでありま

す。そういったことも町民からの強い要望であるということも分かりますので、建設のあり

方などについてもこれから更に調査研究を進めていく必要性というものを感じるというこ

とと、更に行政改革など行政効率の向上、そして行政コストの削減に努めて町民サービスの 

 充実に向け努力することが必要であることを申し添えまして、反対討論とさせていただきま

す。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） 次に賛成者の発言を許します。芳滝委員。 

○ 委員（芳滝仁） 賛成の立場で討論をさせていただきます。陳情の趣旨を今日お伺いまし

て、この幕別町は三極化もしておりまして、そしてご存知のように人口も三つに分かれてい

るような状態であります。特に札内は約２万人の人口が集中するところでありまして、陳情

者がまず気になったところは、札内に７人の正職員しか配置されていないということでです

ね、大震災にもですね、そのことを非常に不安に思われていたということが、まず一点あろ

うかと思います。私も安平町のですね、よく仕事でいくものでありますから、色んなこと聞

かしていただいておったんでありますけれども、安平町でしたら追分の分庁のほうにですね、

もともと合併したところですから庁舎があるわけでありますけれども、そちらにこちらでい

いました建設部とあと民生部、福祉に関わる部が配置をされている。そして、早来の本庁に

はいわゆる管理部門と経済部等が配置されている。住民対応はどちらもワンストップの形で

ですね、どちらに行っても全てそこで叶うような形で、総合窓口という形で対応をされてお

ります。 

  だから、分けてみても住民の対応が、あちこちいかんとならんだとか、まわらんとならん

だとかということは一切なくて、かえって庁舎が近くにあって住民が安心してですね、そこ

で生活をしているんだ、ということが町長の方針であって一つにしないんだ、とおっしゃっ

ていらっしゃる、ということが聞かしていただいてますから。先ほどから指摘があります 

 不自由になるだとかということは、それはいわゆる機構の改革の仕方でですね、それは解消

していく、当然、今後の庁舎のこともワンストップ化というのは、これは図っていかなけれ

ばならないことでありますから、そういうことでこちらのほうで例えば建設部の施設課だと

か、あと民生部のこども課だとかいうふうなことを、具体的におっしゃってくださったのは、 

 私は察しますにこども課は保育所は向こうにたくさんあるわけでありまして、施設課も向こ

うに公住がたくさんあるわけであります。ただ、一つ移ってみてもですね、それは部長が決

裁するわけでありますから、今、ちょっと札内支所が、支所長が決裁していますから一本に

なってない世界があるんでありますけども、全くそれは行政上の進めていくところで問題に

ならない。だからその分庁といっても、これはある程度の人員配置を札内にするというよう

な私は考え方として受け取っております。同じものを両方に建てるんだ、というふうな決し

て考えで説明をしていただいておらないと、私は理解をしております。そういう意味で、そ

うなれば、今、防災計画もそうでありますけれども、本庁と忠類には現地本部が設置されて

おります。札内には現地本部が設置されておりませんし、今後防災計画でどうされるのかと

いうことを、注目をしていきたいんでありますけれども、７人では決してその防災の現地本
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部は設置できないんであります。最低でもやっぱり 30名、40名の人員が設置されないとそ

の本部班だとか救護班だとか衛生班だとか、皆それは防災計画の中に示されておりますから、 

 その避難所案ですとかそういう意味でですね、やっぱり総合支所、総合支所でなく、支所の

機能を充実をしていくということは、これは皆さん同意をいただけるところなんだと思うん

でありますが、ある程度の職員を配置してですね、そして安全、安心を守っていくというこ

とにおいて、やはり仕事に支障がなくコストがかからないんであれば、これはやっぱりある

程度、分庁の形をとっていくということが住民の対応としては、私は正しい方向でないのか

というふうに今考えております。色んなあとのこともあります。札内支所の耐震化もやって

らっしゃるということでありますが、札内中学校でもすじかいを入れまして、４億くらいの

金額でありました。札内支所でも耐震化を図れば、十分使うことのできる建物ではなかろう

かと、私は思うところでありまして、これは税金で建てた建物でありますから、そういう意

味でその議論がありましたけれども、課を移すということにおいてそのところで、そのロー

コストになるということは、いわゆる早来町の例をみたときにそれはないんだ、言い切って

いらっしゃることでありますので、私はその趣旨に賛同をするところであります。そういう

意味で、適切な各、三極化しているところのいわゆる各住民に対して、やはり公正・公平な

サービス、安心安全の形を持っていく形がですね大事だろうと。あと、やはり先ほども意見

がありましたけれども、片山総務相が危ないとかね、発言をされた、８月 22日であります、

この少し前でありますから。そういうその国の財政事情もあるんでしょうし、約束を守って

もらわんと困るわけでありますけれども、100 年記念事業の時には全く約束を守ってくれな

かったわけでありましてね、200億の借金が残っているわけであります。そういうことも危

惧をするわけでありまして、できるだけコストを下げるという意味で有る庁舎を利用しなが

ら、そういう効率的な分庁をし住民対応ができる形のですね、庁舎の設置のあり方が私は今

後の幕別の全体的な町民にとって、それこそ色んな意味で利益につながっていく、とこう考

えております。それをもって賛成討論とさせていただきます。 

○ 委員長（千葉幹雄） 次に反対の討論はございますか。ございませんか。ほかになければ 

 これで討論を終結いたします。それでは、これより採決をいたします。陳情第８号、役場庁

舎の分散設置を求める陳情書について、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

  起立少数であります。したがいまして、陳情第８号、役場庁舎の分散設置を求める陳情書

については、不採択とすることに決しました。なお、本件の報告書につきましては慣例に 

 よりまして、委員長、副委員長に一任していただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 （はい、の声あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） 異議がないようでありますので、本件の報告書につきましては委員

長と副委員長に一任することに決定をいたしました。それでは次に、次回の特別委員会の開

催日についてお諮りをいたします。次回の特別委員会は、９月 22日、決算審査特別委員会

の３日めでございます。３日めがあれば、３日めの委員会終了後、終了後ということでござ

います。なければ、２日で終わればなくなるわけでありますから、そのときには今のところ

ですね、27日の最終日全て終わってからか、もしくは 30日足寄に研修視察にこの問題で行

きます。帰ってきてから開ける時間があれば、ちょっと調整をしてみたいと思います。いず
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れにしても、わざわざそのために出席してもらうというのではなくて、そのついてでに 27

日、もしくは 30日、いずれかで設定したいと思いますのでよろしくお願いをしたいという

ふうに思います。決まり次第ですね、皆さん方にご通知を申し上げますのでよろしくお願い 

 いたします。委員の皆さんから他に何かございませんか。特にございません。なければ、本

日の会議はこれにて終了したいというふうに思います。 

 

 

 （閉会 16：26） 
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 （15：46 開会） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、ご苦労様です。ただ今から第７回庁舎建設に関する調査

特別委員会を開催いたします。お手元の次第書にのっとって進めさせていただきたいと思い

ます。一番目の新庁舎の建設等についてということを議題といたします。局長。 

○ 事務局長（米川伸宜） 本日、お手元に議案とともに配付させていただいた資料でござい

ますが、平成 23年９月 22日付け幕別町役場新庁舎建設と基本理念についての要請書という

ことで、22日に会長の小山さんが事務局のほうにお見えになりまして、委員の皆様方に是

非これを見ていただきたいということで置いてかれまして、委員長とご相談しまして本日、

写しを配付ということで皆さんにお渡ししております。以前にも、基本理念についてはお渡

ししていると思います。これについては、多少内容が変わったという話で、もう一枚、基本

理念のまとめというのを新たに今回追加ということで、見ていただきたいということでござ

いました。以上でございます。 

○ 委員長（千葉幹雄） ただ今、事務局長のほうから説明がございました。幕別町新庁舎と 

 街づくりを考える有志の会、小山さんからこういった要請書が届いております。要請書であ

りますので、皆さん方に配布をして中身をご理解しておいていただきたい、ということに 

 留めたいと思いますがそれで異議ございませんか。 

 （異議なしの声、複数あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） よろしくお願いいたします。それでは、本日、足寄町の庁舎を視察 

 研修してまいりました。それを踏まえまして、前回、分散設置ではなくて集約型の役場を建

設するということで、委員会として一定の方向性がでております。それぞれ、ご意見という

のでしょうか、それぞれの考え方があればですね、おだしをいただきたいというふうに思い

ますが。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） この特別委員会としましては、前々回に庁舎を耐震化、補強ではなく

て新築、建替えることが望ましい、必要だということを全議員、全会一致で決定してきたわ

けです。それでその建替えに当たっては、住民要求に沿ったあらゆる知恵をそれぞれ出し合

って、今日の学習したことも含めまして本当にいいものを築いていかなければならない。 

  それはコストの面も勿論そうですが、地域住民の願いに沿ったものにしていかなければな

らないというふうに思います。それでですね、今日は学ばせていただいて、まだ全部資料も

目を通していませんので、次回までにもっとじっくり勉強させていただきたいと思うんです

が、現時点に置きましてできればこういった資料を用意していただきたい、という考えがご

ざいます。それで発言させていただくんですが、分散につきましては前回の委員会の時に 

 分散ではなく集合してということで決まりました。ただ、私どもは分散をすることがランニ

ングコストであるとか、あるいはそれぞれの地域の建設費の問題ですとか、そういったとこ

ろで十分に逆に費用がかかるんだという思いから、そういう発言もさせていただいてきまし

た。 

それでですね、そういう思いであっても実際に数字で示していくことが大事じゃないかと

思います。可能な限り分散設置をした場合には、例えば建設費には、当然今の職員が分散 

 していくわけですから、それぞれ札内支所であるとか、保健福祉センターであるとかそうい
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ったところで設置した場合に、どのくらい建設費用がかかっていくのか。また、当然職員の

配置なども変わってきますから、どんなふうに職員が、これは仮定なんですけれどね、配置

されて、ランニングコストがどのように変わっていくのか、ということを出来る限りの数字

で出していただければというふうに思います。 

同時にですね、もう一つは町の仕事、役場の仕事というのは部だけで完結することもあり

ますけれど、それでは済まないということも多々あると思います。例えば議会一つそうです

し、監査も受けていますし、庁議というのも頻繁にやられていると思います。分散に伴うリ

スクという言い方も変なんですが、そういう主なものが理事者から見て、こういうことがあ

るんだということを出来れば出していただきたいというふうに思います。 

  それともう一つは、この基本理念で今日出されました新築に当たっての幕別新庁舎と街 

 づくりを考える有志の会の資料ともちょっと関わってくるんですが、この今建っている現庁

舎の地盤が悪いんだという話が出されております。それで、当然新庁舎を建設する場合には 

 条件のいいところに建てていかなければならない、その条件の一つに地盤のこともあるのか

なと思いまして、新しくこの裏の駐車場のところに建てたいという、六ヶ所の予定地がござ

いましたね。ここでは、スマイルパークと対比して出されているんですが、この新庁舎、今

の庁舎の後ろ側のいわゆる地盤のことが過去の資料になろうかと思うんですが、どういう状

況であるのかという、その解明した資料ですね、それとスマイルパークのほうも実は河川が

あってそこの地盤も危惧するという意見もございます。そこについてのどんな地盤になって

いるのかという資料も出していただければ、これからの判断していく上での材料になって 

 いくと思いまして、お願いしたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） ただ今、中橋委員のほうからそれぞれ資料の要求がございました。 

 分散することの建設コスト、あるいは行政コスト、ランニングコスト、分散のリスク、もう

一つは現在地の地盤の状況、そしてスマイルパークの地盤の状況、これらの資料の要求が 

 ございました。委員会として資料を要求することにご異議ございませんか。 

 （なし、の声複数あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、委員会をして資料の要求をしたいというふうに思います。 

 他に、増田委員。 

○ 委員（増田武夫） 今の資料要求の中にですね、地盤の問題もありますし、またその場所

が例えば十勝川の氾濫した時の問題だとか、そういう災害に建設する場所が、きちっと強い

のかどうか、その他の災害、地震だけが災害でないのでね、そうした点でその建設していこ

うとする場所が、いろんな災害に耐えれるのかどうかというような視点からも、出して欲し

いと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） ただ今、増田委員の方から加えてですね、災害対策だと思うんです

けれども、その辺の配慮というのでしょうか、対策は十分に出来ているのかということだっ

たかと思いますけども、これについても資料に追加してよろしいでしょうか。 

 （はい、の声複数あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは資料要求に追加させていただきます。その他、資料は要求

します。今、要求されたものは要求していきます。その他、どうでしょうか。今日見てきた 
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 感じで、それぞれ感じられるようなことがあればですね、若干ふれていきたいという気もし

ますけれども。特にございませんか。ないようでございますけども、資料、今要求していく

ということに決まりましたので、その資料をいただいてそれからまた議論を深めていきます

か。 

 （はい、の声複数あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） それではですね、そういう方向で進めさせていただきたいと思いま 

す。それと、私のほうからですね、これはご提案なんですけれども、ご案内のとおり新庁舎 

建設に関する地区別説明会というのを行政側で、資料あるかと思いますけれど、行政側で六 

箇所、10月 17日から 11月４日まで予定をしております。お知らせ広報にも出てたかと思 

うんですけれども、それで私としてはこの説明会の状況というのでしょうか、色んな声が出 

てくるんだろうと思うんです。その中で行政側からきちっと説明をして、どの程度理解をい 

ただいていけることになるのか、そういったことも踏まえてですね、我が委員会としても議 

論を深めていきたいなというふうに思っております。ですから委員会は、次回の委員会は 

11月の４日が最終であります。ですからその後、常任委員会で視察も入りますので、また 

状況を見ながら日程を見ながら決めていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 （はい、の声複数あり。） 

○ 委員長（千葉幹雄） よろしいです。それでは、そういったことでまた副委員長とも相談

させていただきながら、日程を設定したいと思います。また、予めこの日は都合が悪い日が 

 あればなるべく全員参加のもとに委員会開きたいと思いますので、事務局のほうまでですね、 

 お知らせください。なるべく避けれればですね、その日を避けたいというふうに思っており

ますので。成田委員。 

○ 委員（成田年雄） ＲＣ造り３階建てとさ、建設場所についても基礎形状が異なるために

概算工事費が増減することも考えられると書いてあるんだけれど、これはそれを予定してね、 

 耐震審査なんかも予定した中の設計じゃなかったのかなと思うんだけれど、それを今また資

料提出だとかなんとかいったら、それこそだんだん遅れていくんじゃないかと、逆にそう思

うんだけどどうなんだろう、委員長。場所の設定にあたりさ、耐震審査なんか確認した上で

の 6000㎡というものの建物自体を設計したと思うんですよ。 

○ 委員長（千葉幹雄） 言ってる意味分かります。私の理解としてはですね、その詳しく例

えば正確な地耐力だとか何とかということではなくて、土地の状況を調べて欲しいという、 

 そういう資料だと思っていますので次回のね、外注に出してまたお金をかけて調査をしなけ

ればならないということではなくて、もう少し軽微なものだと思っていますので、次の委員

会までに資料、それは出してもらうようにしますので、委員会がそれによって結論が遅くな

るとか、出せないとかはなる仕掛けのものではないと、私は理解しておりますので。よろし

いでしょうか。藤原委員。 

○ 委員（藤原孟） この特別委員会はですね、いわゆる法律でといいますか、私たちはＲＣ 

 でやるのか木造でやるのか、いわゆる場所だけ決まりましたということで終わるのか、それ

とも構造的なことを決めるのか、6000㎡が必要かどうなのか、そういうとこまで我々入っ

ていくのか、そのことがちょっと見えないんですよね、今ね。それよって私たちの勉強の仕
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方も変わるし、このところだけ結論を出していただかないと、これからの研究、調査が色々

変わってくると思いますので、是非そこのところを検討していただきたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） これは私の一存ではあれなんですけど、決めれないんですけども、

また皆さんとも相談しますけれどもね。私は、委員長の一つの、一つの考え方ですよ、委員

長としてね、次は当然、耐震じゃなくて新築をしようということ決まりましたよね。そして、 

 分散型でなくて集約型にしよう。その次は場所だと思ってるんです。この場所については、 

 一定のゴールを決めて結論を出さなければならないと思うんです。そしてその後でですね、 

 来年度実施設計でなくて、基本設計ですよね、来年度。基本設計の前半というか、入るまで

というか、入ってからもね、実施設計に入るまでですね、早い話がね。そしてその中で場所 

 を決めると。ただ規模だとか、それから何というのでしょうか、こまごましたことですね、 

 これは僕は委員会として、どこまで理事者が理解するかはどうかは別として、やっぱりある

程度のあまり華美にしないとか、例えば教育委員会を一緒にするとか、大会議室を持つとか 

 ありますよね、その構想ね。そこまで必要ないんでないかとか、それはいいんでないかとい

うくらいは委員会としてね、さわっていきたいなというふうに思ってますけどね。ですから 

 委員会が完全に終わるのは、来年度のいつになるか分かりませんけどね、やっぱり実施設計

じゃなくて、基本設計の中に委員会の意向というのも反映してもらえるようなね、そういう

のが一番望ましいのじゃないかというふうに思いますけどもね。ただ、場所だけ決めて委員

会が終わりというのではなくて、規模、面積だとか、あるいはどういう形がよいのか、その

辺まではとは思ってますけどね。野原委員。 

○ 委員（野原恵子） 今、藤原委員に関係してなんですけどね、今日は大枠だけの資料提供 

 だけの部分のなのかとは思ったんですけれど、今日の足寄の庁舎を視察させてもらいました

けれども、あそこには障害者施設ＮＰＯ法人がああいうふうな町民と触れ合う場を設けてい

るだとか、あれもお聞きしましたら町側から提案されましてね、あそこにそういうお食事す

るところが設けられた。働く場を広げるということでね、設けられたというんです。ですか

らそういうことも、ここの委員会の中で提案できるのかどうかということですよね。あと、 

 職員用の駐輪場ですとかね、それから職員の休憩室ですとか、そういうところも私たちが 

 こういうふうに提案できるのかどうか、その部分はどうなのかお聞きしたいと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） 委員会として、そういう意見が強くてね、そういうことは決めれる

と思います。ただ、それが理事者側がね、そのとおりになるかどうかは別問題だと思います

けれども、委員会としてはこうあるべきでないかという提言は出来ると思います。成田委員。 

○ 委員（成田年雄） 委員会としてどこまで決めるか。これ設計ができているんだから、設

計書 6000㎡のＲＣで造るってできているんだから、それに沿ったものの考えでなかったら、 

 何を今、話をするの。物体のないところに、崖っぷちが弱いとかいいとか、それは職員の説

明だけでいいんじゃないかな、と思うんだけど。 

○ 委員長（千葉幹雄） これね、決まっているんであれば我々が今ここで、どうのこうのと 

 いう必要もないわけだから、一定程度の行政側としてこのくらいの面積が必要だと、このく

らいのね、議論をしていって例えば教育委員会も一緒にするという案ですから、例えばの 

 話ですよ。教育委員会は今のところでいいんでないかと、そうすることによって例えば 1000 
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 ㎡減らせるんじゃないか、例えばの話ですよ。そういう議論もありうると思うんですよね。  

 だから、そういう余地は残したいと思っています。このとおりなるかもしれませんよ、議論

をして、議論してこのとおりになるかもしれないけれども、一定程度の委員会としては議論

すべきだと思うけどな。 

○ 委員（成田年雄） 一つずつ決めていかなかったら、今、また説明書が足りないとか何と

かってなったら、いつまでも進まないよ。 

○ 委員長（千葉幹雄） いつまでも進まないとは思ってませんけれども、いずれにしても次

はね、場所をまず決めないことには、規模とかそういうものに入っていけないから。だから、 

 場所をね、今言ったように行政側が今の案で説明しますから、それで圧倒的に町民から反対 

 されるのか、やむをえんべということになるかは分かりませんけどね、そういった声を踏ま

えながら、そのとおりになるとはいいませんけれども、議会は議会の意思で決めますけれど

もね、そこも参考にしなければならない部分もあるんだろうと思うんです。ですからその間、 

 お休みをいただいて、その間に資料を用意して終わったらすぐたたけるように、委員会とし

て議論していけるような段取りにしたいというふうに。この際ですからね、いやいや俺は 

 それ反対だとか、ここまででいいんでないかとか、いやもっとこうすべきでないか、という

ことがあればね、それは皆さんで決めることですから。藤原委員。 

○ 委員（藤原孟） 私は場所を決める。できれば町民に説明する前に、議会として独自性を

だして。現実にこの前、勝毎でこの活断層のことが出ていましたよね。正直申しますと、千

住から芽室に向かって、活断層の巣ですよ。そういうとこに持っていくかという話が、今、 

 先ほど増田さんからハザードマップの話が出たから、ちょっとこれは今出さなかったけれど

も、でもそういう場所を限定して、私はそれ以上、皆さん何㎡がいいんだ、どうするんだ 

 なんて始まったって、それほどこの建物に対する色んな知識というものは。ただ、場所だけ

は選考して、できれば町民の説明会のより議会として先行して、決めたいと私はね、そうい

うふうに考えます。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） 場所はまず選考しなければならないということは、そのとおりだと 

 思うんです。取りあえずね。そして、今、藤原委員の言うのはその説明会の前に、委員会と

して決めるべきでないかという話ですよね。もう一つは、決めたらもうそれで、そのいいん

でないかと、極端に言えばね、面積が多いとか少ないとか、皆は議論が出来るのかという話 

 だったかなと思うんですけれども、その辺皆さんで決めることですから、私が独善で決める

ことではありませんのでね、皆さん方の意見を聞きながら、どうですか。副委員長。 

○ 副委員長（牧野茂敏） 場所を決めると、取りあえずは。場所を決めた後、この委員会と

してね、どこまで踏みこめれるか分からないけれども、要望、意見書的なもので町側に出す

より仕方がないのかな、と私は思います。だから、大きさがどうだとか、そういうときには 

 なるべく経費をかけないだとか、私どもの言い方もありますし、そういうのを含めてですね、 

 この中でこれくらいの要望書を出そうという一つのまとまりがあれば、その辺でないかな 

 と思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） ま、そうでしょうね。具体的に 6000㎡といってるのが、5500㎡で 

 いいというということには、ならないと思うんです。積み上げないと、そういう数字は出て
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こないのですから、そこまで我々できませんからね。だから、今、副委員長言うように、抽

象的になるかもしれないけれども、留意する箇所というかね、あまり極端に華美にするんで

ないとかね、面積も必要最小限度にしてくださいとか、すべきだとか、そういう程度の抽象

的になるかもしれませんけれども、やはり委員会としてはね、場所を決めて建物が 6000㎡

が丸呑みでね、このとおりでいいんじゃないですかという、それはいいんだよ、検討した 

 結果それでいいんだというのならそれでいいけれども、一応やっぱり検討する必要がある。 

 中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） この特別委員会の役割が何なのかということを、整理しながらやるこ

とが大事なんだと思うんですよね。庁舎建設そのものは、この向こう４年間でやるというわ

けですよね。やっぱり議員としては、今はありませんけれども、いよいよ本設計になったら 

 本設計予算、それからどんどん実施していくに当たって予算が関わることについて、正式に 

 議案として提案される。その時にどういう判断をするかということが、一番責任ある部署と

いうか、きちっとその時に議員の態度表明していかなければなりませんよね。それに当たっ

ての、全体での意見交換や提言をやっていくというのが、この場所だと思うんです。それで 

 今、副委員長からもありましたけれど、私はやはり中間で単なる要望書というのではなくて、 

 特別委員会としての提言というのを、中間報告ということでまとめて、今までやってきたこ

とを場所のところまでいって、きちっとすべきだと思うんです。それを終えた後に、後は提

言があったときに、それが本当に皆さんから見て建設コストがこれでいいのか、こういう間

取りでいいのかというのがありますよね。それはきちっと提言あるときに、この特別委員会

でね、解散をしないでね、議論をすると。それがみんなの意見を反映させることができる 

 道だと思うんですね。ですから、それは必要な時にきちっとまとめて出すと。少なくとも 

 別にあせることはないとは思うんですが、町としてのこの年度内、23 年度内に場所までは 

 行きたいというのがありましたよね。そうすると、その手前できちっと委員会としては、結

論を出して提言として出す、ということが大事じゃないかと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） 考え方はそう変わらないと思うんですけれども、やはり場所まで決

まった段階でですね、委員会として委員長に中間報告という形で文書できちっと出したいと

思います。それは、ここで決まったから分かってるべ、ということではなくて。そこはね。

そこで大きな山を越えますよね。そしてその後、この委員会をいかしておいてその基本設計

に入ってからも色々あると思うんです。そこで聞き取りをして基本設計組み立てるわけです

からね。その段階で、今言ったように抽象的ですけども、委員会としてのそういう意見とい

うか、要望はあればそれもきちっと伝えていくということになっていくのかなというふうに 

 思いますけどね。あらあらの流れとして、そんな形かなと思うんですけれど。どうですか、 

 抽象的な言い方なんですけれども。また、軌道修正というか、皆さんの意見聞きながらいい

方向で、皆さんが納得できるような形でね、進めていきたいとは思いますけれども、そして 

 場所の問題ですけれど、ゴール決めているわけではないんですけれども、当初はこれに書い

てありましたよね。９月くらいまで云々といってそれに強くは縛られないと、私いった記憶

があるんですけれども、それは過ぎてしまいましたからあれですけれども、僕はこれから皆

さん方の議論を踏まえての話ですけれども、年度内まではいかないのかなというふうには思
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ってますけどね、年度内というのは来年の３月ですから。そこまでいかないのかな、という

ふうに思ってますけれども。今のは独り言というか、そういう。 

○ 委員（中橋友子） 委員長、その辺はね、委員長、理事者ともよくお話をされていると思

うんでね、私たちは理事者から建替えたいというその話が出されて、こういうふうに特別委

員会を設置しているんだから、理事者も理事者のゴールを決めてやっているんだと思うんで

すよね。その辺を示していただいて、それにあった形で私たちはきちっと先先の提言をして

いくと、ということが大事だと思います。 

○ 委員長（千葉幹雄） なるべくね。理事者と調整は何もしていませんけれども、当初説明

を聞いていると、もっと早い時期に結論を出して欲しいような話はしていましたけれども、 

 中々そんなことはならないよ、ということは言ってあります。ただ、そういったことも視野

に入れながらね、著しく作業が遅れることのないように、結論を出せればね、出せないのに

無理して出す必要はないですけれども、そこはなるべく速やかにと思ってます。よろしいで

しょうか。ほかにございますか。では、そういった形であらあらそういった形で進めさせて

いただきます。 

  また、皆さんからご意見があれば、拝聴させていただきながら、進めさせていただきたい

と思いますので、今日のところはこの辺で、新庁舎の建設等についてという議題を、終わら

せていただいてよろしいでしょうか。はい、それではこの件については終わらせていただき

ます。 

  次、その他でありますけれども、私のほうからは何もございません。皆さんのほうから 

 ございますか。副委員長。 

○ 副委員長（牧野茂敏） 理事者にも出てもらわないと、話見えてこないんじゃないかな。 

○ 委員長（千葉幹雄） 次回はですね、先ほど申し上げたように住民説明会を踏まえてとい

うことになりますから、当然、理事者に来ていただいて、どういう空気だったのかというこ

とをですね、聞かなければ我々もそれを参考に出来ませんのでね、ですからそれはそういう

ふうになると思います。では、よろしいでしょうか。はい、それでは以上を持ちまして、第 

 ７回庁舎建設に関する調査特別委員会を終了いたします。 

 

 

 （閉会 16：17） 
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 （13：20 開会） 

○ 委員長（千葉幹雄） ただ今から第８回庁舎建設に関する調査特別委員会を開催いたしま

す。審査に入る前にですね、お手元にあるかと思いますが、新庁舎等と街づくりを考える会、 

 小山さんから議員各位に配っていただきたいということでありますので、皆さん方に配って

ありますのでよろしくお願いします。それでは、前回、町側で町内６箇所、それぞれ庁舎建

設に関する基本案について説明会を開くということでございましたので、委員会はしばし開

かないでいたわけでありますけれども、１１月４日をもってひととおり終了したということ

でございますので、それらの報告を今日いただき、審査をしてまいりたいと思います。 

  それでは、新庁舎の建設等に関する地区別説明会の報告について説明を求めます。 

  伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） 初めに地区別説明会の開催結果について、ご報告をいたします。 

 別添の新庁舎建設に関する地区別説明会の開催結果についてをご覧下さい。 

初めに開催場所等ですが、ここに記載のとおり 10月 17日から 11 月４日にかけて、町内 

 ６会場で延べ参加者数 240人、実参加者 162人の参加をいただきました。一人で複数回参加 

されている方もいらっしゃることから、実参加者としては 162人です。実参加者 162人の 

内訳といたしましては一般住民、公区長 14名を含む 139名、町議会議員 14名、町職員９名 

という内訳であります。町の出席者につきましては省略させていただきます。３番目の説明 

資料はこれまでの特別委員会の中でお示しをしている資料の１から３までのほかに、４とい

たしまして本日資料として提出していますけれども、役場庁舎を分散設置にした場合のメリ

ット・デメリット、それと参考資料といたしましてのこれまでの取組み、検討経過という５

点の資料により行いました。説明会の概要についてでありますが、会場ごとに意見、質問等

を記載しておりますけれども、質問としましては基本方針の案にある建設位置などはすでに 

決定している事項であるのか。また、建設後においても忠類総合支所の体制に変更はないの

か。今後、説明会を開催したりアンケート調査をする考えはあるか。などの質問をいただき

ました。また、意見といたしましては合併特例債を活用して建設するにはいい機会である。 

 建設コストを圧縮し財政負担を軽減すべきである。三極化の現状においては、本町に建設

すべきである。人口の多い札内地区に建設すべきである。建設すべきだが、住民の想いだけ

で建設位置を選定すべきではない。この先、不透明なこの時期に庁舎を建設すべきかどうか 

再検討すべきである。札内地区の住民サービスを拡充すべきである。集約型の庁舎を建設す

るとしても、6000平方メートルも必要なのかなど、将来の財政負担への心配と庁舎の位置 

及び規模について様々なご意見をいただきました。以下、当日配付した資料を参考までに 

添付させていただきました。 

 続きまして、今の資料ではないほうの庁舎特別委員会事務報告と書いてあります２に、地

区別公区長会議の開催結果を記載させていただきました。地区別公区長会議は、ここには書

いておりませんが 113 名の公区長のうち、83 名の出席をいただいたところであります。当

日の公区長会議では、地区別説明会の配布資料のほかに、ただ今説明をいたしました地区別

での説明会の開催結果も説明をいたしました。公区長会議では、ここに記載をしております

が、忠類地区で１件、人件費を削減して建設に当たるべきでは、という意見がありましたが、 
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幕別地区、札内地区におきましては意見、質問等ありませんでした。以上が地区別説明会 

及び公区長会議での開催結果であります。 

○ 委員長（千葉幹雄） ただ今の地区別説明会、あわせまして地区別とは直接関係ないんで 

すけれども、地区別の公区長会議がありましてその中で、行政側からこの案について説明を 

したということでありますけど、まずこれについて皆さん方からご質問、あるいはご意見が 

あればお伺いしたいと思います。成田委員。 

○ 委員（成田年雄） これ、委員長に聞きたいんですけれど、新規に建替えと庁舎分散とい 

 うのはもう決まった、議会で決まった事項というのはそのままでいいんですよね。場所の設 

定だけの話ですよね。どこかでアンケートをとって、そのやり直すような意見ではないです 

よね。どうなんですか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 委員会としては今まで町理事者から、そういうお話を聞いて独自で 

 特別委員会を立ち上げて、そして今日まで積み重ねをしてきたわけでありますけれども、当 

初このままではやはり人命にも関わる問題だということで、このままではいけない。耐震で 

やるのか、それとも改築をするのか、いずれにしても手を掛けなければならない、というの

が一つあったと思う。その次に改築でやった場合の、手法も含めて効果、あるいはまたその

後の耐用年数等、あるいはまた新築した場合のメリットですとか色々聞いた中で、これはや

っぱり建て直したほうがいいだろうと、新築をしたほうがいいだろうと、ということでこれ

は全会一致でその方向性を確認しあったと思います。その後、陳情も出てきておりましたけ

れど、分散型がいいのか、それとも現在のような集約型、どこまで、例えば教育委員会です

とかありますからね、どこまでどうするかは別ですけれども、細かいことは別ですけれども、

やはり集約型がいいだろうということは、陳情もありましたけれど賛成多数というのでしょ

うか、集約型がいいだろうということで陳情は不採択ということにしておりますので、そこ

までは委員会としては議決したわけではありませんけれども、一定の皆さん方の意志がきち

っと表現されたんだろうと、私は押えております、そこはね。そこで、町側が説明会をやる

ということだったもんですから、そこで委員会は止めていたと、ということかと思いますけ

ど、私の認識は。成田委員。 

○ 委員（成田年雄） 議会でね、特別委員会でもまれたことは遵守して、役場にも遵守して

もらうと、議決はまだかもしれないけれど、これ話合われたことは守ってもらって、説明は

説明として、町で説明してもらうと。だから今は、場所の問題だけが残っていることですね、 

 それでよろしいんですか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 委員会としては、そういうことになろうかと思いますけれど、ただ 

 行政側としては行政権というか、当然ありますのでそれは行政として色々と考えられている

ことは、ただちに全面的に委員会として否定することにはならないだろうと。今日ね、たま

たま町長もお見えになっているし、皆さん、マスコミ等でアンケート調査をやるやの報道も 

 ありましたのでね、その辺のことも今日は理事者のほうからも、お話あるんだろうと思って

おります。その辺についてはね。斉藤委員。 

○ 委員（斉藤喜志雄） 文言の整理をきちんと確認をしておきたいと思うんですが、この委

員会としては、当初建て替えを基本方針に基づいて色々検討した結果、議決をしているんで
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すよね。委員会として議決したわけではないんですか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 一定の方向性を出しただけで、議決はしていません。要するに議案

に付されておりませんので、皆さんで確認はしました、そこは。そういう方向でいいと。 

○ 委員（斉藤喜志雄） 満場一致で確認はしたんですよね。したがってその重さが、議決と 

 同じような性格を有すると理解していてよろしいですか。 

○ 委員長（千葉幹雄） イコールではないと思いますけれども、それに准ずるものだという

ふうに思ってます。 

○ 委員（斉藤喜志雄） 分りました。 

○ 委員長（千葉幹雄） ほかにございませんか。それぞれ説明会に議員の人もたくさん出ら

れていて、町民の声も色々、様々あったんだと思うんですけれどもそれらを踏まえて何かあ

りますか。 

  説明会については参加した人もいますし、だいたい分ったということであれば、その説明

会の報告についてはそれで終わらしていただいて。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 進め方なんですけれども、説明会につきましては参加された議員も参

加されなかった方もいらっしゃるとは思うんです。ただそれなりの新聞報道も含めて、それ

を受けての感想とか考え方は持っています。今、この次に議論に入られるのは、このレジメ

に基づいてなんでしょうけれども、それを踏まえての今後のあり方についての意見も、委員

としては出させていただきたいと思うんですが、それは今仕切っていただいている次の場面

でよろしいんですね。 

○ 委員長（千葉幹雄） この「事務報告」の一番下の４番目のところでですね、今後のこと

についてご意見があれば伺いたいと思っています。 

○ 委員（中橋友子）  それではいいです。 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは「事務報告」の１番目、２番目についてはそういうことで 

 了解したということで終わらせていただきたいと思います。３番目の資料提出、これは過去

に委員からこういう資料を要求したいということでございました。これについて説明をいた

だきたいと思います。伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） 次に９月 30日の第７回の委員会におきまして、資料提出要望の 

 ありました資料を本日お配りいたしました。初めに役場庁舎を分散設置した場合のメリッ

ト・デメリットであります。資料の１をご覧下さい。これは地区別説明会等でも使った資料 

 ですけれども、庁舎は一般的には１箇所の本庁が理想と言われていますけれども、近年は市

町村の合併に伴って、分庁方式を選択されている事例が見受けられています。メリット・デ

メリットの上段、住民サービス面についてでありますが、メリットとしましては、身近に 

 事務所があり、住民の方は安心感が持てる。また、４番目にありますとおり用件に関係する 

 部課が近くにある場合は便利である。一方デメリットとしましては、１番目にありますとお

り、各庁舎にどの部署が配置されているか分りづらい。またサービスの内容によっては、異

なる庁舎へ移動しなければならない。また場合によっては複数用件を一度に済ますことがで

きない、といった点がデメリットとして挙げられます。次に下段の行政効率面では、メリッ

トとしましては合併市町村の例のように、既存施設の有効活用ができること。また、災害時 
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 等の拠点として使用ができること。一方ではデメリットとしましては、１にありますとおり 

 職員間で各庁舎間の移動が必要となり、迅速な事務処理・意思決定ができない場合がある。 

 また５番目にありますが、庁舎が分散していることにより、重複するサービスの提供体制が

必要となり、そのことによる余分な経費が必要となるなど主にコストの面から適当ではない

結果を招きやすいという傾向があると言われております。次に資料の２番目をご覧ください。 

 各公共施設の支持地盤の状況であります。これは、これまで建設した建物に関わりまして 

 基礎を打ったり、杭を打ったりしているものをまとめたものであります。この表の支持地盤 

 が、建設当時の当時の設計基準に基づいて施行された上段は杭工事の杭の長さ、札内東コミ

センからは直接基礎、次の農業者トレーニングセンターからはラップルコンクリートの長さ

を表しているものであります。参考までに申し上げますと、１番上の百年記念ホールでは 

 平成７年でありますけれども、８ｍから 13ｍの杭工事を施しております。２番目の札内ス

ポーツセンターでは７ｍから８ｍ、役場庁舎は６ｍという状況であります。 

  資料の３をご覧ください。この資料は昨年の４月に全戸配布しました防災のしおり、この

中に掲載をしているものであります。当時は国においては十勝川、北海道においては途別川

の調査を既に終えておりますことから、町といたしましても十勝川と途別川が大雤によって

増水し町内で堤防が決壊した場合の浸水予想結果として、このような図面を作ったものであ

ります。当時、北海道におきまして猿別川の調査については着手されていなかったために、 

 猿別川についての影響はここには記載されておりません。現在におきましても、北海道から 

 猿別川に関しましての情報の提供は受けてはおりません。以上であります。 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは資料の説明をいただきました。これについて質問があれば 

 お受けをしたいと思います。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 猿別川の情報が北海道からないということは、危険性がないというこ

とではないのですか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） そういうことではなくて、現在のところ北海道から調査が終わ

ってということで、情報が示されていないという段階であります。 

○ 委員長（千葉幹雄） 中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 示していただける見通しはあるのでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） 現在のところ、特段それに関しまして情報は入っていないとい

うことであります。今、調査をしているかどうかも含めて、こちらのほうでは確認はできて 

 おりません。 

○ 委員長（千葉幹雄） 中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 資料はあったほうが、複眼的な判断ができると思います。それを求め

ることができるのか、どうでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） 河川の氾濫の予想図というのはですね、河川の護岸工事ですと

かそういうものが一定程度完了してから、行うという大前提があると聞いております。です
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から、そういう意味で猿別川、糠内川も支流になりますけれども、それらの状況が道として

なぜまだ着手していないのかという、理由まではこちらで確認はしていないんですけれども、 

 ただちに求めたから提供していただける、調査をすぐ実施していただけるという状況には、 

 ないものというふうには認識をしております。 

○ 委員長（千葉幹雄） 中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） そうしますと、浸水想定といいますか、災害に備えてできるだけ安全

な場所に庁舎は建てていただきたいという想いを持っているわけですが、判断材料としては 

 猿別川のことは正式といいますか、要するに道のほうのデータがないなかで判断していかな

ければならないと、これに更に猿別川はデータはないけれどもそのことも加味しながら、委

員としては判断をしていかなければならない、そういうことですね。 

○ 委員長（千葉幹雄） 伊藤参事。 

○ 企画室参事（伊藤博明） 現在においては、そういう状況であります。 

○ 委員長（千葉幹雄） 他にいかがですか。なければ資料の説明についてはこの程度にした

いと思います。次、４番めであります。住民参加、住民意見の反映のあり方についてという

ことで、ご説明をいただきます。説明はないんですね、では今、言ったようなことで今後の

あり方についてでありますけれど、ご意見、あるいはその他ありましたらあればお出しいた

だきたいと思いますが。増田委員。 

○ 委員（増田武夫） この度、住民説明会が行われ色んな意見が出されたようであります。 

 この特別委員会でも、若干の意見は述べたわけでありますけれども、色々今議論が沸騰して

いる中で、町としても今までの進め方についてのきちっとした反省をしながら、戻りながら 

 どこまで戻るかは別として、戻りながらきちっと反省を活かした対応をしていかなければ 

 ならないのではないかと思います。そうした点で、これまでの町の庁舎建設に関する進め方

についての、考え方なり反省を聞きたいわけなんですけれども。今までの取り組みについて

は、平成 15年、16年頃から耐震診断等を実施しながら庁内での検討を進めてきたとお聞き

しております。そうした中で、平成 18年に合併したわけでありますけれども、その合併協

議の中では庁舎建設については一言も出てきていなかった。そのことについては、合併協議

に実際に参加された委員の方々からも、忠類の委員の方、こちらの委員の方からもその協議

の中で、庁舎建設については議題になっていなかったと、そういうことが聞かされて、我々

も議会に参加していましたけれども、そうした話は無く経過してきたわけであります。そう

した中で、庁内では議論が進められまして、今回のようなたたき台が選挙後に出されてきた

と。こういうことであります。庁舎建設というのは、その町村にとって非常に大きな仕事で

ありまして、本来であれば足寄町もそうでありましたように、庁舎建設基金のようなものを

きちんと設けて、だいぶ前から準備を進めながら達成していくと。その過程のなかでは住民

の意見を聞きながらも進めてきているわけですけれども、今回町が庁舎建設を提案してきて

おりましたものは、そうした経過を全て町民、議会の関係も全部省略していきなり出されて

きたという感があるわけで、そのことに住民も非常に大きな不信感を持ったのではないかと

思います。議会の議論の中でも庁舎の耐震の問題でありますとか安全性などについても、と

きどき一般質問でも出されていましたけれども、その折にも建て替えについての具体的な話
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はなかったと。第５期幕別町の総合計画の３ヵ年実施計画の中にも、まったくそういう記述

がないということであります。そうした点を考えますと、庁舎の建設についてのこうした今

までの役場の報告の姿勢は、きちっと一度反省をして出直すべきところは出直すようなこと

を、しっかりとしていく必要があるのではないか。ですから、最大限の引き返せるところま

で引き返しながら、新聞報道でもアンケート調査を実施すると約束したようでありますけれ

ども、そういうものをきちんと活かしていくためにも、戻れるところまで戻りながら町民と

の合意を形成していくことなしには、うまくいかないのではないか。そのことを考えまして、

一つは合併協議などにも一切その話を持ち出していなかった点についての問題。それから今

までの庁舎建設に対する役場の取組みの問題について説明願います。 

○ 委員長（千葉幹雄） 高橋副町長。 

○ 副町長（高橋平明） 庁舎建設に関わりましては、資料でもお示ししましたように、過去

から庁舎内に検討部会をはじめですね、いろんな場面で議会からもご意見をいただいたりし

ておりました。ただ、建設に向けての最終的な、最終的なといいますか、こういう方針案を 

 立てたいなと思うようになりましたのは、昨年中ではありますけれども、一番の契機はなん

といっても今回の東北大震災の大地震の影響を受けてですね、震度７以上の地震が起こった

場合にこの庁舎はとても持たない。その時に庁舎がなくなってしまっては、当然災害対策も

できないという想いに至っているのが、まず第一の理由であります。庁舎建設に関しては 

 耐力度調査、これは過去に実施していまして何回も説明させていただいておりますが、庁舎

自体が大きな地震には持たないということは分っております。ただ、町としては学校の耐震

化を優先させるということで小中学校の耐震化に力を注いで、庁舎はそういった意味では後

回しにしてきたというところがあります。ただ、今年度をもちまして糠内中学校の体育館を 

 除いてですけども、全て耐震化が完了しますので、そういった財政的なことも勘案をさせて

いただきながら、この基本方針案としてお示しをしているところであります。合併協議の際

には当然庁舎を建替える、というのはその時点では行政側としてはもってはいなかった。 

  建替えること自体は考えてはいましたけれども、いつ建替えるという具体的な年限という

のは合併協議の際には、幕別町としては持ち合わせていなかったというのが現実でございま

す。ただ、今回の住民説明会を通じてですね、まだまだ住民に対する説明、理解をしていた

だくための説明の仕方、説明の方法、これについてはまだまだ不十分な面があるというふう

にも、私どもも理解をさせていただきました。住民に対してこれからもですね、十分、この

方針案に対するご理解が得られるような説明の仕方等を考えていきたいというふうに、今の 

 時点では思っております。 

○ 委員長（千葉幹雄） 増田委員。 

○ 委員（増田武夫） それは３月 11日が起きたからであるとか、学校の耐震が済んでからの 

 ことで、それで提示をしなかったような答弁でありますけれども、しかしそれはおかしいと

思うんですよね。合併した時に合併特例債できちんと対応しなければならないというのは、 

 町としての心積もりはあったわけなんですよね。そういうこともありながら、それは全然 

 計画にも載せていなかった。これはいずれこの建物を建て替えなければならないことは、耐

震診断もしながら、当然理解していたことですよね。それを、そういう問題を提起しなくて 
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 住民との接点も持たないで、この選挙後まで持ち越してきてそして提起したというところに、 

 大きな今の問題を複雑にしている要因があると思うんですよね。だからそれは、住民と役場

がどう対応していくか、どういう関係をもっていくか、住民の考え方をどう行政に取り込ん

でいくかという基本的な姿勢が欠けているんだと思うんですよね。だからそのことをしっか

りと反省しなければ、今後の建設に対する住民の理解も得られていかない、というふうに思

うんですよね。だからその辺をしっかりと反省して、公表して計画に入れてこなかったのは 

 学校の耐震化を優先させるからだとか、そういう問題ではないんですよね。だからその辺の 

 対住民との姿勢をやはりしっかりと見直すことが、今の行政にとってもっとも必要なことだ

と思うんで、その辺のしっかりとした答弁を。 

○ 委員長（千葉幹雄） 増田委員、趣旨は理解はもちろんするんですけれども、ただ今後の

問題としてね、今その反省の上に立ってということは理解します。ただ、少なくともこの委

員会の中では、改築をしようというところまではきたわけですよね。その案を示された時に 

 そういう議論をするんであればと思うんですけどね、ここまできたわけですからそこは十分 

 理解をして、質問をしていただきたい。今後に向けてということにしていただきたいと思い

ます。 

○ 委員（増田武夫） それは理解したうえでなんですけれども、今後どうやって、アンケー

トも取るといってるわけですから、どうやって進めていくかという、その基本的な姿勢にも 

 関わってくる問題であってね、前からこの委員会の中でも説明不足でないかとか、合併の時

に出ていなかったとか指摘はしていましたけれども、こうやって住民説明会をした中での 

 色んな問題が出てきているわけですから、その辺の今までの町の進め方をしっかりと反省し 

 た中で、今後進めなければ収拾がつかなくなるんでないか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 分ります。今、答弁してもらいますけども、合併のときにあったと

か無かったとかということになると、そこまで戻らなければならなくなるので、それはこの

案が出た時にそういう話をされるのが一番良かったんだろうと思うんですけれども、増田委

員がおっしゃるように、反省に立って次これから進めていく、ちゃんとしなさいというのは 

 十分私も理解しますし、そういったことを踏まえて答弁。岡田町長。 

○ 町長（岡田和夫） お話ありましたように、合併協議の中では全く庁舎建て替えの問題は、 

 協議の議題にはならなかったとういうのは現実であります。一方ではこの一覧表にもありま

すように、内部では耐震化に向けての推進委員会、検討委員会ということは進められてきま

したけれども、私自身も庁舎を本当に建替える時期がいつだとはっきりしたのは、まさに 

 今回の３月いっぱいで委託の報告が受けた段階で、これは危険だということを受けたのが現

実です。説明会の中でも、町長の公約にでていなかったのではないか、というご指摘も受け

ましたけれども、私はその時点では正直言ってまだ建て替えるかどうかの判断までは、私は 

 なかったというふうに思ってます。ところが今の震災も一つのきっかけでしょうが、非常に

今の庁舎では危険度が増してきている。この際、建て替えなのか改修なのか、何らかの方策

を見出さなければならない、といったところで内部で建て替えの案を作ったのが現実です。 

 ただもう一つここで困ったことは、もし建替えるんであればこれから５年間の合併特例債が 

 活用できる範囲が、建て替えには一番有利でないかという問題も、また新たな考えとして一
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つでてきたと思います。そういった意味で、言われるように住民の皆さんからすると、いき

なり役場が建て替えをする、それを議会に言って議会と役場がつるんでもう決めてしまった

のでないか。それをなんで今さら説明会に、というようなご指摘もたくさん受けたわけです

けれども、私どもとしましては町民の皆さんに、まったく白紙で庁舎建てたいと思いますけ

どどうですか、ということは言えないんんでないだろうか。あくまでも、結果はどうであろ

うと、たたき台なるもの、原案なるものは庁舎の内部で検討して議会にもお示しし、住民の

皆さんにもお示しして、その中でご意見をいただく中でこれから協議を進めていきたい、そ

ういう思いだったのですけれども、中々住民の皆さんはもうさきに決まっているんでないか、 

 それを説明会開いてなんだ、というような厳しいご意見をいただいたわけであります。そう

いったことで、アンケートの問題にもふれますけれど、最後どうしてもアンケートをやれ、 

 その要因の一つは説明会はこれだけやっても 140名あまりの人で終わっている。もっと住民

の人に周知するためには、アンケートも必要だし、そしてアンケートの中身は役場に任せる

けれど多くの人に役場を建てるんだということを知ってもらうためにも、ぜひ周知も含めて 

 アンケートをということになったものですから、私も最終的にはそうした皆さんの声が強い

ということで、考えますということの答弁もさしていただいたわけであります。決して私は

拙速になることはもちろんないんだろう、と思ってますしただ今日まで過去 18年の合併以

前からずっと建て替えについてどういうふうに考えていたんだ、と言われますとその時点で

は正直、いつの時に建て替えをする、あるいは合併したから合併特例債を使って建て替えれ

ば一番いいんだ、なんていうところまではなかったというのが現実です。ここまできて、今 

 こういう時期になってできれば合併特例債を活用したほうがいい。あるいは前回もそうです

し、やはり普通であれば基金がなかったらまず庁舎の建設はできないんだろう、というふう

に思ってます。それだけに、時間的余裕があれば十分基金を積立る中で、それらを活用した 

 なかで庁舎建設というのが一番良かったのだろうと思いますし、勿論これらはいきなり議員

の皆さんに原案を示すのではなくて、議会の皆さんとの相談の中から色んな意見を出しても

らうのが良かったのかもしれない、そういう思いもしておりますけれど、ただ議員の皆さん、 

 何人かの議員の皆さんから庁舎の建設はどうなるんだ、というご質問は何回もいただいてお

ります。これに対しては、これからも内部での調査はするし、そして昨年９月に予算を付け

ていただいて最終的な委託を出した。それを受けて今回にきているわけですけれども、先ほ

どらい申し上げているように、色んな面で住民の皆さんからご指摘をいただいた。確かに、 

 まだまだ十分でない中で先に原案が示されて、そのことがもう決まってしまったような誤解

を与えてたような面があるのかな、そういうことについては十分反省はしているつもりであ

ります。 

○ 委員長（千葉幹雄） 斉藤委員。 

○ 委員（斉藤喜志雄） 今、理事者のほうからお話があったけれども、本音だと私は思って

いるのですよ。おそらく３．１１のあそこを受けてと言うのは事実だと思っている。なぜな

ら、国も含めて我々も含めて、想定外を想定した危機管理体制の構築というのは、求められ

てきた。あれから以降。強く。そういう意味で言うと、まさに公的な数字ででてきているあ

あいうものがあってね、そして役場の職員であろうが、その後ろには子どもたちは勿論家族
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も抱えて町民ですよ、そしたら町を預かる立場の者として、極めて危険度が高い、とりわけ 

 十勝のように根室沖から襟裳沖にかけて震源地をいっぱい抱えている、加えて内陸での活断

層なんかも抱えている震源地を抱える中で、やっぱり大丈夫だろうと内心思いつつも、確実

にそういうことが大丈夫だと言えないというデータが出ている中で、どうあるべきか。僕は 

 うちの町、えらかったのは思うのは、まず未来を担うこ子どもたちのためにと言って、学校 

 を先行してやっていった。これは、過去のことは知りませんけれど、この４年間くらいの間

に一気にやって残っているのは糠内中学校だけだった。糠中は学校統合との絡みがあったの

で止むを得ない。これは全道、全国に先駆けて非常にきちっとこれを進めてもらった。そう

いう意味では、町の財政の体力からいっても、そこに庁舎のところに目を向ける余裕は私は 

 無かったと思っている。だからそういう意味では、僕は本音は今、申されたとおりだと思う

し、それじゃ次に何をやるべきかという危機管理が、今まさに３．１１を通して行政を預か

る、町政を預かる皆さんの責任として課せられてきたことも、間違いのない事実。だから、 

 そこにたって出てきたと思うから、例えば議会に基本方針案が示された時にあそこに基づい

て、最初からしっかりと進めてきた。思わず 11 月 16日のそれからその前の新聞も見て、理

事者がアンケート調査をする、という新聞報道を見たときに私は正直なところ愕然とした。 

  いったいこれ、どう考えればいいんだということを含めて、内容、方法、その部分につい

ては、明らかになっていないから、いずれこれ示されると思うけれども、そういうものが明

らかになってないからにしても、私どもが真剣になって討議をし分庁舎方式は必ずしも適切

でないよということを、そしてまさにこのことがああいう構想に基づく財政的な体力度の上

から言っても、あの辺が正解だよなということで議会は一歩一歩、特別委員会はそれなりの 

 前進を図ってきた。そことの整合性を一体どうもつのかなということを、私は正直なところ、 

 あそこのところに考えて、若干あの答えは遺憾だったな、持ち帰っていただいてそれこそ庁

内の公式の検討会議があるんだし、それからこういう場も開かれているわけだから、そこと

の整合性をどう図るかということでの、論議があってもよかったのかなとは思うけれど、し

かし伝え聞くところによると、非常に話し合いの場も極めてまともな意見を述べる連中を、 

 排除するような言葉が発せられていたり、私はそう聞いている。行ったわけでないから、も

しそうでなかったらごめんなさい、そうでなかったとしたら。あるいはある特定の人間の特

徴をとらえて、そしてそれを攻撃してみたりだとかいう、そういうおおよそ説明会にはふさ

わしくない、そういう雰囲気の中で出された異常な中での結論だというふうに、私は理解を

していて、そういう意味ではその結論も異常になってしまう。それくらい私は極端に思って

いる。そういう意味では、私のところにも何本か札内地区の退職校長会の連中が私のところ

に電話をよこしていますが、非常にあの持ち方いかがなものか、そんな声も聞かされている。 

 説明会というのは、あくまでもこの基本方針に基づいたところでの意見交換であって、それ

以上でもなければそれ以外でない、というところをしっかり臨むにあたって押えておくべき

でないかな、私はそんなふうにも思っております。とりあえず、想定外を想定するという観

点で言えば、僕は 70年の人生の中で２回十勝沖地震を経験してきている。大きな地震を２ 

 回経験してきている。おそらくあのような地震がきたら、今、この科学的なデータが出てい

るところをみれば、おそらくがたがたっと倒壊するな、そう考えると毎朝でてきてここに 



 11 

 くるたびに、今日は地震無いといいなと思いながら、内心本当にそういう思いを持ちながら 

 きている。だからもしアンケートでもとるとかなんとかということになって、その内容等々 

 については、ここに是非知らせて欲しいと思うし、色々な意見も十分聞いて欲しいと思うし、 

 それから本当は一日たりとも想定外を想定してというスタンスに立てば、町民の安全安心を 

 守るというスタンスに立てば、それこそ分庁舎でなくて今からでもそれぞれに場所を移して、 

 そしてここを使わないようにしていただきたいな、と思うくらい、毎朝出てくる時にも重た

い心で出てきているのも事実、それは自分の体験から出てきている、そんな思いでもある。 

  したがって、是非、後ろに下がるなんてことは考えないで欲しい。ここまできたら。進む

ことを前提に考えながら、いかにして町民の思いをしっかり受け止めていくか、というとこ

ろを大事にしながら、20人も議員いるんだから、それぞれが付託されていた町民の方々も

いらっしゃる、したがってそういうところも含めて、意見を聞いていこうというのも、いか

す一つの方法だ。意見を聞く方法は色んなものがある。せっかく６会場でやったって、実質 

 162人というようなそんなところからみたら、我々が背中を丸くしてそれぞれの思いを聞い

て歩けば、162人という数だけではない。僕の後援会だけでもこれくらいはいる。そんなふ

うにも思っている。そういう意味でも、僕たちも安心してこの議会に臨める、そういうスタ

ンスでいち早くやっていただきたい、そんなところを感想も含めて正直思っているというこ

とで終わります。 

○ 委員長（千葉幹雄） 高橋副町長。 

○ 副町長（高橋平明） 確かに住民説明会の中では、アンケートに関して町長はその方向で 

 とお答えさせていただきました。私どもはですね、町長のお答えでありますので、方向性は 

 実施したいと考えております。ただ、中身については検討段階であります。それと当然、ア

ンケートをどういう手法とるかということを含めてですけれども、その中身についてはです

ね、この特別委員会で審議されたことと、私どもが出している基本方針案とですね、そこか

ら後退するようなアンケートというか中身の持ち方は当然するつもりはございません。 

  私どもはこうしたいという確かな気持ちを持って、方針案をお示ししているわけですから、 

 それに肉付けした形でなんとか先へ進みたいという思いをもっておりますので、庁舎建設に 

 向けた色々なご意見は当然、私どもは皆さんからお聞きをしたいと願っているわけですから、 

 そういった形での意見を募集する方向も同時にできないものかと考えているところであり

ます。今、この特別委員会で色々審議をされてですね、それぞれ確認されてきた事項がござ

いますので、それは十分私どもは踏まえてですね、もしアンケート調査そのものを実施する

んであれば、そういった方向を決してはずさない方向でアンケートを実施したい。中身につ

いては、私どものほうで今、検討中であります。 

○ 委員長（千葉幹雄） よろしいですか。他にございますか。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 説明会ご苦労様でした。参加をさせていただいた感想も含めて発言を

させていただきたいと思うんですが、本来でありましたら計画的に庁舎を新しくしていって、 

 安全な場所できちっと住民の自治業務をやっていただくということは、町民にとっても望ま

れることであり、決して住民と対立するような案件ではないという、この議会に提案された

時からそういう思いで自然に臨んでまいりました。この特別委員会で議論した中身について
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も、一つ一つ階段を登るように積み上げて出してきた結論でありますから、それも当然住民

の方には理解いただけるだろうと思っておりました。その思っていたんですけど、臨んだ結

果はそうしたことに理解を示してくれた方も当然いらっしゃいましたけれども、声の大きい

人の中には必ずしもそうではなかった。必ずしもそうではない中の一つには、特別委員会で

決めてきた決め事が、正確に伝わってないなというのが一つありました。先ほど町長も言わ

れましたように、いきなり出して議会も一緒になって、運転手は町長一人でとかというよう

な言葉もありましたけれどもね、議会は議会で独自に調査研究という役割を受けてきちっと

やってきたわけですから、これは正しく伝えていく役割を議員としては果たしていかなけれ

ばならないな、というふうに思いました。そしてもう一つ、さらに声の大きいというか 

 たくさんの意見の中には、理事者の思いもきちっと伝わっていない。そこに先ほど増田議員 

 、合併の時からなぜというのは実は私たち、同じように芽室町でも庁舎建設が今取り上げら

れておりますよね。ただ、ちょっと段階は違うんですけれども向こうは今、総合計画の範規

の中に入れてやっていくというようなことで、住民説明会もあの場でやったらどうなのか 

 というのはありますけれども、人間てやらなきゃならないことでも、目の前にいつまでやら

なきゃならないと言われるのと、一定の計画が示されて腹積もりができているのとでは、ち

ょっと受け止めが違うと思うんですよ。そのちょっとの違いが大きく出てしまったな、とい

うのも残念な思いで聞きました。だから、そういうことをこれから埋めていかなければなら

ない、と正直思います。そして、その上に立ってですね、日頃から住民の方たちどうして 

 こんなに爆発しちゃうかな、という中にはもっともっと住民の皆さんの意見を聞く機会が、 

 町としてもあったらよかったのかな、というふうにも思いました。というのは、説明会とは 

 まったく別のような意見出てましたから、こういうのはもっとそういう機会があれば、距離

がちょっと縮まってたかな、というふうにも思いました。そんな感想を持ちながら、しかし

危ない庁舎で長くお仕事をしていただくわけにはいかない、どこかできちっと結論を出して

建てなければならない、ということになればこれからの役割のほうがずっと大事だと思うん

です。 

  これからアンケートの手法もそうですし、住民の意見をどういうふうに反映させるか、議

会としては積み上げてきたものがありますからね、そこに乗りながらもせっかくの建物が 

 結果として、住民の分散、後を引くというようなものには絶対してはならない、というふう

に思うんですよね。ですからそういう点で、今後も特別委員会も勿論私たちも真剣に意見を

上げたり、住民の皆さんの意見も聞いてここに持ち込んできたいと思いますのでね、十分反

映していただきたい、というふうに思います。決して住民を分断するようなそういう方向性

は避けていただいて、きちっと合意と納得を得る努力を最大限、お互いにまずすることが大

事だというふうに、説明会の感想を通して思います。いかがでしょうか。 

○ 委員長（千葉幹雄） 高橋副町長。 

○ 副町長（高橋平明） 私たちもまったくその想いと同じであります。とにかく庁舎建設が 

 住民の感情を、二分するとか三分するとか、そういったことになってはならない、という想

いは当然のこととして受け止めておりますので、勿論その色んなご意見はたくさんあると思

いますけれども、そのご意見を真摯に受け止めて次の政策、あるいは方策に活かしていきた
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いという想いは持っております。それと、何回も言いますけれど、この特別委員会で確認さ

れた事項は、私たちは重きをおいておりますので、それも含めながらですね、整合性を持っ

た形で進めていきたいなと考えております。 

○ 委員長（千葉幹雄） 藤原委員。 

○ 委員（藤原孟） 私は、20日の「新しい幕別町をつくる会」に参加しました。また説明会

にも出ました。その中で非常にアンケート、町長答弁に対して受け方がそれぞれで、小山さ

んも受け方は原点に戻るということであります。非常に、理事者側の説明、議会に向かって

説明する、このことと受けている側は非常に違うんですよね。そこのところは、やっぱり 

 岡田さんも厳しく追及するとは言ってませんでした。正しい答えを求める、正しいというこ

とは私たちも大事なんですけれども、一旦止めて考えるということですね。それが正しい 

 という字だということを聞いております。是非、我々は年末、年始、議会議員として持って

いる後援会がありますので、そこの声を再度確認しなければならないな、私は思っておりま

す。その中で、庁舎問題、新しい会の人たちも分断する考えはないといっております。 

  ただアンケート取るのは非常に難しいともいってましたよ。専門家に頼まなかったらおそ

らく、アンケートは取れないだろう。でも私たち議会としては、後戻りできないとこがあり

ますよね。自分らで決めてきたある程度、道順があるのですから、それより下がるような 

 アンケートを出されたんでは困りますんで、原点に戻る住民アンケートをする、この文言は 

 ちょっと、町長そういう約束したと私は思っておりませんので、その辺もよく要求してる方

たちと話し合って、アンケートの文を決めるべきだと。特に「新しい幕別町をつくる会」の 

 方々は、アンケートには若い人も入れる。それから、作る文面にも参加したいという言い方

もしておりました。そういう考え方も持っておりますのでね、町長、ここはやはり腹を決め

て、腹はあったはずなんだから最初から、もう一度ふんどし締めなおして取り組むべきだと 

 私は思いますので、ただ議員は年末、年始には町民の声をたくさん聞いて、それでまた特別

委員会に臨むべきだと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○ 委員長（千葉幹雄） 答弁いります。 

○ 委員（藤原孟） いりません。 

○ 委員長（千葉幹雄） 他にございますか。無ければ今日の会議はこの程度にしたいと思い

ますが、よろしいですか。それでは、この際、私のほうから皆さん方にもお願いを、やり取

りの中でも出ましたが私のほうからもお願いをしたいというふうに思います。私も６回の 

 うち４回説明会に出させていただきました。そうした中で客観的に聞いててですね、先ほど 

 誰かからも話がありましたように、この委員会でのやり取りが正しく、必ずしも正しく町民

に伝わってないな、という部分がありました。これは我々議員は、自分の意志に基づいてき

ちっと議論をしてきているわけですから、それぞれ自分の気持ちは気持ちとしてあれですけ

れど、委員会の中についてはやはり事実を伝えて欲しいと私は思います。そんな印象があり

ましたので、そこが皆さん方も私の意を捉えていただきまして、正確に住民には伝える、委

員会の中身についてはですよ。そういうことにお願いをしたいと思います。それと内容はま

だこれからだということでありますけれど、町民のそういう意識調査というのでしょうか、 

 アンケートというのでしょうか、ちょっと分りませんけれども、そういうことをこれから 
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 考えられるということでありますので、委員会としては一定程度、それが終わってある程度

のものが出てくるまで、ちょっと開きづらいのかなという気はしています。これ、また副委

員長と相談しますけれども、そんなことで押えておいていただきたいというふうに思います。 

  それと、今、お話ありましたように、今までも皆さんはそれぞれ住民と接して色々な意見

を聞いてきたかとは思うんですけれども、更に今後、町民の皆さんの意向というものを汲み

取っていただきたい。そういう努力をしていただきたいというふうに思います。これは私か

らの皆さん方に対するお願いであります。あと次回の開催については、副委員長とも相談さ

せていただきながらですね、ご案内したいと思います。それでよろしいですね。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） スケジュールを確認させていただきたいと思うんですけれども、最初

にご相談いただいたのは、平成 27年度までに完成をみたい、ということで基本設計から始

まりましてご提案いただきましたよね。今回、このアンケートを実施するということになり

ますと、一定の期間を要することだと思うんですけれども、その最後のスケジュールにつき

ましては、それはこういったアンケートを実施することによって生じる必要期間、これなど

が後ろにずれていくというような流れになるのかどうか、今、どんなふうにまず考えてられ

るのか、伺います。 

○ 委員長（千葉幹雄） 中身にもよると思うんですけれども、アンケートの中身ですね、我々

は積み重ねてきて、後は場所の問題ですとか建物の大きさですとか、そういうところまでき

ているわけですよね。これから、場所について問うかどうか分りませんよ、中身にもよるん

ですけれども、これからそういったことをしようという時に、議会が委員会が率先して決め

るのもいかがなものかな、と思うんです。ですから、それらとを睨みながらですね、あるい

は今、中橋委員がおっしゃったように、ゴールというかいつまでどうなのかということも、 

 総合的に判断しながらですね、また皆さん方とご相談させていただきながら、次回の開催に

ついては決めていきたい。総合的に判断します、そこは。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 町民の皆さんの想いを、先ほど軋轢をおこさないで成就させて欲しい。 

 そのためには、どうやって町民の納得、合意を得ていくかというところに知恵が絞っていか

なければならないと思うんですけれども、そういうものに一定費やすことによって、色んな 

 疑問が氷解されて、そしてきちっと建設に進むというふうになればいいと思うんです。そう

すると、最初に示していただいたスケジュールでいくと、どうもそういうのはそんなに時間

かけられないだろうと思いましてね、それで決められたスケジュールが、一つには私たち 

 この４月に選挙をくぐってここに座らせていただいているんですけれども、任期一応４年間 

 というものがあるものですから、その中で責任ある議論をさせていただきたいと思うことと、 

 もう一つは合併特例債というのが大前提ですよね。私はこれも有効に活用して、住民の皆さ

んの財政負担を少なくしてやるということは、大事なことだと思うんです。この合併特例債 

 も一定の期限があると、ただその期限が５年間延びるという、まだまだ閣議決定ではありま

すが、そういうこともありますよね。そうすると、がんじがらめに今のスケジュールでごり

押ししていくというのではなくて、そういうことも含めて最適なスケジュールといいますか、 

 そういうことを描きながらやっていただきたい。それもこちら側に示していただきたい、と

いうふうに思うんです。ですからその辺の柔軟な対応を、求めたいと思います。もう一つ、 
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 私たち自身も委員皆さんそうだと思うんですが、たくさんの住民の皆さんの声を聞いて、そ

れをなんとか反映させたいというのありますよね。それもきちっと保障していただきたい。 

  ですからアンケートまで待つというのもあるんですけれど、勿論待つのはかまわないんで

すけれども、それぞれ、今、住民の方の意見いっぱい聞いてます。建設に向けての提言です

よね、それは私は前々回の委員会の時に一定の時がきたら、委員会としてのまとめを行って 

 提言をしてはどうか、という発言もしているのですけれども、そういう機会もね是非脇に 

 おかないで委員会そのものも進めていただきたい。以上です。 

○ 委員長（千葉幹雄） 私が答えるというか、先ほど前段おっしゃった任期中に、あるいは 

 また合併特例債の延長、当然これは視野に入っていると思います。当然ね、分りませんけれ

ども私は入っていると思ってますからね、ですからそういったことを総合的に判断するんだ

ろうと思うんです。それはそういったことを視野に入れながら、総合的に判断して適当な 

 時期に適当なことをということに、なっていくんだと思うんですよね。それと、アンケート

なんですけれども、これは私の個人的考えなんですけれども、アンケートの中身については 

 私は委員会は携わらないほうがいいと思う。住民から聞いてね、それをアンケートの中身に 

 ついて言いたい、というような話をされたから。 

○ 委員（中橋友子） 違います。そうは言っておりません。委員は委員です。アンケートは 

理事者がやること。 

○ 委員長（千葉幹雄） だから携わらないほうがいいと思う。作成については、中身につい

ては。中橋委員。 

○ 委員（中橋友子） 提言というのは委員会として、これ特別委員会ですから調査研究の。 

 ですから議論をして、一定の方向性、要所要所で提言していくことが建設に当たっての意見

の反映になるというふうに考えるものですから、それで前回提案させていただいているんだ

けれど、今回ちょっとスケジュール的な変更が出てくるんじゃないかと思って、適切な時に 

 それもきちっと視野にいれておいていただきたい、ということです。アンケートとは別です。 

○ 委員長（千葉幹雄） それだったらいいですけれど、ただこちらのほうがある程度、どう

いうこと考えているか分りませんけれども、それが煮詰まって進んでこないと、その間でで

すね、委員会が色んなこうしたほうがいいとか、ああしたほうがいいとかということには 

 中々なりづらいだろうとと思うんですよね。アンケートの結果によって、どういう中身か 

 分らないからあれですけれども、動けないような気がするな。 

○ 委員（中橋友子） その辺は、ご判断はお任せします。 

○ 委員長（千葉幹雄） 一応、そう思ってます。ただ、皆さん方からの色んなご意見聞かせ

ていただきながらね、適宜進めていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいという

ふうに思います。増田委員。 

○ 委員（増田武夫） 今、言われていたんだけれども、閣議決定で特例債５年延長するとい

うような状況も踏まえて、その辺あくまでも 27年完成ということで進んでいくのか、その

辺柔軟に考えているのか。 

○ 委員長（千葉幹雄） いずれにしても、さっき言ったように、そういったことを視野に入

れながら、まだ閣議決定だけでまだ法律として通っていませんよね。ですから、まだやりま
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すとも言えないし、延ばしますとも言えないし、延ばしませんとも言えないでしょうから、 

 とりあえずそういったことも視野に入れながら、当然町長の任期もあと３年半くらいですか、 

 我々もそうですけれども、そういったことも視野に入れながら。全て視野に入れながらとい

うことに、なってくるというふうに思いますけれども。副町長。 

○ 副町長（高橋平明） 委員長が説明してくれたんですけれど、私どものほうとしてはです

ね、スケジュールをお示しさせていただいているのは、年度ごとのスケジュールですね。 

  来年度に、基本構想で、基本設計、実施設計、工事ということで年度ごとの、言ってみれ

ばまだ具体的な月ごとのスケジュールではないわけですね。ですから、まだその基本設計に

持っていくまでの基本構想、それにどのくらい時間がかかるかを、今精査しているところで 

 ありますので、今の時点でスケジュールを延ばすとか延ばさないとかの判断はしておりませ

ん。今の考え、現状で申しますと 27年度を目処にということで、ご理解いただければと思

っております。 

○ 委員長（千葉幹雄） よろしいでしょうか。それでは以上を持ちまして、第８回の庁舎建

設に関する調査特別委員会を終了させていただきます。 

 

 （14：32 閉会） 
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 （15：00 開会） 

○ 委員長（千葉幹雄） それでは、ただ今から第９回庁舎建設に関する調査特別委員会を開

催をいたします。まず、今日の進め方でありますけども、新庁舎の建設等についてと言うこ

とでお手元の議案に基づいて進めさしていただきますけども、建設のその場所については今、

行政側が町民にアンケート調査は配布している最中でございます。それで、建設位置につい

ては次回以降に、あの、させていただきたいと思います。今日はいずれにいたしましても新

築をするということで委員会としては決定をしておりますので、建築、新築にあたってどう

いったことに留意をして建てていくべきかということになってくわけでありますけども、実

は昨年の秋に総務常任委員会で新庁舎に関わるということでこれに関わる研修視察をして

きております。帰ってきてから、このまとめをしてあのこういった項目あげましてこういっ

たことを新しい庁舎にはぜひ必要だねとか、そういったような取りまとめをしております。

それでおはかりをするわけでありますけれども、もしそういったことが参考にしていただき

たいと思うんですけども、皆さんのお許しをいただければ、総務委員会の方からそういった

研修をしてきた結果、こういうことが勉強になりましたというようなまとめをしてございま

す。それで皆さん方がよろしいということであれば参考にしていただくべくですね、皆さん

方に資料として配布をしたいと思うんですけどもいかがでしょうか。（はい、の声あり。）い

いですか。それじゃあ、あの配布をさせていただいてですね、あの委員長の方から、総務委

員長の方から若干説明をさせていただきたいというふうに思います。じゃあ、配布をしてく

ださい。若干休憩いたしますか。いいですか。説明、いいですか。皆さん、行き渡りました。

それでは行き渡ったようでありますので、牧野総務常任委員長の方から資料の説明をさせて

いただきたいと思います。牧野副委員長。 

 

○副委員長（牧野茂敏）ご苦労様でございます。それではあのお手元に総務文教常任委員会の

道外視察、新庁舎建設の状況についてというようなことで、私どもの委員会としてこういっ

た以下視察報告というようなかっこうで載せてあります。日時につきましてはこれ 10月 4

日から 10月 7日、場所はですね、広島県の安芸高田市役所、併せて広島県庄原市役所、高

知県香美市役所、いずれも庁舎見学をさせていただいております。それで、あの 4番目の視

察報告についてでありますけども、これあの帰ってきてからですね、私どもの委員会の中で

取りまとめたものを抜粋して 7つほど載せてあります。で、あのこれ以外にもあの委員の方

もってるかと思いますけども、取り合えずはこれぐらいの点についてあの報告として載せて

あるところであります。一番目はあの本町は町民会館って言うんですけども、安芸高田市は

市民会館ですか、そういったものも含めてあの庁舎の中で議論をしているというようなこと

でいちお一つ目に町民会館のあり方も含めて新庁舎建設の議論の必要性、っていうのを一つ

載させていただきました。二つ目ですけども環境にやさしい自然エネルギーの活用と省エネ

対策というようなことで、あの自然エネルギーは太陽光が主でありました。で、省エネ対策

についてはですね、あの、行った三箇所が森林面積が市の八割、九割を占めるというような

ことで、あの、ペレット、木製ペレットを使っているようなことを予想もしてあります。三

つ目セキュリティー対策の検討をというようなことですけれども、これ個人情報の管理、執
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務時間外の出入りなどの対応ということで、まあ、あの尐し触れておきますけども香美市役

所って、あの高知県にございます。まあ、あのカードで出入りするというようなことで、ま

あ、あの個人情報についてはかなり厳しく守られているそんなふうに思っております。で、

四つ目これはあの皆さん同じ意見でしょうけども、無駄のないコンパクトな新庁舎を建設っ

てなことで当初計画よりかなり下がった額であの行っている市役所も多かったというよう

なことでこのコンパクトな新庁舎を建設して欲しいというこういうような要望でございま

す。５番目に学識経験者の智恵を活用するシステム作りの構築、これはですね、あの、庁舎

を建てる上でですね、学識経験者をふるに活用する、あるいは委員会に学識経験者をかなり

入れている、あの専門的な知識を得るためにこういったことをやっております。6つ目、防

災対策本部としての機能強化、これはですね、あの、新築にあたってあの、新しい庁舎の中

に防災対策本部をきちっとできるその何ていいますか、あの施設ですね、そういったものを

中に入れてある、そういったことでこれからぜひ、あの、これからには必要でないかとそん

なふうな考えで 6番目に載せてあります。で、7番目、あの私ども今やっております庁舎問

題に対する特別委員会、こういったものをですね、議会に関する部分については議員間で協

議を重ねるというような意味合いから調査特別委員会を庁舎が建ち上がるまで継続してや

っていたとそうこともあの、まあ、本町も建ってる時にはこういったことは必要ではないか

とまあ、そんなふうに思って 7つ目に載せてあります。で、あのお手元の安芸高田市、庄原、

香美市、新庁舎の概要比較についてはですね、これお目通しをいただければわかると思いま

すので、私の方からは省略させていただきます。残りあの、三枚安芸高田市役所の概要、庄

原市の概要、高知県香美市の概要、三枚あの、つけてあります。で、お目通しをいただけれ

ばいいと思います。以上あの私の方から簡単ですけどもこういった点について、報告をさし

ていただきます。なお、あの企画でこれ配布していただけました千代田区役所、私ども行っ

てませんので、その変は後ほど企画の方から説明があると思います。以上でよろしいでしょ

うか。 

○委員長（千葉幹雄）はい。それじゃあ引続きましてあのお手元に私も今日これ見たんでけど、

写真があります。で、主なところ、あの、参事の方から説明を概略あのしていただきたいと

思います。じゃあよろしくお願いいたします。参事。 

○企画室参事（伊藤博明）あの初めに千代田区役所がありますけれども、千代田区役所につき

ましては、あの、議員の皆様の視察とは別に我々事務方、最初、初日だけは別に行きました。

で、千代田区役所何を見に行ったかと言いますと議会のですね、議場がこの一枚目の一番下

にありますようにこれ、これだけ見るとよくわからないんですけども、この机とか椅子がで

すね、机が動く方式になっております。まあ、固定はしてるんですが動きます。ですので、

これを全部収納のところに入れてしまいますとここがホールとして使えるというようなこ

とでここを視察させていただきました。で、一つ変わってるところは千代田区議会につきま

しては、イギリス方式ってといいましょうか、議長が真ん中にいて左右に議員の方々と理事

者側がこう対面するようなスタイルとなっておりました。千代田区役所については以上であ

ります。次に高田、え、安芸高田市役所でありますけれども、ここはあの非常にですね。表

示がわかりやすいなというのを感想として持ちました。一枚目にもこのようにあの、まあ赤
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を背景に白抜きにしたりした、第一、第二庁舎入り口とかってありますけれども、めくって

いただいて次は違いますね、三枚目、次の、例えば№５の右肩、右の上のほうにふってあり

ますが、その一番下に大きく証明コーナーと書いてあります。それから、次のページ、№６

の方にいきますと、例えば亓の医療保険コーナーとかですね、あのデザインがとってもすっ

きりとしていてなんていうでしょうか雑然としていなくて、尚且つ、訪れた方が一見してわ

かりやすい、現在のうちの町もそうですけども、天五からぶら下がってると、地震が来るた

びにグラグラこう揺れるようなですけども、そういう意味で安芸高田市役所は一番ですね、

こういうその表示がわかりやすいなというふうに思いました。しかしながら、ここはあのち

ょっと変則でありまして合併した関係で庁舎がまあ二つに分かれていて、なお、そういうよ

うなことからですね、あの、よりわかりやすい表示に努めてるんだっていうご説明もいただ

きましたけども、先ほどのあの委員会の報告の中で各市役所ごとに一枚ものにまとまってい

る中の安芸高田市役所のところをご覧いただきたいんですが、三行目にありますが、団体概

要、ここは人口３万 1514 人です、人口３万 1514 人で、下半分に施設概要があります、で、

施設概要の表が、まあ、ちょっとわかりずらいんですけども、三番目には延べ床面積という

のがありまして第一庁舎が 2535.34、第二庁舎、新築したのが 4671.36 ということから 7200

平米ほどの面積となっております。で、次に訪れましたのが広島県の庄原市役所であります

が、ここはあのまあ、１ページ、１枚目の写真にありますとおり庁舎の全面がこういう市民

が集うプラザのような形になっておりまして、めくっていただきますと一階が市民ホール、

ちょっと石造りっていいましょうか、コンクリート作りですからピアノの音もかなり響くん

ではないかなと思いましたけども、そういうその触れ合いの場というものが多く設けられて

おりました。ここもあの先ほどの資料でご覧になっていただけるとわかるんですが、まあ、

４万 19人に対しまして、庁舎が 7429っていうことでかなりゆとりのある作りとなっており

まして、一番、この庄原市役所で目に付きましたのは防災対策室というのがかなり広い、何

ページになりましょうか、№６ですね、№６の下二枚が防災対策室となっておりますが、か

なり広い防災対策室が備わっておりました。で、ここは、市民ホールの、も、ありますけれ

どもあとはその雤水をトイレの洗浄水に使ってるですとか、地中熱を熱交換してるですとか、

あるいは林業の町ですので、木質ペレットボイラーを使っているというようなことが見受け

られました。で、三番目には四国に渡りまして高知県の香美市役所でありますが、ここは、

面積とか面積で申し上げますと先ほどの資料でいうとまあ、二万 7925 人ということで幕別

町に一番人口が近いわけですけども庁舎の面積がこのページの一番下の表の下から二番目

にありますが 6409平方メートルということで、まあ、あの中国、四国地方の庁舎っていう

のはかなり新しくて立派なものが多いなっていう感じはもともと調べている段階からわか

ってはいたんですけども、ここもかなり、2万 7900人で 6400平方メートルというような状

況であります。この建物はですね、ここも木がふんだんに使われております。先ほどの委員

長の報告の中にもありましたとおり、なんと言いましょうか、セキュリティーシステムとい

うことから、夜の７時になるとですね、シャッターが降りてしまって、基本的には執務室に

は人が出入りできないとか、認証しなければ入っていけないとかっていうようなシステム、

そういうつくりとなっておりました。あと、あの大変夏場が暑いというところからですね、
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夜間の冷気を庁舎に取り込んで次の日の朝は涼しく迎えられる、これはあの最近よく使われ

ております。そういうそのナイトパージというそうですけどもそういうようなものが使われ

ておりました。あとは、あの私たちが見てやっぱりすごくこれはいいなと思ったのはですね、

現在の庁舎はあの南面に窓が面してるわけですけども、直射光が直接入りますので、眩しく

て仕事にならないもんですから、殆どせっかくの冬場の暖か味ある、太陽のめぐみっていう

のをブラインドでまあ、閉ざしてしまっているんですよね。これがですね、あの、日差しを

掲げることによって直射光入らないようして間接光を入れるっていうことから、窓際の電気

というのが点いていないっていうのが最近この訪れた中で二箇所ほどありまして、まあ、こ

れは大変参考になるなというふうに思って帰ってきたところであります。以上であります。 

○委員長（千葉幹雄）はい、え、それでは、あの、ただ今、牧野副委員長のほうから、あるい

はまた伊藤参事の方から資料の説明をさせていただきました。まあ、この資料も今、あの配

ったばかりですから、あれかと思いますけども、この資料の説明に対する質問、資料に対す

る質問があれば、お受けをしたいと思います。成田委員。 

○委員（成田年雄）随分立派なあの、庁舎っていうのか、幕別町、まさかこんな立派なものつ

くらんしょね。 

○委員長（千葉幹雄）あのそういうことも参考にして議論にしてもらえばいいんだろうと思い

ます。 

○委員（成田年雄）広場は石置いたりなんかしないほうがいいと思うんだよね。あのどうして

も駐車場なんてさ、あそこの駐車場、あの何、駅の駐車場みても、あの縁石が高過ぎて後ろ

にくっ付けられないですよ、ああいうようなね、ミス設計はやめて欲しい。無駄が多すぎる。

それでこれスペースが物凄い広いんだけど、今この６千平米、もしするとしたら、従業員全

部入るのかな、これ。どうですか。職員。 

○委員長（千葉幹雄）や、あの、入る設計で６千平米なんです。ただ、ここにも書いてありま

すけども、抽象的ですけどもね、その無駄のないコンパクトな建物にすべきだっていう、あ

のまあ、見てきた結果ね、豪華なものみれば、ここまで必要ないよなっていうこと逆にわか

りますよね。まあ、そこは、だからそういったことを参考にしながら今、ここにこう書いて

ありますけども、あの、こういったことをあの議題に載せてね、やっぱり例えば自然、これ

からの例えば建物ですから、自然エネルギーは取り入れるべきだねとか、あまりその華美に

する必要ないねとか、例えばの話しですよ。そういうような議論をしてもらって、そして委

員会としては、まあ、そういったもの、こう、あの言葉にしてね、絞り込んでいきたいとい

うふうに思ってるし、あと具体的なね、今、成田委員のおっしゃるように駐車場の縁石が高

いとか低いとかね、そういったことはその、後の話でその細かいことはね、それはまあ、後

の話になってくると思うんですけども、まず、建物その物の在り方、建物そのもののね、そ

こを。はい。 

○委員（成田年雄）ちなみにあの委員長、総務委員なんですね、いっしょに行って委員長の見

解でいいですから、ちょっと、どうですか、これ、素晴らしすぎてもう尐しコンパクトにで

きるのかな、できないのかな。 

○委員長（千葉幹雄）委員長に聞きたいって言うからあれなんですけど、あの参考にね、なる
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ところもあったし、これはうちは必要ないねっゆうようなとこもあったしいろんな意味では

そういう意味では見てやっぱり参考になりましたよね。ぼちぼちね。はい。他に。前川委員。 

○委員（前川雅志）あの三つの市役所の写真やら資料見させていただいたところなんですが、

あのいずれにしても合併をした町のまあ、特例債よる建替えだと思うですが、あの、この三

つの町の計画としてですね、職員をどのぐらいのこの適正数とみてこの庁舎を建ててったか

ってゆうこところをもし伺ってればですね、見ればですね３万、４万の町で 400、500って

いう職員数になってますんでその将来的にもそういった数字のままで推移するのかそれと

もこれから適正化を図って、まあ、200人なり 300人という中で計算して新しい庁舎を建て

いったのか、まあ、こういったところを伺いたいと思います。それとですね、千代田区役所

の議会なんですが、フラットな設計によってホールとしても使えるということでありました

が、え、千代田区役所としてこの活用をですね、どのような活用をされているのか、もし聞

いてきてれば伺いたいと思います。 

○委員長（千葉幹雄）はい。あの、総務委員長の方でいいですか、副委員長の方でいいですか。

前段の部分。千代田市役所は我々は行ってません。区役所は行ってませんので、前段のその

職員の、え、どういう見通しの中で新しい庁舎を建ててるかということですけども。 

○副委員長（牧野茂敏）実はこれ職員数については確かなあの答えは引き出してないと思いま

す。で、あの三市ともですね、合併前に新庁舎を建設するって話しに、これ、合併当初から

なってたわけですよ。これ、三つとも。で、あの、だからやりやすいっていうのか、進んで

たってなことなんですよね。で、あの、まあ、もちろんこれ全部集約型です。三市とも。で、

あのさっき成田委員の方からちょっとこんな立派なもの建てるのかと、写真でみるからこう

なんですけども、あの総事業費みていただければ、あの大体、幕別町がどれぐらいの総事業

費で建てるっていうのおわかりになると思いますので、その辺も参考にしていただければと

思います。 

○委員長（千葉幹雄）はい、それでは、あの、後段の方、と前段のあれがあれば。伊藤参事。 

○企画室参事（伊藤博明）あのどの市もですね、例えば香美市で言いますと、土佐山田、香北、

物部、これ 3町ですけども、3町とか５、６町とか多くてですね、現在まだ職員数適正化で

きておりません。ですから、これからドンドン適正化をしていくような話しでした。で、具

体的なお話を聞いた一つではこの安芸高田市については、今は第一庁舎と第二庁舎に分かれ

てるんですども将来的には新しい方の庁舎一つにできればなというような考え方も持って

いるようなお話でした。ただ、人数をどのぐらいにっていうような具体的な話までは、委員

長もおっしゃられたようにお聞きはしておりません。それとあの、区役所、千代田区役所の

議会のあのいわゆるホールとしての利用については、まあ、これまで２回の利用しかなくて

ですね、一回は平成 19 年の７月に議場が落成した時の記念講演会、それからもう一回は 20

年の６月に地球環境中学生こどもサミット、まあ、ですからかなり大掛かりな時に思い切っ

てっていうような感じ、印象は受けました。以上です。 

○委員長（千葉幹雄）あの、ちょっと私の方から補足させていただきますけども、安芸高田市

ですけどもこれ第一庁舎、第二庁舎ということですけども、あの、わが町で言えば合併をし

て狭くなったからこの庁舎の隣にですね、第二庁舎を建ててるんですね。で、そこを廊下で
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つないでまあ、第一と第二に分けているというか、して、将来的にはその職員が減ってきた

らこの古くなった、古い方のその第一庁舎をつぶして第二庁舎一本でやりたいような計画で

した。今、お話したのはそういうことです。そういうことだよな。あの、ちなみにそういう

ことです。それで、いいですか。前川委員は。中橋委員。 

○委員（中橋友子）はい。あの。建物そのものはそこそこの地域の特性もあると思うし、あの、

まあ、そのなんって言うんですか、建設資材などのあの例えば森林の町であれば、それを活

用するとか、いろいろなあの検討方向があったと思いますので、そのこと事態はあのうちは

うちできちっと選択してけばいいなとふうに思うんですけれども、今、牧野委員長が建設に

あたってあの殆ど合併した町は合併のときに庁舎建設を決めていて、その後こう進んできた

っていう報告がありました。文章読ませていただきますと、その香美市は平成 19年にえ、

まあ 30人、職員とそれから、後に審議会委員ですか、そういった方たちのまあ、あの技術

コンサルタントの方たちの力も借りて検討を進めてきたと、それから庄原は市民代表による

まあ、検討委員会を組織してやってきたとゆうようなことで、あのこれあの例えば、東京な

ども含めてなんですけれども、大体今あのどこでもこういう大きなもの建てていくときに、

あの、市民が参加しての検討委員会っていうのを経てえ、建設されるって方向が強いんじゃ

ないかと思うんですけども、ここに紹介されているところ以外のあの今日いただいた資料の

中ではそのほかにもそういう経過を踏まれて建設にいたったところはございましたか。 

○委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○企画参事（伊藤博明）あの、まあ、私たち今回この視察するにあたっては人口規模からまあ、

探しましたけれども、その過程においてやはりそういう住民の方々を、の会議なり懇話会な

りを作ってされているってケースは、一覧表にしたものはありませんけれども、あの、目に

いたしました。 

○委員長（千葉幹雄）あのたまたまですね、これあの香美ですよね、香美はここにこう書いて

あるとおりです。で、たまたま町内、まあ市内ですね、市内に高知工科大学っていう大学が

あってそこの大学ですから教授、専門家の教授がいて、そして非常にそういう人たちのお手

伝いもいただいた、智恵も借りたという話しもしてました。ただ、それはやっぱり地元にそ

の大学があってそういうものがあるから、まあ、特殊でしょうねって話しもしてました。ど

うでしょうか。他に。質問ございませんか。これ、あの進め方なんですけどもただ漠然と何

かご意見ございませんかといってもなかなか、出てこないような気するんですけども、それ

で、まあ、私としてはですね、あのもちろんこれに拘るもんではないんですけども、その報

告、ここに書いてあります。一番から七番まで書いてあります。それで、これをですね、あ

の考え方として皆さんどう思うかというようなあの問いかけをしながらですね、これについ

てそれぞれこう議論をしていったほうが早いのかなとゆうふうに思うんですけども、どうで

しょうか。これ、あの一番目の町民会館のあり方って書いてあるんですけど、これみたらわ

かりますけども、その、町によってはですね、そういうその複合施設的な要素を持たせして

るところもあるんです。ですから、例えば、まあ、町民会館を例えばの話しですね、あの今

のままにするんであれば、ああいうホールもいりませんし、二階のああいうその大きな講堂

っていうんですか、そういうのもいらなくなるわけですね、ですから、そこら辺を町民会館
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をまあ、もちろん計画の案には入ってませんけども、その辺をどうするかによってあの、役

場庁舎の機能っていうのは会議室も含めてね、関連出てくると思うんですよね、まったくな

しとは言えないんだろうというふうに思うもんですから、ここに特に書かしていただいたん

ですけども。あの案の計画案の庁舎の計画案を見ると会議室もあの町民会館の上の何て言う

んですか、講堂。講堂でいいのか。講堂ぐらいのスペースをみてるんですね。ですから、町

民会館を例えばああやって残すってことであれば、ああいう大きな会議は例えば向こうでや

ればいい、本体の役場のほうはそんなに広くいらないんでないか。例えばの話しですよ。そ

ういう議論も出てくるんだろうと思うんですよね。はい。藤原委員。 

○委員（藤原 孟）はい。やはりあのすべて物を考えるにしても場所を決まらないとね、地形、

背景、すべて、それなしに建物の形状を考えてみたところで私は何にも進まない。逆に札内

に行けばあの広大なところであれば 2階建てでもいいんでないか、一階でできるじゃないか

とか当然あそこ行けば町民会館の施設も別に必要になるとここであれば違う考えが出てく

るということでね、やはり場所決めないで私、建築の建物場所決めないで絵を書こうなんて

いうそんな物事考えたこと今まで自分の人生の中でありま、ありえないもんですからね、こ

んな場所を決めないで何を考えるの、だろうということが疑問に思いますんでね、もし、あ

れでしたら、今日、また次回あたりに議会として場所をね、そりゃあ、今、アンケートが出

てるといいながらもこれは町が出したアンケートですから。議会は議会で場所を決めるとい

うてはないわけではないと思いますんでね、逆に言えばその議論を先に進めていくべきかも

しれないと思います。いかがでしょうか。 

○委員長（千葉幹雄）はい、え、ただ今、藤原委員の方からそういうご意見であります。ほか

にまあ、それに対する意見でもいいですし、同調の意見でもいいんですけどもどうでしょう

か。増田委員。 

○委員（増田武夫）まあ、あのどんな場所にどういうものを建てるかっていうまああの考える

際のあの留意していかなきゃならないそういうものが７項目あると出されているんですが、

その点でいえばここにもう一つあの役場庁舎を何処にするにしても支所をどうするかって

いうことが一緒にやっぱり考えられんきゃならない。で、まあ、今、札内の支所もあの耐震

診断してるっていう話を聞いてるんですが、それも含めて、町民会館も含めてあのその支所

の在り方もま、忠類の機能をどうするかっていうことも含めた、あのまあ、町づくり全体を

含めたってことにもつながると思うんですが、それも一点入ってないとうまくないんでない

かと思います。 

○委員長（千葉幹雄）まあ、あのう確かにそういう部分はあると思うんですけども、まあ、ね、

それこそ、その建てる位置によって支所ってのもまた、当然、決まればね、じゃあ支所をど

うしていくかと次なってくんだろと思うんですけどもね。前川委員。 

○委員（前川雅志）はい。あの藤原委員、増田委員がおっしゃることももっともだと思います

し、あのトータルとして、判断をしていかなければいけないと思いますね。まあ、予算はこ

のぐらいでこういったものを何処に建てるってことがすべていっしょにしていかないとで

すね、答えはでていかないのかなというふうに思いますし、ただ、庁舎建設に関わるあの分

散設置を求める陳情とかありましたが、まあ、その分散することについてはコストがかかる
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のではないかということで委員会としては否決をしましたが、ただ他の部分についてはトー

タル的に考えてこの庁舎問題がどうなっていくんだって結論を導かさなければいけないの

で、例えば、土地、土地というか場所もそうですし、町としても予算はこれくらいみれるん

だっていう予算の問題、それと支所だ町民会館だと様々リンクしてることですから、全体的

に総合評価をしないとですね、まあ、金額はこれだよ。土地はこれだよ、これだよバラバラ

とこう判断できるものでもないような気がしますんで、まあ、今日一日で判断できることで

もないと思いますから、こういった会議を数回重ねながら、まあ、その場所、建てる大きさ

それとそれに関わる町民会館や支所の問題、そういったものをやはり皆さん、委員からの意

見を一回出してもらってですね、そして最終的に何度かこう会議を開いてまあ、委員会とし

ての結論を見出していくとそういった進め方が望ましいのかなと私は思いますが。委員長、

いかがでしょうか。 

○委員長（千葉幹雄）や、あの確かにすべてリンクしてくるんです。すべてリンクしてくるん

ですけども、どっからはいればいいのかってゆうことになると、まあ、藤原委員のいうのも

それは正論かもしれない、ただ今こういう状態の中で、あの私としてはその場所については

町が今、アンケート調査をやって、調査をやってるんで、やってる最中に委員会としてここ

だって決めることがはたしてどうなのかって気持ちもあるもんですから、ですから、場所は、

おいといて、やっぱり基本的な建物に対する基本的な考え方っていうか、そこだけあらかじ

めね、進めてもう、12 月 1月２ヶ月以上やってませんのでね、委員会もね、ですからあの

場所はちょっと次回以降にしてそして基本的な建物に対する考え方だけ先に先行してある

程度煮つめていこうかなと思っていたんです。前川委員。 

○委員（前川雅志）いやあの、そういったことも含めて、特に場所の問題になりますと何が何

でもここがいいんだと思ってる委員の方もいらっしゃると思います。まあ、それとあの住民

からの町民の皆様からの意見がこう出てきた時にそういったものをみてまた、総体的に判断

したいという委員の方もいらっしゃると思うんですよね。で、そういうことをですね、ここ

で、まあ、皆さんの意見聞いてですね、いや、議会は議会で判断するんだってことになるの

か、それともやっぱり、住民の意向をある程度こうみながら判断していきたいというふうに

なるのか、ここの委員会で判断をしていくことが望ましのかなと思うんですよね。 

○委員長（千葉幹雄）いや、最終的にはそうなると思います。どうでしょうか、あの、まあ、

藤原委員からそういうお話しがありました、で、まあ、あのそれを否定するわけではなくて

違う意見も出たりまあ、いろいろしてるんですけども、まあ、それぞれあの思いを述べてい

ただいて、まあ、最終的にあの皆さん方の意見を聞かせていただきながら集約をしていきた

いと思いますけども。成田委員。 

○委員（成田年雄）あの町民会館ってこのあの庁舎問題をこれ切り離さなかったらさ、今度予

算とかなんだとか全部これ、変わってくるんじゃないの、今度。町民会館は町民会館、あと

でちゅうんだったらあとで話しするし、その庁舎問題を先にこれどうするかって問題の方が

先決だなって思ってるんですけど。 

○委員長（千葉幹雄）いやいいんです。あのそれでいいんです。ですから、いま、成田委員が

言うように町民会館は町民会館でいいと、このままでね、してだから庁舎はもう関係なく庁
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舎だけでいいんでないかということであればそれはそれでいいんです。 

○委員（成田年雄）それでさ、この参考資料ちゅうんだけど、えらいスペースが取りすぎてる

んじゃないかと思うぐらい。この町でいったら 30億ぐらいなっちゃうんじゃないかな。 

○委員長（千葉幹雄）牧野副委員長。 

○副委員長（牧野茂敏）これあくまであの参考的に皆さんに見てもらいたいってことで出した

わけでして、これをそく幕別町に当てはめてるとか当てはめないとか、そういったことはあ

の特別私どもの委員会考えてません。で、まあ、ここのいいとことりながらですね、また、

これでは不必要だって、そういうものカットしながらやっていただければという思いで、あ

の、特別委員長が資料を提出して欲しいということでありましたので提出しただけでありま

すので、まあ、あの誤解のないようにしたいと思います。 

○委員長（千葉幹雄）成田委員。 

○委員（成田年雄）それとさ、庁舎の職員数とこのなんちゅうんだ人口比、一万人に対しての

人口比に対してはこれ 1万 2899人、とか、大体 1万 2千人以上の人口比でやってるんだけ

ど、幕別庁舎を建てる、建替えにおいてはどんな人口比考えてるの。 

○委員長（千葉幹雄）あの成田委員、あの人口に対する職員の数だと思うんですよね。そうで

すよね。うちの方のは。伊藤参事。 

○企画室参事（伊藤博明）幕別町は 22年の 4月 1日でこれ、人口一万人比、つまり人口何人

に対して職員一人かっていうことですが、あの、例えば安芸高田で言いますと、128.99人

に対して職員一人ですが幕別町は 82.67人に対して職員一人ということです。まあ、つまり、

あの逆に言えば職員が、これと比べると多いってことになります。82.67 人。逆です。 

○委員長（千葉幹雄）逆じゃない。逆じゃないか。逆だべ。幕別町の方が尐ないべや。一万人

に対して。一万人に対してだから。一万に対して、うちは 88人ぐらいだってことでしょ。

職員が。うちのほうが尐ないってこと。82.67。一万人に対して。 

○委員（成田年雄）それは 234人に対しての発想なんでしょ。590何人に対してあれは何ぼな

の。アルバイト、季節入れたらさ、591人いるよね。 

○委員長（千葉幹雄）これも正職員しか入ってないから、これもそこまでいれたらもっと多く

なる。 

○委員（成田年雄）そうなの。幕別の人の能力ないのかなと思ってたんだけど。そんなに能力

ある人ばっかしなの。これ。 

○委員長（千葉幹雄）いや、あの、どうでしょう、皆さん。あの先ほど藤原委員の方から何を

話しするにしてもまずその場所が専決だろうってというような意見でありましたけども、そ

の辺に対する考え方はどうですか。 

○委員（成田年雄）場所も必要だけど、まず、これ、もっと庁舎のこれ参考するんだったらさ、

庁舎のさ、この大きさだとか、その果たしてそのブロなんちゅうんだ、フロアが大きいとか。

だから、この、なんちゅうんだ、今、新築の資料をみるとえらいなんか大きいんだよね。し

て、そのどういった発想なのか逆にこのなんちゅうんだ。参考のあの建替えの設計図からみ

たらこのまんまでいいのかな。設計どおりの。発想なの。これ。 

○委員長（千葉幹雄）あの、あのですね、この写真についてはあのこれみたから、このように
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つくるとかってことではありません。そこはあの頭、別にしてください。たまたま写真とっ

てきたもんですから、口で言うよりも、まあ、見てもらったほうがわかるだろうと思ったん

だろうと思うんですけども。その程度です。 

○委員（成田年雄）もっとわかりやすいとこ見てこえばよかったのに。 

○委員長（千葉幹雄）どうですか。皆さん。それであの話し戻りますけども場所を先にまあ、

そりゃあ正論だといえば正論なのかなと思うんですけども、まあ、今の時期、こういう今そ

のアンケートの最中ということが私は気になるんですけども。中橋委員。 

○委員（中橋友子）はい。あの、議論を進める上では、あの、何と言っても町が出した原案に

そってそれをあのひとつひとつあのどういうものであるのか、え、いいのか悪いのか検討し

て成果をみていかなきゃならないとふうに思うんですよね。それで、あの私、二つ思ってる

ことあるんですけれども、まず、一つは今皆さんの中からも出てたんですけれども、場所は

非常に大事だと思います。で、場所はそれぞれの委員の皆さんもいろんな考え持ってられる

と思います。で、同時に今アンケートやってるっていうのも事実でありますから、それも含

めたうえでの私としては、あの結論をみたいということを思います。二つ目には、あのこの

庁舎を建設するにあたって、今、あの支所の問題ですとか、町民会館の問題が出てました。

で、原案からいくと支所と保健福祉センターと教育委員会、この三つの施設は統合するっと

いうふうな原案ありますんでね、これの、その失礼しました。町民会館と教育委員会と保健

福祉センター。町民会館は、あっ、はい。もとえ、集約するという点では保健福祉センター

と教育委員会。この二つは議論しなきゃならない。で、それはその跡地の利用も含めてきち

っと説明をしていただかなければ簡単に集めていいよと、その分だけ、まあ、お金を掛けて

作ってきた施設ですから、しかも使用期間は大変短いということもありますので、そういう

ことの、後の利用も含めて検討しないと、庁舎の中に含めるかどうか、いいのか悪いのかっ

ていう議論があると思います。さらに、え、町民会館であるとか札内の支所であるとか、近

隣に建替えをしなければならないのかどうか。あの来年度になってから支所は耐震診断がで

るって言われてますけれども、そういうことも含めて、庁舎は建てました翌年またあの支所

が古くなりましたから、また、建てましたというようなことにはなっていかないだろうとい

うふうに思うんです。財政上。そうすると、当然そういうこともリンクをして考えなければ

ならないというようなことはあの、藤原委員のいわれるように場所が決まって積み上げてい

くってのは非常にこう明確に見えやすくっていいんですけれども、そういうもろもろの諸課

題もあればそういうことを整理するなかであの場所も多尐こうかわっていくというような

要素もあるんじゃないかと思うんですよね。ですから、その尐なくとも教育委員会や保健福

祉センターのあり方などについてはあの、今、事前に議論をしてもあのかまわないことでは

ないかというふうに思います。それとできればですね、できればなんですが、あのこの庁舎

の問題であの私たち議会としては建替えることを一箇所に建替える結論は出しました。で、

それは揺らぐものでもなんでもありません。そうでなきゃならないと思ってます。で、さら

に、あの、今アンケートですとか住民説明会の経過もありました。で、あの私、先ほど伺っ

たんですけれども、あの、どうしてここまでその住民とのあの乖離がうまれたかなっていう

背景の一つにそれはいろいろあるんですけれども、一つにやっぱりゆがめない事実としてあ
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の住民を含めた検討委員会ですとか総合計画の中にいれてきたとかそういう議論はやっぱ

り足りなかったんじゃないかと正直思うんです。ですから、その点では今後、修復が可能で

あればね、そういう手法もいれながら成果をみてくってことは考えられないのかどうか、こ

の点もぜひ見解を伺いたいところです。以上。見解は理事者です。それからその保健福祉セ

ンターのあり方や教育委員会についてはそれぞれ皆さんもいろいろ思っているところある

と思うので皆さんの意見も伺ってみたいと思います。 

○委員長（千葉幹雄）あの、ただ今の中橋委員の方からその建てる場所はどこであれ、まず、

その、今アンケートを最中であるからそれを判断の材料にしたいとかそれを見たいというこ

とですね。その場所については。それで、そのあと、それはそれとして教育委員会、保健福

祉センターの集約するということについては、その是非については場所がどこであろうと議

論できるんでないかということですね。三番目がこれはあなたたちのほうなんだけども。な

んだったったけ、なんだったっけ、三番目。あ、そうそう。住民のそういうその意見を反映

するような組織也。何なり。 

○委員（中橋友子）はい、委員長言われるように高知県とは条件が違いますからその専門の大

学の先生を入れて判断を仰ぐっていうのはなかなか難しい環境にあるのかなと思うんです。

しかし、町の中にもね、建築の専門家とかいろんな方いらっしゃりますからそういう意味も

含めてあの、修正できるとこ、修正です。私としてはね、今までも進んできてるわけですか

ら、ですから、そういう住民参加の機会ももっと増やした中で建設に向けていくことができ

ないのかということです。 

○委員長（千葉幹雄）まあ、ここまできてるわけあから、今後そういったことが可能なのかど

うなのかっていうことです。関連します。はい。どうぞ。 

○委員（増田武夫）あの、今あの進めていく上でね、まあ、今、もう尐し前にもどってあのい

ろんな専門家なんかも入れたあの検討もすべきでないかってな話が出たんですが、あの合併

特例債、これのあの前にも話し出てたんですが、あの去年の 11月にあの閣議決定して５年

間延長するっていうあれがでたんですよね。して、これはあの、まあ、この国会であの閣議

決定したあれがあの反対する要素がないのでおそらくこれはそのままいくのではないか、い

くのではないかっていうことが想像されるんですよね。だからそのこと考えるとあの、出口

をね、まあ、今のところあの建設年度はあの合併特例債の関係でまあ、縛られていますので

ね、27年ですか、27年ということになってるんだけども、まあ、おそらくまあ、それが 5

年なり延びるってのがあの予想されることで、町長もそれらしきこと言ってるんですよね。

あの、だから、そのことも含めてね、もう尐しあの余裕を持ったあの町民からもあの、しっ

かりとその受け入れてもらえるようなね、そういう、あの段階をもう尐しあの吟味してくべ

きでないかなっというふうに思うんですね。 

○委員長（千葉幹雄）わかりました。ちょっと、待ってね。あのそれはそれをその、まあ、協

議会っていうのか何か諮問委員会とかわかりませんけど、中橋君がいったやつのね。それは、

今の関連してあとで頼みます。あの中橋委員のほうからあのさきほど藤原委員からお話あり

ましたように、まず、その場所を決めることが第一だろうという意見に対して、あのアンケ

ートの最中でもあるから、その結果を待ちたいと。場所の決定については。まあ、そういう
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ような意見がありました。それと、その教育員会、その保健福祉センターをその集約あのす

ることがいいのか悪いのかこの議論はできるんではないかと、場所が決まらなくてもね、そ

ういうような意見でありましたけども、どうでしょうか、皆さん方。斉藤委員。 

○委員（斉藤喜志雄）あのね、ん、どうもこのあっちこっちへ揺れてさ、あれしてるんだけど

も、もともとね、庁舎内に庁舎検討委員会なるものがあって、そこがきちんと基本方針を我々

に示してくれてそれに基づいていかがですかと言ってこれ、スタートしてる特別委員会だよ

ね。で、そうすると、例えば、途中からいろんな意見が入ってきて庁舎特別委員会に向けて

あのアンケート云々とかと話しは出てきてるよね。それで、あれ、アンケートやったんでし

ょ。説明会に回ってっていかがなものかということで出てきてるわけだから。いやいや、特

別委員会じゃなくてさ、庁舎内の中にある検討委員会に向けて出てきてるわけです。そうで

しょ。ん、いやいやしたって策定したとこはそのままの、そこが、まあまあ行政でもいい。

言葉は行政でもいいけども。だから、ね、僕はそのこうやって常にぶれて例えばそのアンケ

ートの状況をみながら判断してくよっていったらね、どこに一つは主体性があるのかという

ことが一つは問われるし、ね、問われるし、もう一つはあの僕らは淡々とさ、淡々とこの基

本方針案の中でやりましょうということで建替えオーケーでだしたわけだから、したら、例

えば、教育委員会の後利用をどうするかだとか、そういうものは後から付帯的に出てくると

ころであって、僕はやっぱり取り合えずここんとこで基本的にまだ行ってないわけだから全

部。行ってないわけでしょ。したがって淡々とそこにしたがってやってったら、例えば藤原

さんが言われるようにその建築屋さんのきちっとした発想の元にお前らそんな素人の考え

ではい、駄目だよっていうところを指摘しながら言ってるんだと思ってるんだけど。僕はや

っぱり場所選定も含めてきちっと進めていくべきであってそれしなかったらこれアンケー

トの結果出てきたものによってまたそんとこで考え直すなんて、あのあっちこっち揺れてい

くちゅうのはね、これは僕はいかがなものかと、特別委員会の有り様としていかがなものか

とこんなふうに私は思っております。 

○委員長（千葉幹雄）中橋委員。 

○委員（中橋友子）あの、原案が出されてね、特別委員会が設置されてそのことには何も異義

申すものでも何でもありません。そういう流れできたんです。そして、住民説明会やってき

たのも事実です。で、住民の方からいろんな意見も出されたと、これはね、あの、その私た

ちに対する原案の提案のところにいろんな意味であのそれでは不十分だということも含め

て意見出されたんですよ。実際に、それを受けて、受けた上で私たち議員一人ひとりがどう

いう判断をするかとゆうのはこれはあの住民の代表機関として当然のことだと思いますか

らね。ですから、町がアンケートをしてないとか、このままそのそういう手立てをとってな

いならこのままでいいんですよ。実際、やってしまったんですよ。やってしまったら、その

結論も出ない前にね、いや、議会の意思決定はこうだから場所はここにしましたよというこ

とが、果たして住民にとってわかりやすい説明になってくかって言ったら私はそうはならな

いと思う。だから、自分たち自身はもちろん、考えありますよ。住民がどうであろうとだけ

ど、どの時期に結論だすかっていうことは慎重にやってかなかったら、いたずらに住民の反

発を招いていく、ここは絶対さけなければならないと思います。以上。 
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○委員長（千葉幹雄）斉藤委員。 

○委員（斉藤喜志雄）いや、私が言ってるのは、あのそこでそこを無視してとんとん進みなさ

いという趣旨ではない、ね、そういう趣旨ではないですよ。私は。言ってるのは、ただ、あ

くまでもそうすると行政側から、行政側からこういうアンケートのこういう内容が出ました。

従いまして、私どもとしてはこうしなければいけないと思ってうけて特別委員会にこういう

議案がでてきたんで、いかがでしょうかと。私どもはこう思いますという提案があってしか

るべき。そこが、ない中でね、三々亓々のね、利権の中でやってるんだったら、これはまた

特別委員会をね、なんたるあれかと言うことになってくるから、僕は拙速はさけるべきだと

思う拙速さけるべきだと思っているけれども。 

○委員長（千葉幹雄）中橋委員。 

○委員（中橋友子）だからアンケートについてはあくまでも理事者がやったことですからね、

それは理事者の結論としてもちろん報告を出していただきますよ。で、議員だってそれは一

つのその時の最大の情報なわけですから、その情報を加味していろんなこと考えますよ。当

たり前じゃないですか。そういう手順を踏んでやるべきであるという考えであります。 

○委員長（千葉幹雄）あの、まあ、私の思いっていうかね、今日に至ったのはやはりあのいろ

いろあったとしても町長が説明会でアンケート調査をやりますっということを言ってしま

ったと、町もやるっていうことになってやってる最中、その中で町民のね、そういう感情を

逆なでする必要はない。そこは様子見ようと。だからね、そこは、そして、みんな腹決まっ

ているんだったらそれはそれでいい。そしてそれはその結論でてどういう結論、アンケート

の結論がね、どういう結論が出るかわからないけども、考え方はそれはもってればいい。そ

れはそれでいい。それは後でいい。今、ここで言うこともやることもないと僕は思ってそれ

は別としてその前に建物全体としてね、こういうことが必要でないかああゆう必要なね、事

前にやっておくことがあるとすればやったほうがいいでないかと、やったほうがいいってい

うかようは今日は議論してもらったほうがいいんじゃないかと。そういうことなんです。そ

ういうことなんです。はい、成田委員。 

○委員（成田年雄）だけど先ほど、あの駐車場は駄目だって言ったら、それは後ですったら。

何も話しするとこがなくなっちゃうんだよな。だからこのアンケート次第でさ、変わる、こ

のお互いのアンケートであの場所も設定するんだから、もうアンケートまで待つしかないん

じゃないの。これ。 

○委員長（千葉幹雄）いやあの皆さんのね、あの、意見として、まず、その場所を決めないこ

とにはもう建物のね、話しに入っていけないと皆さんの意見がそうであれば、今日の議論は

この程度にしてアンケートが回収されて町として分析をしてその結果をみて、場所まずどん

と決める。そして、ここに決まったら、こういう建物こういう集約のしかた、支所はどうす

るか、例えばね、まあ、支所の話も出ましたけども例えばの話しですよ。札内に本庁を持っ

てくとすれば札内支所はいらなくなりますよね。今、支所をどうするかって話をしたとして

もだからこれもまたこうなるから。支所の話はね、だから、だから僕は建物の本体の話は何

処にしてもそんなに差はないあの形になっていくんだろうと方向性としてはね、だから、そ

の辺を議論できればなというふうに。乾委員。 
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○委員（乾邦廣）えーとあの町民アンケートを取ってる最中あの私ら議会側も容認をしており

ますんで、町民アンケートの結果ができしだいまとまった時点でその町民の皆さんの意見を

参考しながら、特別委員会を開いていって最終的には議員自らして、議会で決める話しです

から、そこを今日こういう委員会開いてね建物中身だとかまあ、研修に行った研修視察は参

考になりますけども、やはりあの町民アンケート、今、取ってますので、その結果を見てし

て特別委員会も参考にしながら最終的に議員の判断で決めていくのが正解だと思いますの

で、そういう意見であります。 

○委員長（千葉幹雄）え、ただ今乾委員の方からそういう発言でございます。どうでしょうか、

そんなところでよろしいでしょうか。いいです。ごめんなさい。先ほど三番目のもれてまし

た。 

○企画室長（堂前芳昭）え、中橋委員の方からですね、まあ、あの町民の意見の反映というの

が一つ出ておりました。まあ、これにつきましては今、現在ですね基本方針案を提示した段

階です。で、アンケート、動向調査になりますが、それらの意見も参考にさしていただくと

いうのは当然のことですが、あのこちらの考えとしてはですね、これから基本構想、あるい

は基本設計が入ってまいります。そこで初めてですね、具体的な内容について、整理をする

ということになろうかと思います。その時点でですね、当然、町民の皆さんのご意見、ある

いは有識者のご意見等々も伺いながらですね、進めていきたいというふうに考えております。

それともう一点ですが、合併特例債の、これは増田委員の方ですが、あの合併特例債の延長

云々というのは今、あのそういう新聞紙上等でもあの風の便りでは流れております、現実に

町長もそれらしいよな、あの延長になった場合っていうのはあの新年交礼会ですかそん中で

もお話をされておりますが、あのもう一度ですね、原点に返っていただきたいのが、何故こ

の庁舎を建替えをあの今しなければならないかってことをですね、あの皆さんにご理解をい

ただきたいですよ。っていうのはですね、あのまあ、耐震診断等やりました。3.11のこの

機会にですねこれ、いつ倒れるか解らんっていう耐震診断の結果が出たわけです。ですから、

これをね、５年延長するとか 10年延長するとかという議論ではないんですよ。今、現在、

本来であれば早急にですねしなきゃならない建物なんですが、これはいろんな諸条件があり

ます。ですから、あの、その中で財源的な措置としてですね、合併特例債がまあ、27 年で、

まで、有効であるというようなことからこういう計画をさせていただいたということをです

ね。もう一度ご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（千葉幹雄）前川委員。 

○委員（前川雅志）あの、ただ今の説明いただいたんですが、あの十勝沖地震は確か平成１５

年の震災、地震だったと思います。蒸し返すようで大変恐縮なんですが、その後ですね、私

や芳滝委員など庁舎の安全性についてまあ数度一般質問、予算等で質疑をさせていただいて、

そのときには学校施設の耐震断が優先だと調査もしてくれませんでした。で、それで、今危

険だからという話なんですが、実際この庁舎はですねどのくらい危険なんでしょうか。本当

に６の地震で壊れちゃうんでしょうか、それとも大丈夫なんでしょうか。今までですね、今、

平成 24年ですから、あれから９年何も対応してこなかったものを今慌ててもどうかなって、

９年間にもしあったらどうしたんですか。 
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○委員長（千葉幹雄）伊藤参事。 

○企画室参事（伊藤博明）あの耐震診断はですね 16年の１月から３月にかけて実施しており

ますので、16年の３月の時点ではこの結果はあの、出ておりました。しかし、まあ、明ら

かにはずっとしてはこなかったわけでありますので、耐震診断は 16 年の３月の段階では出

ていて、この 0.17というのは内部では承知をしていたというのは事実であります。それで

あの、本当にどのぐらいなんだっていう話は、私たちも今回このもともとこの庁舎を設計し

たのが岡田設計、それから耐震診断をしたのも岡田設計、それから今回の基本、え、検討結

果報告をお願いしたのも岡田設計っていうことでですね、岡田設計のまあ、担当者にもお話

をまあ、正直なところどうですかって言ったら本当に危険な状況ですっという、ですからま

さに震度６強以上の地震がきたときに倒壊又は崩壊する危険性が高い部類に属しているわ

けですからあの本当に速やかに建設に向けて進めていって欲しいとまあ建築に携わってる

ものとしては心から思いますというような話はお聞きしております。以上です。 

○委員長（千葉幹雄）中橋委員。 

○委員（中橋友子）そのコメントは平成 16年の 3月の段階のコメントなんですか。もう、も

う危ないですよと、危険ですよと、もういつ壊れるかわかりませんよというのは平成 16年

の３月にはっきりと示されていたんですか。その後に、その後にあの今ありましたけれども

ね、議会の一般質問あったわけですよ。そういうことはお示しいただいてなかったんじゃな

いですか。 

○委員長（千葉幹雄）参事 

○企画室参事（伊藤博明）16年の３月の時点で、数値としていただいておりました。でも、

その私が後段申し上げたのは今回の検討結果報告書、え、昨年の３月に出てきた、その段階

でいただいているってことです。今の後段の話はですね。 

○委員長（千葉幹雄）はい、え、それではあの先ほどあの乾委員からお話しありましたように、

あのアンケート、今、最中でありますからその状況をみて、そして、取りまとめが終ってそ

して委員会を開いて、まず、その場所を決めて、それからその建物のそのあり方等について

話し合ったらいいんでないかというようなご意見でございましたけども、そういったことで

よろしいでしょうか。それでは、あのそうしたいというふうに思います。それで、アンケー

トのあれはいつごろ出る予定なの。伊藤参事 

○企画室参事（伊藤博明）あの昨日からですね、届いておりまして、昨日 10通まいりました。

本日、まだ届いておりません。で、あのこれ選択肢方式ではありませんので、実際に全てを

読み解いて要点をまとめてってことになりますので、どのぐらいのですね回答があるかによ

って私たちもあのなるべくそれは速やかにですね、結果を求めたいと考えておりますけれど

も20日までの締切りでありまして今のところまだ10通ですので、まあ、今後の動き次第で、

そこら辺についてはちょっとご了承いただきたいと思っております。 

○委員長（千葉幹雄）いやいや了承はするんだけどもそちらが出ないとこっちが開かないから

ますます遅れていきますよってことだからね。あのそういうことでありますので、あの一定

の結論、あの結果が出て分析結果が出てから、また、皆さん方にご案内をして委員会を開き

たいというふうに思いますけどもそういったことでよろしいでしょうか。はい。それでは、
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今日の会議はこの程度で終了させていただきます。 
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 （14：50 開会） 

○ 委員長（千葉幹雄）お疲れのところ大変ご苦労様でございます。只今から第 10回庁舎建設

に関する調査特別委員会を開催いたします。 

お手元にアンケートの資料が配布されているかと思いますけれども、まず、これについて担

当課長のほうから説明を求めたいというふうに思います。 

企画室参事。 

○企画室参事（伊藤博明）幕別町新庁舎建設基本方針案に対する意見募集の結果についてご報

告をいたします。資料の構成はですね、1ページから 11ページまでがいただいた意見を項

目ごとにまとめたものを記載をしております。1枚ものとしましてこういう両面印刷で基本

方針案の概要、これは広報につけたものと同じものであります。そのあとの 1ページから

59ページまでが実際にご意見をいただきました、このあと細かく説明しますけども、これ

が原本なわけですけれども、これを全件ですね明らかに誤字脱字だなというものは直してお

りますけれども全文を打ち込んだものです。それでは資料に基づきましてご説明をさせてい

ただきます。1ページをご覧ください。実施時期につきましては本年 2月 1日から 2月 20

日まで、実施方法は広報の 2月号、広報の 2月号はこういう子どもたちがスケートリンクに

あがっていく写真でしたけれども、この広報に基本方針案の概要と意見シートを掲載し次の

項目に対して意見をいただいたということでありますが、5の耐震改修の可能性と新庁舎建

設の必要性から 10の建設の目標年次までについてであります。提出方法は郵送又は町内公

共施設への持参ということで従来までですと支所・出張所に留めていたわけですが、このた

びは図書館など考えられる公共施設すべてを対象としたところであります。4番の配布戸数

でありますが、2月号は 10,392世帯に対して配布をいたしました。集計結果でありますが

意見シートの提出件数は 328件とあります。これは締切りを 2月 20日としておりましたが、

できる限り多くの方の意見を広く受けるという趣旨から集計作業中の 2月 21日から 2月 29

日まで届いた分を含めたものであります。ここには書いておりませんけれども 2月 20日の

締切日までに届いた件数が 257件、2月 21日から 2月 29日までの件数が 71件であります。

ここにありますとおり回収率にしますと 3.2％ということになります。意見の延べ件数は

328人の方からいただいたのですけれども、1 人の方が複数の項目に意見を記載しておりま

すので 809件に整理をさせていただきました。809件を項目の 5から 10までの意見と、そ

の他の意見という 7分類で集計をしたところであります。この意見の述べ件数のところにあ

りますとおり項目 9は新庁舎の位置の選定でありますが、これに対する意見が 240件という

ことで、相対 809件のうちの 29.7％と最多でありました。（3）番の提出方法の内訳につい

てでありますが郵送 271 件、持参 57件で、ちなみに通常の支所・出張所以外、トレセンで

すとか図書館・町民会館・福寿これらに 7件お寄せいただいたところであります。性別につ

きましては記載がない方がいらっしゃいますので、記載のあった方でいいますと男性が

55.2％、女性が 17.4％であります。年齢の内訳でありますが、20代から 50代の方、これ、

ここに集計しておりませんけれども、20代から 50代の方が 88人で 26.8％、60代から 90

代の方が 221人で 67.4％、そのほかに記載のなかった不明の方が 19人いらっしゃいました。

住所の内訳でありますが、幕別地域におきましては幕別市街地から 68 件 20.7％、札内市街
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地が 206件 62.8％、幕別地域のその他の地区が 19 件で 5.8％、忠類地域が 11 件で 3.4％、

記載のない方が 24人いらっしゃいました。なお、参考までに申しあげますけれども、この

意見募集に要しました費用は人件費を除きますと広報の印刷5ページ分で約112,000円がか

かっております。それから郵便料で 1件につき 130円かかっておりますので 35,000円とい

うことからトータルで 147,000円の費用を要したところであります。2ページをご覧くださ

い。2ページ以降は各項目ごとに意見を集約をしたものであります。項目 5、耐震改修の可

能性と新庁舎建設の必要性でありますが、これは併せて 11ページの次のこの両面印刷のも

ご覧になっていただくとよくわかりやすいのですけれども、5というのはどういうことかと

いいますと現庁舎の耐震補強工事を施工するのではなく、新庁舎の建設が最良であると考え

ておりますというのが主な内容でありますが、これにつきましては 148 件意見が寄せられま

した。その 148件に対しまして新庁舎の建設は必要という方が 118件で 79.7％、耐震改修

で対応すべきという方が18件で12.2％という状況でありました。3ページをご覧ください。

項目の 6は新庁舎の基本的な考え方などでありますが、新庁舎の基本的な考え方としまして

は親しまれる庁舎ですとかユニバーサルデザインが図られ、防災復興拠点としての機能を十

分に備えた庁舎でなければなりませんということを記載させていただきましたが、これに対

しましては基本方針案に賛成をするという方が 56件 65.1％、経費の縮小・スリム化を図る

べきだという方が 4件 4.7％でありました。4 ページ、次のページをご覧ください。項目の

7は新庁舎の規模などであります。141件が寄せられました。新庁舎の規模につきましては

想定面積を概ね 6,000 ㎡と想定した場合には、建設の費用は解体工事も含めて約 23億円程

度になるものと試算をしておりますというのが主な内容でありますけれども、これに対しま

しては必要最小限の費用面積とすべき、これが 45件で 31.9％、基本方針案に賛成する、が

23件 16.3％、既存の施設を有効活用し必要最小限の費用面積とすべき、が 17件で 12.1％、

保健福祉センターと教育委員会の行政機能は集約すべき、これが 13 件で 9.2％、木造とす

るべき以下このような意見が寄せられたところであります。５ページをご覧ください。5ペ

ージは項目 8、新庁舎の建設候補地の条件などであります。4つの敷地面積、用地確保、利

便性、均衡ある発展の確保という 4つの条件から 6つの候補地の比較検討をおこないました

という内容でありますが、これにつきましては 48件のご意見をいただき、基本方針案に賛

成するが 16件で 33.3％、居住人口の状況を重視すべき、が 9件で 18.8％でありました。6

ページをご覧ください。6ページは項目 9、新庁舎の位置の選定でありますが、これがもっ

とも多く意見を寄せられた 240件、全体の 29.7％にあたります。そのうち札内地区に建設

すべき、126件 52.5％、基本方針案に賛成、幕別地区に建設すべき、が 96件 40.0％という

内容でございました。7ページをご覧ください。7ページは項目 10、建設の目標年次であり

ます。基本構想から始まりまして建設工事を 26 年 27年度を目途としますという内容であり

ますが、基本方針の案に賛成する、が 39件 49.4％、可能な限り早期着工完成を、が 17件

21.5％、という内容でありました。次のページをご覧ください。8ページ 9ページにはその

他の意見 67件を記載をしております。その中でも最も多かったのがですね、1番上に書い

てあります幕別町の財政状況において新庁舎建設は反対である、財政健全化や他の施策を優

先すべき、これが 24件 35.8％、この意見募集の方法が理解できない、アンケートをやり直
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すべきだ、が 8件 11.9％。その他意見がそれぞれ寄せられているところであります。10ペ

ージをご覧ください。10ページにつきましては項目 9の新庁舎の位置の選定につきまして

若干のクロス集計をおこなったところであります。意見の内訳は先ほどもご説明しましたと

おり札内地区建設が 126件 52.5％、基本方針案が 96件 40.5％、上記 1と 2以外が 18件 7.5％

という結果でありましたが性別の内訳につきましては省略をさせていただきますが、年齢の

内訳といたしましては 60代以上の方が 165人 68.8％ということでありました。住所の内訳

では幕別地域の幕別市街 56人 23.3％、札内市街 146人 60.8％、その他の地区が 16人 6.7％、

忠類地域が 5人 2.1％、記載なしが 17人 7.1％という結果でありました。はじめに札内地区

に建設すべきという意見の集計の内訳であります。126件寄せられておりますが、性別は省

略いたしまして年齢の内訳では 20代から 50代の方が 40人で 31.7％、60代から 90代の方

が 79人で 62.7％という結果でありました。住所の内訳では、札内地区に建設すべきと書か

れた方の住所の内訳ということになりますが、幕別市街の方が 2名で 1.6％、札内市街地の

方が 108人で 85.7％、その他が 6人で 4.8％、忠類地域が 2人で 1.6％、記載なしが 8人で

6.3％であります。11ページをご覧ください。この 4は基本方針案に賛成、幕別地区に建設

すべきという意見 96件の内訳であります。性別は省略をいたしまして年齢の内訳で申しあ

げますと、20代から 50 代が 17人で 17.7％、60代から 90代が 74人で 77.1％、住所の内訳

では、幕別地区に建設すべきと書かれた方の住所の内訳ということになりますが、幕別市街

地が 50人で 52.1％、札内市街地が 26人で 27.1％、その他が 10人で 10.4％、忠類地域が 3

人で 3.1％、記載なしが 7人で 7.3％であります。建設位置を明確にした方に限定いたしま

すと、札内地区におきましては 60歳未満の方が 40人に対しまして、幕別地区では 17人。

60歳以上の方になりますと札内地区が 79人で、幕別地区が 74人ということで 60歳代以上

の方は幕別・札内拮抗しておりますけれども、60歳未満の方にあっては札内地区と幕別地

区の間には開きがあったところであります。それとこの 1ページの後の 1から 59ページま

では、いただいた順にナンバーの 1からナンバーの 328までの意見の全件を打ったものであ

ります。今後の公表の仕方につきましては 4月 1日号の広報でこれらの概要を報告をしたい

と考えております。それとこの意見募集の際には「お寄せいただいたご意見に対する個別の

回答はしませんのでご了承願います。また、いただいた意見は個人情報を除き広報紙等に掲

載する予定です。」というふうに記載をさせていただいたところであります。すでにこの内

容について閲覧をしたいというふうに申されている方もいらっしゃいますので、この打ちま

した意見内容の全文、これはもともと氏名を求めていただいているものではありませんので、

これについてはホームページに掲載をする考え方で、それと概要もですけども。広報ではこ

ういう意見はなかなか書くことは難しいかと思いますけれども、ホームページ上ではこれも

公表する考えでおります。以上であります。 

○委員長（千葉幹雄）資料の説明をいただきました。このいま説明をいただきました資料に関

することについてそれぞれご質問、わからないところがあればですね、ご質問をいただきた

いというふうに思います。特にありませんか。読めばわかるということなんですけれど。 

成田委員。 

○委員（成田年雄）4月にホームページに載せるの。 
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○委員長（千葉幹雄）参事。 

○企画室参事（伊藤博明）いま説明をいたしました概要についてはですね、広報にどういう意

見が何％でしたという記事を掲載する予定ですが、個々の意見、これを載せるというわけに

はいきませんので、これについてはですねホームページに掲載をする考え方でおります。 

○委員長（千葉幹雄）成田委員。 

○委員（成田年雄）そしたらこれいつになったらこれ協議会に入れるのかなと思った。それに

ホームページに載せてある程度時間おかなかったらそのうち崩れてきても、崩れる恐れはあ

るんですよね。危機管理はどうなってるのかな。 

○委員長（千葉幹雄）いつになったら入れるのか、という話ですよね。 

○委員（成田年雄）いつになったら結局そういう本題に入っていけるのかな。 

○委員長（千葉幹雄）そういうことですよね。それはですね、前回この委員会におきまして、

まず場所を決めなければ建て方ですとかね建物の規模ですとか、そういったものに入ってい

けないというご意見がありまして、みなさんもそうだということでありましたので、そして

行政側でアンケートをやるということでしたので、入りませんでした。で、アンケートが出

ましたので私としてはですね、次の、今日はこれはじめてみなさん見るわけですから、中身

を十分精査をしていただきまして、そして次の委員会からは具体的に入っていこうというふ

うに思っていますけれども。 

成田委員。 

○委員（成田年雄）だからあのホームページに載った後なのか、その前にもう入っていいのか

な。 

○委員長（千葉幹雄）それはそれとして、委員会は委員会として入っていこうと思っています。

あくまでもこれがでてくるのを待ってたわけですから、でてきましたから、あとはホームペ

ージのその反応だとかあるでしょうけれども、それはそれとして並行していけると思います

ので私としてはそういう気持ちでおります。特に、どうですか。ご質問ありませんか。ない

ようでありますので、それでは今日のところは今申しあげましたようにですね、今日これは

じめていただきましたので、帰って熟読していただきたいと、中身を精査していただきたい

というふうに思っております。そういったことで今日のところはよろしいでしょうか。 

○委員 （異議なしの声） 

○委員長（千葉幹雄）芳滝委員。 

○委員（芳滝仁）これに係わらないことでお尋ねしたいことがあるのは、いいでしょうか。 

○委員長（千葉幹雄）いいですよ。 

○委員（芳滝仁）アンケートに係わらないことで少し町民のほうから聞こえておるところなの

ですけれども、町の基本方針はここに書いてあるということで、基本方針としては私は確認

しております。6つの候補地が出されて旭町のところも候補地にのっておって、町としては

ここだよということでだされているのですけれども、決定されていない段階で特老の話が旭

町のところに出てきたと。そのことで流れの中ではね、基本方針として 6つの候補地がある

んだけども、旭町のことについてはそういう方針で、はじめに書いておったんだけれどもそ

こは特老のほうに利用するというふうな説明がされるべきでないかというふうな意見があ
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ったものでありますから、どちらも計画として重ねて出てきておったのでその辺は説明がで

きないかというふうなことと、もうひとつなのですけども、この 2月の新聞に出たのですけ

ども北海道東方沖の太平洋岸の海域にですね、いわゆる固定域といわれるところが 2 ヶ所あ

ると。これが十勝沖も絡まってですねプレートが固定しているというところがあって、大変

危険な状態になっているということが発表されて、国土地理院のほうでは衛星を利用してす

ぐ調査にかかっているということがありまして。この前あの、何日か前ですか、どんと地震

がありまして十勝内陸で 3 だというふうなことがありまして、2 月の初めのころでしたか、

もと道のお役人さんで防災関係で、ずっと道の防災計画なんかに係わってらっしゃった人の

話を聞かせてもらったのですけれども、耐震の 0.17というのは見たことがない。恐ろしい

状態だ。今そうして無事にあることが奇跡のような話だ。というふうな話を聞かせてもらっ

て専門の方なものですから、私たちもそんなところでみんな仕事をされているのかというよ

うなことでですね、非常に危機感があったわけでありまして、職員がここにいらっしゃるわ

けですから大変な状態のところで仕事をされていらっしゃるという現実があろうかと思い

まして、これは方針にはないんでしょうけれども、理事者側に私のほうで申しあげておかん

とならんと思ったのはですね、やはりそのなんかの形で 27年までかかるのであればこの地

震が起こってもですね、対応できるようなそういうひとつの役所の機能の形、そして職員の

身の安全というのをですね、やはり考えてもらわんとならんのではないかと。どっかに移す

ってなったらそれはわかりませんけれどもその辺のことについてやはり非常に職員の身も

心配だし、これが機能がなくなりましたらね全くだめになるというふうなことがあるもので

ありますから、その辺のことを申しあげておいてですね、ご検討というかお考えを一端にも

入れておいていただければと思いまして発言をさせていただきました。 

○委員長（千葉幹雄）それでは旭町も土地の件で話があったということなのですけれども、そ

れについて。 

副町長。 

○副町長（高橋平明）旭町の土地の件でありますけれども、小規模特養の誘致に向けてですね

無償譲渡することを条件にさせていただいたという説明をさせていただきましたけれども、

確かに庁舎の建設の候補予定地のひとつであったことは間違いのないところであります。た

だ私どもが基本方針案でお示しをさせていただいたのは 6つの候補地の中からですね、一番、

要するに庁舎内で考える最適な候補地としては現庁舎の北側ですよという結論を、方針案で

はありますけれども出させていただいたところでありましてですね、いってみれば建ぺい率

の問題ですとか利便性の問題からいうと旭町の土地の活用は庁舎としては一番不向きであ

ったというふうには考えていたところであります。この件でですね確かにアンケートをとっ

ている最中、まだ審議されている最中ということもあってその早急に小規模特養の候補地と

して使わせていただくことになったのはですね、たまたまその小規模特養を建てるにあたっ

ての補助の追加措置がありましてですね、3月中に決定をしなければ 24年度の建設に向け

て補助金が当たらないという状況があってですね、ぜひとも私はそのころ定住対策のひとつ

として何とか取り組めないかということも検討させていただいていた最中でありましたの

で定住対策の核の施設としての誘致を旭町に進めたいという思いがありまして、選定をさせ
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ていただいた。ただその間の経緯については議会のみなさんに対して説明を申しあげており

ませんので、まったくですね私どもの不徳のいたすところと反省をさせていただいている次

第であります。あと、現庁舎のことでありますけれども確かに危険性は私どもも認識をさせ

ていただいておりましてですね、新庁舎がどうなるかを別にしてですね現庁舎の利用につい

てですね、ある程度の専門の方とかですね、それからいろんな関係の方とお話を伺いながら

検討を進めて早急に結論は出さなきゃならない事項だというふうには思っておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（千葉幹雄）芳滝委員。 

○委員（芳滝仁）小規模特養のことにつきましてはね、私は賛成でありまして早急に進めてい

ただきたいと思っているのですけれども、申しあげたのは手続き上のことでひとこと説明を

いただいておればそういう声が出なかったというふうなことを申しあげておきたかったこ

とであります。耐震のことにつきましては検討していただけるようにお願い申しあげたいと

思います。 

○委員長（千葉幹雄）それでよろしいですか。先ほど申しあげたように今日はこれをお持ち帰

りをいただいて、今日のところは委員会はそのことに対してはもう締めさせていただいて、

次、その他ということでよろしいでしょうか。 

○委員 （異議なしの声） 

○委員長（千葉幹雄）藤谷委員。 

○委員（藤谷勤至）庁舎北側のこの予定地っていうのは急斜面を含んでいるずいぶん複雑な地

形であります。予定建築物 6千平米っていうことですけどもこの配置の難しさとかいろんな

結構問題があると思うのですけれども、庁舎北側の町が示す建設予定地の実測状況平面図、

資料の請求でありますけれども、実測状況平面図と、あと高低差のわかる実測縦断横断調査

図、高低差がわかる図面ですけれども、それを提出していただきたいと。それと現庁舎は地

杭が 6メートルっていうことで資料にあるのですけれども、それでも建築物がある程度崩壊

したっていうことで、この予定地は地盤が弱いのかっていう何か不安感があるものですから、

その地盤の支持力調査をおこなってデータを示していただきたいと思います。表面だけで測

定して何かあったときに弁明ができない部分がありますので、生のデータを提出していただ

きたいと思います。以上です。 

○委員長（千葉幹雄）ただいま藤谷委員のほうから資料の請求がありました。委員会としてそ

れを認めたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○委員 （異議なしの声） 

○委員長（千葉幹雄）それではそういうことで資料要求をさせていただきます。ほかにござい

ませんか。なければ今日のところはこれでよろしいでしょうか。 

○委員 （異議なしの声） 

○委員長（千葉幹雄）次の委員会の開催日でありますけれども 22日午後 2時を予定したいと

いうふうに思いますけれども。午前中どこかの札内地区の卒業式、小学校ですね。22日午

後 2時。これをみなさん持ち帰っていただきまして、精査をしていただきまして、それで具

体的に場所の問題に入っていくんだろうと思いますけれども。前回のお話ですと、まず場所
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を決めないことにはその先へ進まないのでないかというような声があったものですから。 

増田委員。 

○委員（増田武夫）今の資料はいつまでに出てくるのかな。 

○企画室参事（伊藤博明）実測状況調査図とそれと縦断の関係ですね、平面はありますけれど

も、縦断の図面ですね、どういったものがあるか調べさせていただきたいのと、それと地耐

力の関係はですね基本設計を予算に計上する時点で併せて行おうと思っておりましたので

今現在は新たな新規の支持力調査っていうのは予算もありませんので提出するっていうこ

とは困難なわけなのです。 

○委員長（千葉幹雄）地耐力についてはいま説明あったように現実問題本当に調べるとすれば

予算を持ってやっぱり専門家にきちっとしてもらわないとあれですよね。ただそれはその基

礎というか補強することによってもちろんそれは金は多くかかるかもしれないけれども技

術的にはそれは問題ないとは思いますけどね。ちょっとあとでまたあれしますけども、そう

いう状況もありますのでご了解ご了承いただきたいと。 

中橋委員。 

○委員（中橋友子）どのくらい時間をかけてね結論を出すかということなのですけれども、今

資料請求ありましたよね。で、当然その場所に絞っていくというふうになると、町の考えて

いるところとアンケートに基づいて住民のみなさんのスマイルパークとかっていうのもあ

るわけですから、そうするとそこはどうなのかということも当然出てまいります。お金もか

かることですし、それから今の建築技術ですからどこに建ててもきちっとしたものになるん

だろうと思うのですけれども、そのためには地杭をたくさん打つのか何メートル打つのかと

いうようなことまでなってくるのだと思うのです。そうするとそれに投資するお金がどれく

らいなのか、全体の総予算を見るときにその基礎の部分が、場所を設定するその場所によっ

てかなり変わってくるのかというようなことも、十分判断材料にしていかなければならない

と思うのですよね。今日アンケートいただいたのでこれを熟知して次に臨めばいいな、順々

に、と思ってたのですけれども、たまたま資料請求が出たものですから自分たちもそういう

考え持っているのでね、そういうことも併せて資料を必要なときに可能な限り出していただ

いて、やっていただきたい。要望でもあり、先に揃えていただけるのであれば揃えていただ

きたいという思いですがいかがでしょうか。 

○委員長（千葉幹雄）当然揃えられるものは早急に揃えていただいて審査の糧にしたいとは思

いますけれども、ただ地耐力だとか何とかということになると、今日言って明日ということ

には。 

○委員（中橋友子）わかってたから言いづらかったのですけれど。たっぷりお金かかりますね。 

○委員(成田年雄)かかるから千平米くらい減らせばいいんだよ。6千平米じゃ・・・。 

○委員長（千葉幹雄）いずれにしてもですね、審査に必要な資料は要求していきたいと思いま

すし、場所についてもね 1回や 1.5回では出るとは思っていませんので、ですからそういっ

たものも並行しながら、少し時間をかけて、ただ前へ進めていかなければならないことも事

実でありますから、その資料によっては時間も費用もかかることもあるということだけ抑え

ておいていただければというふうに思います。そんなことでよろしいでしょうか。 
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増田委員。 

○委員（増田武夫）今ね、この場所のいろんな資料を請求されて、今スマイルパークの問題も

出てきたのですが、そこについてもね、例えば防災マップなんか見ると十勝川が氾濫したと

きにはやっぱり何メートルかの水没をするというようなそういうマップに出てきましたん

でね、そういう問題もあそこに建てた場合は洪水起きたときにはどんな状況になるとかって

いう、ここだけでなくて可能な限りの資料があればね、一緒に出して。 

○委員長（千葉幹雄）よろしいですね。可能な限りということで。よろしいでしょうか。それ

じゃ、本日の会議はこの程度で終わらさせていただきたいと思います。 

 

 （15：25 閉会） 
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